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1．証明発給の根拠

外国において我が国の在外公館が発給する証明は、外務省が行うべき行政事

務（外務省設置法第3条（外務省の任務)）を達成するため同設置法第4条11

号及び外務省組織令第13条第8号の規定（身分関係事項その他の事実につい

て内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること）に基づき
証明事務を行うこととされている。これら各条に定められた外務省の任務･権限

を在外公館が遂行するに当たり必要と認めた場合に証明を発給するもので、そ

の種類は「領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第1項に掲げられた証

明である。

○

2証明書の発給権者

証明書の発給権者は、公館長とし、公館長が任国に不在の場合は､外務省設置

法第9条第4項によって､､あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代

理することとなっているので代理する職員の名義で発給する。

S.外国文証明害の代理署名

次に掲げる外国文の証明のうち公館長が指定するものについては、公館長が

あらかじめ指定した職員に代理署名させることができる。

①国籍証明②署名又は印章の証明③職業証明、④翻訳証明

⑤出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明

⑥原産地証明、⑦B0号証明の内、証明形式が定められているもの。

指定された職員は,署名欄に代理署名し,署名の下段には代理署名者の氏名，

官職公館名を記載して，丸型館印を押す。

○



ー

【証明書発給権者の記載例】

（平成21年6月4日付往電領サ第66462号2．参照）

在外公館で取り扱う各種証明書における発行権者の記載については、以下の
●

とおり。

大使の場合・ ・ ・ ・ ・ ・ ・在XXX日本国大使館

特命全権大使○○○○

英語 EmbassyofJapaninXXXXX

AIIIbassadOr ○○○○○

(大使不在時）

臨時代理大使の場合・ ・ ・在XXX日本国大使館

臨時代理大使○○○○

英語 EInbassyofJapaninXXXXX

Charge(faffairesadinterm○○○○

総領事の場合． ． ・ ・ ・ ・在XXX日本国大使館

総領事○○○○

英語 Consulate-GeneralofJapaninXXXXX

Consul-General○○○○
○

(総領事不在時）

総領事代理の場合・ ・ ・ ・在XXX日本国総領事館

総領事代理○○○○

英語 Consulate-GeneralofJapaninXXXXX.

ActingConsul-General○○○○



0

4．外国文証明書に記載する日本人姓名のローマ字表記

令和元年10月25日付関係府省庁申合せにより、各府省庁が作成する公

用文等における日本人の姓名のローマ字表記については、原則「姓一名」の

順とすることとなり、令和2年1月1日から実施することとなったことを踏

まえ､在外公館が外国文で発給する証明書に記載する日本人の氏名について

も、発給権者を含め「姓一名」の順で作成する。

記載は､姓は全て大文字､名は頭文字のみ大文字とする(例:GAIMUTaro)｡

○
5．受付要領

申請者本人の出頭を求めることを原則とし、申請書に証明書の提出先や

使用目的等を記入させ、発給要件を満たしていることを確認する。

また、証明の対象となる我が国の官公署が発行した公文書であることを

確認して申請を受け付ける。

に従い、発給台帳に登録し運用する。

なお、発給台帳の保管期間は10年（文書管理規則別表(7条関係）参照）

○
6．証明の対象となる文書

下記の本邦機関より発行された文書で､発行日、発行機関名（発行者名）

及び公印又は署名の入ったものが対象となる。

○我が国の官公署が発行した公文書

○国公立病院及び赤十字病院、特殊法人、独立行政法人、学校教育法

第一条に該当する学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校《短期

期大学、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校）発行の

文書

注意:社団法人や財団法人等の法人の文書､専門学校や各種学校の文

書は対象とならない。



7．作成要領

（1）証明形式と保管要領

（イ）証明願と証明書が一体型となっている場合

（対象となる証明書：在留証明書、居住証明書、輸入陸揚証明書採

捕（加工）証明書）

申請人が提出する証明書に必要事項を記載の上､証明書を作成する。

証明書の写をとって控とし保管する。

○ (ロ）上記（イ）以外の証明書

証明書を作成後､証明書の写をとって控とし、申請書と証明書の写

をホッチキス留めして保管する。

保存期間

原則として，申請書，証明書の写及び根拠書類の保存期間3年。

未交付証明書の保存期間3年。

(2）

(イ）遺言の公証

原本の保存期間は原則として20年（公証人法施行規則27) 。

また、別途、 「遺言の公証」の受付帳簿を作成して保存する。

受付帳簿の保存期間50年

○
(ロ）国籍証明、身分事項証明、出生証明、婚姻要件具備証明、

婚姻証明、離婚証明、死亡証明、職業証明、翻訳証明、公印証明、

原産地証明、 日本品の外国輸入証明、 30号証明、遺骨証明

申請書、証明書の写及び根拠書類を保存する。保存期間3年。

(ハ）在留証明書

在留証明願の原本，証明書の写及び根拠書類を保存する。保存

期間3年。

(二）一般人の署名証明

申請書，署名した項(ページ)及び証明書の各写を保存する。保存期

間S年。



(ホ）印鑑登録

印鑑登録をした者が管轄区域内に居住している間､印鑑登録申請書

及び印鑑登録原票を保存する。

印鑑登録が抹消された場合、抹消の日より5年間、印鑑登録申請書

及び印鑑登録原票を保存する。

(ヘ）警察証明

申請書及び関係書類の写は公館にて保存する。

通常発給にかかる申請書の保存期間は1年、特別発給は3年。

○

(3)署名と公印

証明書には、日本文と外国文があり、日本文の場合は､発給権者の

官職氏名を記載の上､角型館長印を押印､外国文の場合には､官職、

氏名を記載の上、丸型館印を押印する。

(イ）日本文の署名及び押印方法

パソコン作成、タイプ印字､ゴム印、自署、いずれでも差し支え

ない。

角型館長印を用い署名の最後の一宇にかけて押印する。

(ロ）外国文の署名及び押印方法

署名は、原則として肉筆とする。

丸型館印を用い、署名の左側に押印する。

○

(ハ）割印及び契印

貼付形式の証明書は､貼付する書類の末尾の余白部分あるいは最

終ページの「とじしろ」部分をのり付けして貼り合わせ、そのとじ

目に角型館長印または丸型官印を用いて契印する。

(二）署名及び公印の現地関係当局への通報

必要に応じ､証明書に用いる署名及び公印を現地関係当局に通報

する。



（4）発給番号

4月1日より年度ごとに一連番号を付す。

(5)手数料

証明書の発給に際し、 「領事官の徴収する手数料に関する政令（昭和2

7年政令第74号)または船舶､船員関係法に定める手数料を徴収する。

手数料は、発給件数分を徴収する。

なお、外務省設置法第12条において｢特別の事情がある場合」の手数

料免除についての規定があるが、特別の事情があると判断される場合に

は本省経伺ありたい。因みに､過去に手数料免除となったケースとしては、

国または地方公共団体が公共事業のため買収する土地・家屋等の不動産

登記に関連して必要となった在留邦人の署名証明や在留証明、海外在住

の困窮邦人が日本に帰国するために必要な各種証明書､あるいは､航空機

事故に関連して発給する各種証明等である。本邦の政府関係機関より、直

接在外公館に手数料免除依頼があった場合にも本省経伺ありたい。

（その他､在留証明書の発給において手数料が免除となるケースについて

は8．参照）

○

S.証明書発給に際しての基本的留意点

（1）公文書そのもの自体への証明は印章証明及び翻訳証明のみである。

○
（2）証明書は、旅券のような返納命令の対象にはならないので、過誤によ

り発行した証明書を返還させることはできないこと及び損害賠償の対象

となりうることに留意しつつ慎重に作成する。

（3）現地職員に全てを任せることなく、少なくとも領事担当官は作成され

た証明書の発行日、署名、公印もれ、証明内容を確認する。

(4) 30号証明は、公文書により立証できる事実について任国及び申請者

の特殊事項を考盧して最終的に在外公館長が発給の可否を判断するもの

であるが､申請者の申し出を鵜呑みするすることなく発給の可否につき慎

重に判断ありたく、必要に応じ本省に経伺ありたい。

また、過去に本省の許可を得て､証明形式が定められているものについ

ては、 30号証明にて処理して差し支えない。



g.証明書の領事手数料の免除範囲

次の恩給又は年金の受給のための使用目的とする在留証明の場合には，

領事手数料を徴収しない。

ｰ

（1）恩給・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・総務大臣裁定

（2）執行官年金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ （同上）

（3）国会議員互助年金・ ・ ・ ・ （同上）

（注） （2）及び(S)については，現在は制度が廃止されており，従

前からの受給者のみ。平成27年8月現在受給権を有する海外居住者

はいない。

（4）戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金・ ・ ・厚生労働大臣裁定

（5）国民年金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・同上

（6）厚生年金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・厚生労働大臣

国家公務員共済組合連合会

各地方公務員共済組合

全国市町村職員共済組合連合会

日本私立学校振興・共済事業団裁定

（7）労働者災害補償保険年金・ ・ ・ ・労働基準監督署長裁定

（8）文化功労者年金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・文部科学大臣裁定

○

なお，国民年金基金・企業年金（ 「○○厚生年金基金を含む」 ）につい

ては，公的年金制度の一部となっているが，加入は任意であり国庫負担がな

いことから，手数料免除の対象とならない。
○

（注1）総務大臣裁定の恩給について，国外に居住する受給権者は，毎年2

月頃に在留証明と共に受給権調査申立書を提出することとなってい

る。

また，恩給給与細則（昭和二十八年九月二十九日総理府令第六十七

号）の第五条及び第十三条で在留証明（条文では所管領事官の現住証

明）を指定しているため，現地公証人による居住している旨の私署証

書をもって在留証明に代えることはできない。

(参考1)国外居住者の恩給請求

第五条規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書

又は傷病者遣族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべ



き場合においては，国外に居住する者は，所管領事官の現住

証明を受け， これを総務省に差し出すことを要する。

(参考2)国外に居住する受給者の受領代理人

第十三条国外に居住する受給者が，国内においてその者に代わ

って恩給の支給を受ける者（以下「受領代理人」という。 ）

を指名し，又はその受領代理人を変更しようとするときは，

恩給証書記号番号,受領代理人の氏名及び住所並びに当該

受領代理人により支給を受ける期間（一回の委任につき五

年を限度とする。 ）その他必要な事項を記載した委任届に

所管領事官の作成した現住証明書を添付して， これを総務

省に差し出すことを要する。

2受領代理人により恩給の支給を受けることをやめようとす

るときは，その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを

要する。

○

(注2）厚生労働大臣が裁定した年金（老齢基礎金，障害基礎年金，遺族

基礎年金，老齢厚生年金，障害厚生年金，遺族厚生年金等）の受給権

者は，毎年誕生月に日本年金機構から生存確認のための現況届が送付

されるため，誕生月の末日までに誕生月末日から前6ヶ月以内に交付

された在留証明書を添付し， 日本年金機構へ提出することとなってい

る。

ただし， 日本年金機構においては，入院中の者や遠隔地に居住して

いる者等，やむを得ない事情により現況届に在留証明書の添付ができ

ない者に対しては，誕生月以降に交付された在留証明書も認める取扱

いをしている。

、その際，現況届自体の提出は，誕生月の末日までに行う必要がある

こどから，やむを得ず在留証明書を後日送付する場合は，その旨を記

載した文書を現況届に同封し，誕生月の末日までに日本年金機構に送

付するよう指導すること。

なお，詳しい内容については， 日本年金機構「ねんきんダイヤル」

〈電話番号十81-3-6700-1165）ヘ照会するように指導する。

○

(了）

。
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証明書発給申請書
ApplicationFormfbrCertificates

在 大使･総領事殿
申請日/DateofApplication 年/year 月/month 日/day
ー一－－ －

(姓Surname) (名GivenName)
ローーーマ

字表記
氏名

(名）(姓）FullName
漢字
表記

１
１
１
２

８
８

申請者

’
(大正･昭和･平成･令和

年 月
vear month

年）

日

dav

電話番号生年月日
DateofBirth

Applicant
Telephone

住所
■一一一一＝■■一一■■ーー一一■■■■一一一一ーー■■■■■■■■

Address

i(名氏名 (姓Sumame) GivenName)

FullName

C 申謂者と
同じ ’

代理人
住所Proxy □

一ー一一一ーーーｰー一一一ーー■■一一ー9口■■■■■

|議嚇’
電話番号

Telephone

Address Ｉ

今一. ﾛ

※代理申請の場合は申請者からの委任状が必要です※Toapplybyproxy,apowerofattorneymustbeattached.

■申請する証明書の名称 Typeofcertiiicatestoapply
一b 牌

、
証明書の名称

Typeofcertificates Quantity

身分上の事項に関する証明

~~~~~預驍調澪墳~~~~~~~~~~
IFamilyRegister （
鰭砺婁祥真循~~~~~~~~~~
ISingle （

Total

ｅｇａ

産
ｈ
ｌ
ｉ
獅
吋

田
恥

－
１
１
１
１
１
１

『
ｊ
一
１

一
通
通

｜離婚
（ 通)IDivorce
~~~~~~~~~~~院芒~~~．
（ 通)IDeath

■ ｊ
－
ｊ

逗
通

く
一
Ｉ 通

□
■■■ L 通

各公館毎に発給件数の多い証明種類を記載して下さい。
~－ ■■

□
通

C その他の証明
Others

Total

■

（ 通） 通
司 云 訂一一一一一一

■提出先及び申請理由 DestinationtoSubmit/ReasonfbrApplication

提出先
Destinationto

Submit
一

請理由
Reasonfbr

Application

※証明書は,その発行から長い期間が経過すると,提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので,できるだけ
早く受け取りを行うようお願いします｡また,お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は,3年間の保管期間が経
過した後,廃棄されますので御承知おき下さい6

※PleasenotethatthecertifIcateaswellasOriginaldocumentssubmittedwillbedisposedifitwillnotbereceivedfbr
threeyears･Pleasepickitupassoonaspossible.

私は上記の留意事項に同意のうえ,証明書を申請します。
Iagreetheabovenoticeandapplyfbrcertificates.

申請者署名/SignatureofApplicant
－

8■■■■■■■■1■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■ﾛ■■－■■■■■■■■U■■■■ﾛ■■■■■I■ﾛ■■■■0■■■■■■I■一一ーー』■■■■■■■＝l■■■ロ■■■－1■■■ーーl■■■ー－1■ー＝一日■■■ '■■■8■■■ I■■■■Ⅱ■■ーl■■■■■■■－1

※在外公館記入欄officialuseonly

’
｜－交付年月日I I

’ ’ | ’ ’ 証第



【裏面または別紙例】
■出生証明BirthCertincate

全てローマ字で記入して下さい

出生地(PlaceofBirth) 本籍地(Domicile) 父(Father) 母(Mother)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－

戸籍膳(抄)本の発行日①ateoflssue)戸籍謄(抄)本の発行元<Placeoflssue)

℃

○

○



遺言の公証（2号）

○

○

内 容 公正証書（民法第969条）によるものと，秘密証書（民法第970条）

によるものと2種類ある。これらはいづれも民法第984条に基づく。

使用目的 遺言を正しく執行するため。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請する。代理申請は認められない。

（2）旅券の提示を原則とし，戸籍謄本等確実な文書により本人であるこ

とを立証するもの（公証人法第28条第2項参照） 。

（3）証人は2名以上を要し（民法第969条および第970条参照）

証言能力ある者であれば外国人でもよい。

，

必要書類 遺言者及び証人が本人であることを証明する公文書。

例えば，旅券，写真付現地当局発行の身分証明書等。

形 式 全て日本文による証明書。領事官自ら公証する。

注意事項 (注1）遺言の方式は，わが国の民法によっても当該国の法令によって

もわが国では有効である（法例第27条及び遺言の方式の準拠法に

関する法律第2条参照） ロ

(注2） わが国の遺言は厳格な方式を要求されるものであるから慎重に

作成する。公証の最後に自署のうえなつ印（公印）する者は，領事

官（公館長）である。

(注3） 民法第960条および第967～984条参照の事。

(注4）証人又は立会人の欠格（民法第974条参照）に注意

(注5）遺言できる法律行為は次の各法律である。

｡

民法第41条②’第781条②’第893条および第894条②，

第903条③’第964条，第839条，第848条

第897条，第902条，第908条，第914条

第1006条，第1034条但書，第1022条

信託法第2条。

◎

,

，

(注6）遺言者の口述を筆記して，証書そのものの作成は領事事務担当

宮でよい。



遣 の公証
一

一
一

口

_L_"

（1）遺言の定義

遺言とは，人が自己の最終的意思として，死後の効力を生じさせるため，財産．身

分に関する法律的行為について行う意思を表したものである。

（2）遺言の形式

遺言は人の重要な身分事項・財産に関するものでありとしかも，その効力・内容に

争いが生じた場合，作成者に確認することができないものであるから，民法により一

． 定の厳格な方式を要求され， この方式によらなければ法律上有効なものと認められな

い。従って，公館においても慎重な取り扱いを要する。

民法が定める遺言の方式には， 自筆証書遺言，公正証書遺言，秘密証書遺言の3種

類がある（民967）が， このうち在外公館が取り扱うのは公正証書遺言，秘密証書

遺言の2種類である（これらについては，公証人が公証を行う必要があり，在留邦人

については，領事が公証人の職務を行う（民984） ） 。

（注1） 自筆証書遺言は，作者が遺言の全文， 日付，氏名の全部を自書し，捺印した

もの（民968）で，公証は不要である（ただし，遺言書に他人が書いた部分

や印刷部分があると効力を認められない） 。

（注2）在留邦人の遺言の方式は，遺言地，遺言の成立又は死亡の当時住所又は常居

所を有した地の法律によることも認められる（遺言の方式の準拠法に関する法

律2） 。

（3）遺言の公証の内容

公正証書遺言においては，遺言書の内容自体を，秘密証書遺言においては，遺言者

が遺言書を入れた封書であること申述したことを証明するもの。日本文による（公証

人法27） 。

（4） 手数料

第2号の領事手数料を徴収。

（5）公正証書遺言と秘密証書遣言の相違

イ．後述のとおり，公正証書遺言をする場合，遺言者は公館長及び立会人の面前で遺

言を口述しなければならない。これに対して，秘密証書遺言においては，遺言者が

あらかじめ遺言書を封書に入れて公館長及び立会人の面前に提出するもので，遺言

の内容を秘密にしておくことができる。

ロ．公正証書遺言の場合，遣言書自体が公正証書であるのに対し，秘密遺言証書では

封書上の記載のみが公正証書であって，遺言書自体には公証の効果は及ばない〈公

正証書遺言は，遺言者が死亡したとき家庭裁判所の検認を要しない） 。

ハ．公正証書遺言は遺言者が自署できなくてもよい（この場合，公館長が代署する）

○

ノ

○

1



ー

今

が，秘密証書遺言では遺言者の署名を要するので自署できない者は秘密証書による

遺言はできない。

2．遺言の

（1）遺言者

満15歳以上で遺言をする能力（正常な判断力）を有する日本人であること。本人

が公館に出頭すること（民961， 963， 973） 。

（2）証人2名が公館での手続に立会うこと（民969の1， 970） 。

（注）証人は日本語が理解できれば外国人でもよい。

推定相続人（家族）等，証人となれない者があるので注意する（証人の欠格事

由） （民974） 。また，当該事務を取り扱う在外公館員（家族）等は証人と

なれない。

（3）遺言により行うことのできる法律行為は次のとおり。

①財団法人設立のための寄付行為（民41②）

②非嫡出子の認知（民781②）

③相続人の廃除及び廃除の取消（民893， 894②）

④特別受益者の相続分に関する意思表示（民903@)

⑤遺贈（民964）

⑥後見人の指定および後見監督人の指定（民839，民848）

⑦祖先の祭祀主宰者の指定（民897）

⑧相続分の指定及びその指定の委託（民902）

⑨遺産分割の方法の指定及びその指定の委託（民908）

⑩遺産分割の制限（民908）

⑪共同相続人間の担保責任の変更（民914）

⑫遺言執行者の指定及び指定の委託（民1006）

⑬遺贈減殺方法の指定（民1034但書）

⑭遺言の取消（民1022）

⑮信託の設定（信託法2）

（注1） これ以外の内容の記載があっても，法律上効力が生じないというだけで，遺

言全体が無効となるものではないが，在外公館における遺言公証の取り扱いは，

上記2． （3）の民法等に規定された遺言できる事項に限られるので，必要に

応じて本省経伺とする。

（注2）⑫に関し，無能力者（未成年者，禁治産者） ，破産者は遺言執行者となれな

、 いが，受遣者（遺言により遺贈を受ける者）が遺言執行者となるのは差し支え

ない（民1009） 。

（注3）在外公館の遺言公正証書は，本邦で使用されることが前提であり， 日本文で

作成する。従って，相続関係者が，現地語に翻訳されたものを要請する場合に

○

○
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一

一

は，現地公証人にて遺言公正証書を作成する様指導する。

（参考）迭一図

第27条【遺言】①遺言ノ成立及上効カハ其成立ノ当時二於ケル遺言者ノ本国法二依ル

②遺言ノ取消ハ其当時二於ケル遺言者ノ本国法二依ル

遺言の方式の準拠法に関する法'： （昭和3 法1 0）

第2条 【準拠法】遺言は，その方式が次に掲げる法律の一に適合するときは，方式に関

し有効とする。

1行為地法

2遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律

3遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律

4遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律

5不動産に関する遺言について，その不動産の所在地法

○

_辿週一通

（1） 公正証書遺言（民9 公証人法28

①遺言者，証人につき旅券，写真付身分証明書の提示（写提出）又は印鑑証明書の

提出等により身元を確認する。

②遺言者に，公館長に対して遺言である旨を口授させる。

③公館長は，遺言者の口述を筆記し，遺言者及び証人に読み聞かせる。

（注）遺言者の口述の筆記自体を公館長が行う必要はなく，適宜領事事務担当官に

行わせることができる。

④遺言者，証人の住所，職業，氏名，生年月日欄及び遺言者が人違いでないことを

確認した書類について所要の記入をする。

⑤遺言者及び証人から筆記の正確なことの承認を求め，その旨記載した上，各自に

署名押印させる。

（注1）遺言者が署名できない場合，公館長がその理由（例：無筆のため）を付記

して代署し，遺言者に押印させる（民969） 。．

（注2）遺言者及び証人が押印する印鑑は，登録印鑑（実印）でなくてもよい。

（注3）遺言者及び証人に印鑑の持ち合わせがなく，印鑑の作成，本邦からの取り

寄せが困難である場合等真にやむを得ない場合は押印に代えて栂印を認め

てもよい。

⑥最後に民法969条第4号に掲げる方式に従って作成したものである旨の公証文

その他必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入した上，公館長が署

名し，角型館長印を押す。

⑦この証書を3通（原本，正本及び謄本）作成する。

i .原本……公館保存

ii .正本……正本である旨を記載し，遺言者に手交する。

○
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iii.謄本……謄本である旨を記載し，証人のうちに遺言執行者に指定された者がある

場合はその者に，他の場合は遺言者に手交する。

（注） 正本・謄本を請求できる者の制限に注意（公証人法47, 51) ｡

⑧手数料は,原本,正本,謄本を取り纏めて一件として第2号の領事手数料を徴収。

⑨証明書発給台帳に記入する。

⑩原本の保存期間は原則として20年（公証人法施行規則27）遺言の公証につい

ては別途帳簿を作成して保存する。帳簿の保存期間50年。

2）皇秘密証書遺言（民970_L公証人法28@)

①遺言者，証人につき旅券，写真付身分証明書の提示及び写提出又は印鑑証明書の

提出等により身元を確認する。

②遺言者に，公館長及び証人の前に封印した遺言書を提出させる。

（注）原則として封書に所定の記載をするので，大型の封筒を用いるように指導す

る。

③遺言者に，公館長及び証人に対し， 自己の遺言書である旨とその筆者の氏名住所

を申述させる。

（注） この際，封書の中の遺言書に遺言者の署名押印があること，封書に遺言書に

押印したと同一の印鑑で封印したことを確認する。

④封書に③の旨を記載し，遺言者，証人の住所，職業，氏名，生年月日欄及び遺言

者が人違いでないことを確認した書類について所要の記載をする。

⑤証書の記載事項を読み聞かせ又は閲覧させてその承認を得た上，遺言者，証人に

署名押印させる ．

（注）遺言者の押印は遺言書の押印，封書の封印と同一の印鑑を用いる。従って，

栂印を用いることは認めない。

⑥最後にその他必要事項（証明番号は証明書発給台帳で確認）を記入した上，公館

長が署名し，角型館長印を押す。

（注）封筒にこれらの記載をする余白がない場合は，別紙に所定の記載をしてこれ

を封筒に貼付した上，担当官，遺言者，証人全員が契印する。

⑦証書の写をとり，証書（封書）は遺言者に手交する。

（注）秘密証書遺言の場合，正本・謄本はない。

⑧手数料は，第2号の領事手数料を徴収する。

⑨証明書発給台帳に記入する。

⑩写の保存期間は特に定めはないが，最低3年間保存する。別途帳簿を作成して，

遺言者氏名，提出年月日，証明（公証）日付番号等を記載の上，秘密遺言証書の封

書の公証を記帳して置く。帳簿の保存期間50年。

（なお，証書（封書）の写しを帳簿に綴り込んで置くと良い。 ）

○

○
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秘密遺言証書の書式例

秘密遺言証書

遺言者Aは本日本職および証人B,証人Cの面前に本封書を提出し，この封書は自己の遺言

書であって自己が筆記したものであることを申述した。

住 所

職 業

潰言者 氏名

年 月 日生

により人違いでないことを証明させた。－上記に印鑑証明書の提出

住

職

(又は旅券の提示）

所

業
○

証 人 B氏名

年 月 日生

住
職

所
業

証 人 C氏名

年 月 日生

遺言者および証人下記に署名押印する。

遺言者

証 人

証 人

本職下記に署名押印する。

平成 年 月 日 在･･……･…総領事館において

（所在地）

証第 号 在

(A自署）

(B自署）

(C自署）

③
③
③

○

総領事

氏名（自署） (公印）

(手数料 ）



〔遺言の公証〕

遺言公正証書の書式例

遣言公正証書

本職は遺言者Aの属託により証人B,証人Cの立会のもとに下記の遺言者の口授を筆記して

この証書を作成する。

1．私は．｡………………．．…………･……・

’．……………………………･…･………・

I.私は遺言の執行者として下記の者を指定しますb

住 所

職 業

遺言執行者 氏名

年 月 日生

1．最後に私は……侭の亡き後長男は母をいたわりながら家業にはげむよう祈っている）こ

とを申しそえま-すも 以上

住 所

職 業

遣言者 氏名

年 月 日生

上記に印鑑証明書の提出（又は旅券，又は…･･･発行の運転免許証）により人違いでないこと

○

を証明させた。

住 所

職 業

証 人 B

年 月 日生

． 証 人 C

年 月 日生

上記遺言者および証人に読み聞かせたところ，各自この筆記の正確なことを承認し，遺言者

は（何々）のため署名することができないので本職遺言者に代って署名し遺言者これに押印し，
○

証人は各自下記に署名押印する。

遺言者 （代署） ③
証 人 (B自署） ③
証 人 (C自署） ③

この証書は平成年 月 日….．…･…において，民法第969条第1号ないし第4号の方

式にしたがって作成し，同条第5号および同条第984条にもとづき本職下記に署名押印する。

（所在地）

証第 号 在 総領事

氏名（自署） （公印）

(手数料 ）
ｰ



’

国籍証明（19号）

○

○

内 容 申請人が日本国籍を有していることを証明するもの。すべて外国の官憲

等あて。

使用目的 現地の官憲等に対し，旅券以外で国籍を証明する文書を提示（提出）す

る必要がある場合。

条 件 （1）申請人は日本国籍を有する者に限る。外国籍との重国籍者でもよい。

（2）本証明書以外に旅券等，国籍を証明する文書を所持しない又は旅券

以外の証明書が要求される等のやむを得ない事由があること（注1） （注

2） ロ

（3）申請人本人が出頭して申請すること｡｢代理申請は認めない

必要書類 （1）申請人が本人であることを証明する公文書（日本国旅券，写真付現

地官憲発行の身分証明書等）

（2）発行から6ヶ月以内の戸籍謄（抄）本

（3）現地滞在資格が分かるもの（査証，滞在許可証等）

（4）確認書

．

形 式 外国文による証明（注3）

注意事項 (注1）国籍立証のためには，所持する旅券を提示すれば十分であり， こ

の証明書が旅券に代わる渡航文書と誤解されるおそれもあるので，旅券

と別に国籍を証明する文書を発給することは，原則として差し控えるべ

きであるから， この証明書が必要な理由，使用目的，提出先，現地の状

況（旅券が現地語でないため，現地官憲の理解を得られない等）等を併

せ検討の上，真にやむを得ないと認められる場合に限り，発給する。

(注2）多くの場合，関係当局に対する便宜供与依頼の書簡(領事レター）

で済むので，提出先の当局へ照会する等して，可能な限り領事レターに

より処理する。ただし，国籍証明に代える本領事レターは用済み後，可

能な限り回収する。また，旅券所持証明で処理できる場合もあるので，

参照のこと。

(注3）証明書の下段に使用目的，有効期限を付記する。



国籍証．明

L＝慨一説

（1）証明の内容

申請人が日本国籍を有していることを証明するもの。すべて外国の関係機関あてで，

外国文で発給する。

（2）使用目的

任国の当局等に対し，やむを得ない事情により旅券の代わりに国籍を証明する文書

を提示（提出）する必要がある場合に使用される。

（注） 国籍立証のためには，所持する旅券を提示すれば十分であり， この証明書

は旅券に代わる渡航文書と誤解されるおそれもあるので，旅券と別に国籍を証明

する文書を発給することは，原則として差し控えるべきであるから，この証明書

が必要な理由，使用目的，提出先，現地の状況（旅券が現地語でないため，現地

官憲の理解を得られない等）等を併せ検討の上，真にやむを得ないと認められる

場合に限り発給する。

（3）手数料

証明書1通毎に第19号の領事手数料徴収。

（4） 日本国籍を有しない旨の証明

日本国籍を有しない旨の証明書発給はできないが，特別の事情があると認められる

場合は，申請人から申請理由，提出先，その他申請人の事情を聴取し， これらの事項

と共に意見を付して本省の判断を仰ぐこと。

○

2．発給条件

（1） 申請人は日本国籍を有する者に限る。ただし，外国籍との重国籍者も取り扱うこと

ができる。

（注1） 自己志望により外国国籍を取得したときは， 日本国籍を失うので（国籍

法第11条） ，外国国籍取得の有無の確認が必要である。例えば，本人が日本国

籍の喪失を意識することなく外国国籍の取得申請書に署名して当該国の国籍を取

得した場合においても日本国籍を失うが，それと知らずに未だ日本国籍者又は日

本と当該国との二重国籍者であると思い込んでいる場合があり，十分確認を要す

る。

（注2） 日本国籍の有無を十分に確認せず，安易に日本国籍を有しない者に対し

て証明書を発給したため，申請人が後日，逆にこれを証拠として日本国籍を主張

する等の問題につながり得るので慎重に取り扱うこと。

（2）本人が公館に出頭して申請すること。

（注）代理申請は認めない。

○

1



旦竺必要書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館において写を作成してもよい） 。

（1）本人であることを確認できる公文書（日本国旅券，又は日本国旅券を所持しない場

合は現地官憲当局発行の顔写真付き身分証明書等）

（2）発行から6ケ月以内の戸籍謄（抄）本．

（3）現地滞在資格が分かるもの（査証，滞在許可証等）

（注）滞在地以外の外国籍を取得している場合もあるので，本人の渡航歴，身分歴等

を聴取するなどして， 自己志望により外国籍を取得していないことを確認する。

（4）確認書（別紙参照）

（注1）提出された書類だけでは申請時に本人が日本国籍を有していることを確実に

確認することは困難であるため，念のため提出させるもの。

． （注2）確認書上に記載のある「法律上の不利益」とは；刑法第157条第1項（公

正証書原本不実記載等）が該当する他，虚偽の申請により発行された国籍証明を使用

することにより，現地法令等によって本人が不利益を受ける可能性がある。

【刑法第157条第1項】 公務員に対し虚偽の申立てをして，登記簿，戸籍簿その他の

権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ，又は権利若しくは義務に

関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせた者は， 5年以下

の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

○

4二作成_要領

申請人に使用目的，提出先等を記入した申請書を提出させる。

必要書類を提出させる。

申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

根拠文書をもとに証明書に必要事項を記入する。

(注1）二重国籍者で日本国旅券を有しない者の場合，旅券番号欄は削除する。

(注2）本籍欄は都道府県のみでよい。

(注3）有効期限の明記及び使用目的の限定。

証明書の下段に但書として，最大6ヶ月を限度として使用目的に必要な

有効期限及び使用目的を付記する。

英文例は次のとおり。

Thiscertificateisvaliduntil……..20…..andforthepurpose

of…………only.

証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公

館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に

官職氏名を記入して，丸型館印を押す（青又は黒スタンプインキ使用） 。

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３
４

く
く
く
く

○

(5）
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完成した証明書の写をとる。

証明手数料は第19号の領事手数料を徴収する。

証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

申請書証明書の写及び根拠書類（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

６
７
８
９

く
く
く
く

○

○

／
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別紙

0

確認
圭
冒

私 （ 年 月 日生）は，出生時又は

最後に日本国籍を取得した時から現在までに， 自己の志望によって外国の国籍
を取得したことはなく，また， 日本国籍を離脱したこともありません｡

○

や

年 月 日

署名

○

~

※本確認書に虚偽の記載をした場合，法律上の不利益を受ける可能性があります。



(仏語）国籍証明（19号）

CERTIFICATDENAmONAnTE

Nom:

Prenom:

Dateaenaissance:
C

Sexe:

Domicilelegal:

No.depasseport:

○
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○
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(西語国籍証明（19号）

肌

CERTIFICADODENACIONALDAD

ApellidoS:

NombIe:

Fechadenacimienm:

SeXo:

Mdepasaporte:

Domiciliopemlanente:

ダ

角

○
LAEMBAJADADELJAPONENESPANA

CERrmlCA

Quelapersona'arribaindicadaesdenacionalidadjaponesa.
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今＝｡●の ＝●＝●｡

の●

0

○

●･･＝－－｡●●●●●●●●●｡●■◆●

Estecertificadoesvalidohasta……de….….,20…..,valesolopara….….………

）(Derecl'os:



Cert.No.

CERnFICATE

Surame:

Givenname:

DateofBirth:

Sex:

PassportNumber:

Domicile:

○

ThisiStocertifj/thattheabovepersonisofJapanesenationality.

｡。＝･ﾛ ‘－－－－．．－－－－一一・口･･一一一一ｺ 一一一一一一一・・－－－－－．､一一一－－．､－－－－－．．.ローー.‐
ｰ
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〆
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ｌ
ｌ
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１

１
ｊ

、

ノ

、

、

、
〆

〃

、

、

〃

、

ｆ
ｌ

Ｊ

ｊ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｔ
、

○
←

'

／

〆、

〆~

､ 一
一

一一 一一一一

Thisce耐ficateisvandumil .…………20……,andfbrthepuIposeof……………only.

(Fee: ）



在留証明(2o号）

へ

○

、

○

内 容 申請人が外国のどこに住所（生活の本拠）を有しているか、又は有し

ていたかを証明するもの。

使用目的 （1）恩給及び年金受給手続。

(.2）不動産登記手続。

（3）在外子女の本邦学校受験手続等。

条 件 （1）申請人は日本国籍を有している者に限る（注1)。

（2）原則として本邦に住民登録がないこと（注2)。

（3）申請人が現地に既に3ケ月以上、または3ケ月以上の滞在が見込

まれていること。

（4）申請人本人が公館に出頭して申請及び受領すること （注3)。

必要書類 （1）本人及び国籍を立証する公文書（注4） ロ

（2）本人の滞在期間を確認できる文書（注5）

（3）住所を立証できる文書（注6） ｡

◎

形 式 日本文により証明

（1）形式1現在の居住の事実を証明する場合b

（2）形式2過去の居住の事実、 日本国籍者の同居家族も含め証明

する場合◎

注意事.項 (注1）外国籍者は取り扱わないが、元日本人については、要件を満た

せば｢居住証明｣(30号うで対応可能、居住証明を参照。

(注2)本邦に住民登録を置いたまま外国に住所を定めている者につい

ては､･住民票の写しで代えられないかを提出先に確認させ､代えら

れないことが認められる場合は、申請を受理することができる。

(注3)本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められ

るときは、出頭できる代理人を通じて申請できる。

ただし、代理申請依頼状又は、委任状を提出させること。

(注4） 日本国旅券、又は戸籍謄(抄）本及び本邦の有効な運転免許証

や現地官憲当局発行の写真付身分証明書等。

(注5）旅券上の出入国印、公共料金の請求書や領収書、賃貸契約書、

不動産売買契約書、登記簿謄本等｡

(注6）現地官憲当局発行の身分証明書（居住証明書､外国人身分証明

書、外国人登録証、運転免許証、労働・就労許可証、納税証明書等

で申請人の住所及び氏名の記載があるもの）や公共料金の請求書

や領収書、銀行のステートメント。

公用旅券所持者で申請人の身分及び住所を公務等により熟知

しているときは上記住所立証文書は省略可能。

なお､在留届や日本人会名簿等は補足資料であるので、これら

のみに基づき証明書を発給することはできない。



在留証明

【1 概説】

(1)証明の内容

ア在留証明書（以下「証明書」という。 ）を必要とする日本国籍者（以

下「当事者」という。 ）が現在，外国のどこに住所（生活の本拠）を有

しているか（現住所の証明を行う。形式1） ， 当該国のどこに住所を有

していたか（現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う。形式2） ，

又は同居している家族（現住所の証明と同時に同居家族の証明を行う。

形式2）を証明するもの。

イ証明書はすべて本邦関係機関あて提出することを目的としているた

め,日本文で発給する。

（注1） 証明書の提出先は官公署に限らない。

（注2） 本邦における住所地の証明は行わない。

（注3） 証明書の発給対象者は，原則として自公館の管轄区域内に居住する

在留邦人である。 （詳細は，後記2（以下｢後記」省略)発給条件（5）

参照）

（注4） 同居家族の証明は，例えば本邦大学受験書類の一つとして，受験者

本人が親権者と同居していることが求められている等の場合に発給さ

れるもの。 （詳細については， 2．発給条件形式2(2)参照）

なお，同居家族は日本国籍を有している者に限られる。

○

○ (2)使用目的

証明書は本邦関係機関においてさまざまな用途で使用されている。主な

使用目的は以下の通り。ただし，証明書の申請が公序良俗に反する等，不当

な目的によることが明らかな場合には証明しない。

ア恩給，年金受給手続

イ不動産登記手続

ウ在外子女の本邦学校受験手続

、

(3)手数料

証明書1通毎に「領事官の徴収する手数料に閏する政令」第1項第20

号の領事手数料を徴収する。

ただし，次の恩給又は年金の受給のための使用目的（年金受給請求，現況

届等の生存確認，合算対象期間（いわゆるカラ期間） ，年金等の振込先銀行

の変更，受取人の住所変更，受取先の変更，年金証書再交付申請及び未払

年金受給申請等の説明資料として提出する場合等)に該当する場合には領事

1



手数料を徴収しない。

領事手数料免除対象の恩給・年金等

ア恩給“ ． . 。 . 。 ・ ・ ・ ・総務大臣裁定

イ執行官年金。 。 。 ・ ・ 。 。 （同上）

ウ国会議員互助年金・ ・ ・ ・ （同上）

（注)イ及びウについては，現在は制度が廃止されており，従前からの受給
者のみ。平成2フ年B月現在受給権を有する海外居住者はいない。

工戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金。 . ”厚生労働大臣裁定
オ国民年金・ ・ ・ ・ 。 ． ・ ・同上

力厚生年金・ ･ ･ ･ ． ・ ・ ・厚生労働大臣

国家公務員共済組合連合会

各地方公務員共済組合

全国市町村職員共済組合連合会

日本私立学校振興・共済事業団裁定

キ労働者災害補償保険年金・ ・ ・ ・労働基準監督署長裁定
ク文化功労者年金・ ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・文部科学大臣裁定

（注)生存確認は文部科学省が独自に行っており,在留証明を要求されること
はない。

○

なお，国民年金基金 旦企業年金 (_[O○厚生年金基金』_を含む）につい

ては，公的年金制度の＝部となっているが，加入は任意であり国庫負担が
ないことから,_手数料免除の対象とならない。

○ (注1）総務大臣裁定の恩給について，国外に居住する受給権者は》毎年
2月頃に在留証明と共に受給権調査申立書を提出することとなって
いる。

また,恩給給与細則(昭和二十八年九月二十九日総理府令第六十七
号）の第五条及び第十三条で在留証明（条文では所管領事官の現住証
明）を指定しているため，現地公証人による居住している旨の私署証

’ 書をもって在留証明に代えることはできない。

(参考1）

第五条

国外居住者の恩給請求

規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請
求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し

出すべき場合においては，国外に居住する者は，所管領事
官の現住証明を受け， これを総務省に差し出すことを要す
る。
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(参考2）国外に居住する受給者の受領代理人

第十三条 国外に居住する受給者が，国内においてその者に代わっ

て恩給の支給を受ける者（以下「受領代理人」という。 ）

を指名し，又はその受領代理人を変更しようとするときは，

恩給証書記号番号，受領代理人の氏名及び住所並びに当該

受領代理人により支給を受ける期間（一回の委任につき五

年を限度とする。 ）その他必要な事項を記載した委任届に

所管領事官の作成した現住証明書を添付して， これを総務

省に差し出すことを要する。

2受領代理人により恩給の支給を受けることをやめよ

うとするときは，その旨を記載した届書を総務省に差し出

すことを要する。○

(注2）厚生労働大臣が裁定した年金（老齢基礎年金，障害基礎年金，遺族

基礎年金，老齢厚生年金，障害厚生年金，遣族厚生年金等）の受給権

者は，毎年誕生月に日本年金機構から生存確認のための現況届が送付

されるため，誕生月の末日までに，誕生月末日から前6ケ月以内に交

付された在留証明書を添付し， 日本年金機構へ提出することとなって

いる。

ただし， 日本年金機構においては，入院中の者や遠隔地に居住して

いる者等，やむを得ない事情により現況届に在留証明書の添付ができ

ない者に対しては，誕生月以降に交付された在留証明書も認める取扱

いをしている。

その際，現況届自体の提出は，誕生月の末日までに行う必要がある

ことから、やむを得ず在留証明書を後日送付する場合は， その旨を記

載した文書を現況届に同封し，誕生月の末日までに日本年金機構に送

付するよう指導すること。

なお，詳しい内容については， 日本年金機構「ねんきんダイヤル」

（電話番号十81-3-6700-1165）ヘ照会するように指導する。

○

【2 発給条件】

形式1，形式2共通事項

(1) 現に日本国籍を有する者であること。 （元日本人については，要件を満

たせば「居住証明」 (So号証明）での対応が可能。 ）

(2) 公文書，その他それらに準ずる書類により外国の住所を立証できること。

(S．必要書類(3)参照）
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(3) 原則として，本邦に住民登録がないこと。

（注1） 本邦に住民登録をしているか否かについては口頭で確認することで

よい。

（注2） 本邦に住民登録を置いたまま外国に住所を定めている者については，

住民票の写しで代えられないかを提出先に確認させ，代えられないと

する場合は， 申請を受理することができる。

(4) 当事者が現地に既に3ケ月以上滞在していること，又は3ケ月以上の滞

在が見込まれていること。

（注1) ｢3ヶ月以上」はあくまでも目安であり，滞在期間が3ヶ月に達し

ていなくても，生活の本拠を当該地に定めたと認められ，かつ，今後

sヶ月以上滞在することが認定できる場合は取り扱うことができる。

（注2） なお，在留届が提出されていない場合は，その場で提出させるよう

指導する。

○

(5) 証明書の発給対象者は，原則， 自公館の管轄区域内に居住する在留邦人

であること。ただし， 同一国内であっても他公館の管轄区域内に居住する

者や他国に居住する者が，本来申請に赴くべき公館よりも地理的に近く，

申請が容易である等の理由（例えば，スイス国境付近のフランス在住者が

スイス所在の在ジュネーブ領事事務所で申請するケース）で申請越した場

合は， （当該者の住所地を領事管轄していない）当該公館で発行する証明

書が本邦提出先機関において受理されることが確認されていること及び

現住所を立証する書類の真偽が確認できる場合に限り受け付けることと

する。○

(6) 当事者が公館に出頭して申請及び受領すること。

（注1） 当事者がやむを得ない事情により公館に出頭できないときは， 当事

者よりの委任状（末尾参照）をもって，代理人よる代理申請及び受領
ができる。

また， 当事者が郵送で申請し，当事者本人もしくは代理人が公館に

出向き受領することができる。 ．

（注2） 当事者が未成年の場合で，使用目的が当事者の利益のためであると

きは，法定代理人である親権者が代理申請することができる。この場

合， 当事者からの委任状は必要としない。なお，使用目的が不動産登

記であるときは，法定代理人に限り代理申請できる。

（注3） 手数料が免除となる年金受給に係る証明書申請については， 申請を

．受ける在外公館において，過去に同目的で証明書を発給している事実

及び当該公館保管の在留届の記載内容を基に申請者の入定事項等を
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確認することが可能な場合，郵便での申請及び受領ができる。
この場合，生存に疑義のある高齢者については必要に応じ電話等に
より申請者の本人確認を行うこと。

形式2
－

(1)過去の住所

ア・過去の住所の証明は,原則として自公館管轄区域内において転居した場
合とする。

イただし，同一国内に大使館総領事館等が複数所在する場合で， 自公館
以外の管轄区域の住所であっても，申請人が提出する以下S (3)の文書
により住所及び居住期間を確認できるときは，証明しても差し支えない。
ウなお，兼轄国ではない他国の過去の住所についての証明は， （上記，形
式1 ，形式2共通事項（5）ただし書の場合であっても）提出先機関が当
該証明を必要とする事情を聴取の上，真にやむを得ない特別の理由がある
と判断されるときは‘，その理由を付して発給の可否につき本省経伺する。

○

(2)同居家族（日本国籍を有している者に限られる）

同居家族の住所確認については， ・外国人登録制度のない国はもとより，
公文書，その他それらに準ずる書類により住所を立証することが困難な場
合がある。【2発給条件】形式1 ，形式2共通事項を満たさない場合は，
提出されている在留届の同居家族欄に記載があること，及び申出書を受理
した上で，以下の同居していることが分かる疎明資料（以下， （ｲ)～(ﾊ)の
うち，複数を提示させること）を提出させる。

ア滞在許可証や査証等でその国に滞在していることを確認できるもの。
イ同居家族宛の郵便物（差出人不問） .で宛名及び住所を確認できるもの。
ウ学校， 日本人会，商工会等の住所簿等で氏名及び住所を確認できる
もの。

○

【3 必要書類】

厚…

在留証明発給申請にかかる疎明資料としての公文書等は原本の提示とする
（委任状を除き，原本の提出を求めることはしない） 。ただし，やむを得ない
事情により， 申請時には写し（コピー）の提示しかできないとする場合で，特
段の疑義がない場合は，後日，原本の提示を行う旨の確約を取付の上， 申請を
受理することができる。

髭式1 ， 遊式2共通事項
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(1) 有効な日本国旅券

または，戸籍謄（抄）本（原則として発行後3ヶ月以内のもの）

及び本邦の有効な運転免許証や現地官憲当局発行の写真付身分証明

書等。

日本国籍を喪失していないことを確認するために，要すれば滞在資

格を証する書類。

(注） 日本国旅券のみ所持している場合，証明書上氏名の表記は当事者の

申請のままとし，本籍地の都道府県名は同旅券で確認する。ただし本

籍地番まで記載を希望する場合には，戸籍膳（抄）本等の公文書の提

示を求めるb

○ 当事者の滞在期間を確認できる文書（以下のいずれか1つで可）

旅券に押印された出入国スタンプ

水道，電気，ガス等の公共料金の請求書（又は領収書）

賃貸契約書不動産（家屋）売買契約書登記簿謄本

ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等

ｊ
ア
イ
ウ

２く

工

(3) 住所を立証できる文書

住所を立証できる文書は，以下のアーウのいずれか一つを原則とする。

ただし，住民登録制度がない国や当事者の個々の事情（例えば，ルームシ

ェアやホームステイ等の滞在形態の場合は， 当該当事者の氏名と現住所が

根拠文書上で確認できない， あるいはそもそも根拠文書がない）により，

住所を立証できる文書の提出が困難又は不可能な場合は， 当該国又は当事

者の事情を考盧の上， 申出書を含め提出可能な書類を提出させた上で，個

別毎に発給の可否について判断する。

ア現地官憲当局発行の公文書（例：居住証明書外国人身分証明書，外

国人登録証運転免許証，労働・就労許可証，納税証明書等で当事者の

氏名及び住所の記載があるもの。 .）

イ水道、電気、ガス等の公共料金の請求書（又は領収書）は公文書に準

ずる文書として取り扱うことができる。

ウ銀行のステートメント‘固定電話又は携帯電話の請求書（又は領収

書）で当事者の氏名及び住所の記載があるもの。ただし,銀行口座開設

時又は電話契約時に先方が住所確認を厳密に行っていることを条件と

する。

（注1） 在留邦人が所属している企業が作成した社員名簿や日本人会， 日本

人商工会， 日本人学校（補習枝含む。 ）等が作成した会員名簿（児童

名簿）に記載された住所のみに基づき証明書を発給することはできな

○

い。

(注2） 公用旅券所持者で当事者の身分、住所を職務上知り得ているときは，
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上記住所立証文書の提出は省略することができる。

(4) 領事手数料免除の対象であることを証する文書

総務省より送付される恩給受給権調査申立書，案内書及び日本年金機

構又は各共済組合（連合会）より送付される現況届，年金証書，案内書等。

ただし，同一公館で過去に当該申請者に対し，在留証明書を発給した事案

で手数料免除が適切であったことが明らかな場合は,現況届等の提示を求め

ることなく受理して差し支えない。

手数料免除の対象となる年金等にかかわる疎明資料を持参しなかった者

からの申請については， 「在留証明願」の提出理由及び提出先の記入内容及

び聞き取りによって手数料免除の対象となり得る年金に該当するものであ

ると判断できる場合には，事後に関係資料をFAX等で送付する旨誓約させた

上で， 申請を受理（手数料免除） して差し支えない。

L

○

(注)初めて年金を請求する場合， 自ら年金請求書を本邦の年金事務所，又は日

本年金機構のホームページより入手し請求する必要があるため，疎明資料と

なる現況届等を持参しない場合が多いので， 申請者に確認する。

U

(5) 代理申請の場合， 当事者よりの委任状の提出と有効旅券の提示及び

代理人の入定を証明する書類の提示。 （委任状見本は，末尾参照）
、

形式2 同居家族（日本国籍を有している者に限られる）

(1) 申出書

(2) 同居していることが分かる以下の疎明資料（以下， （ｲ)～(ﾊ)のうち，複

数を提示させること）を求める。

ア滞在許可証や査証等でその国に滞在していることを確認できるもの。

イ同居家族宛の郵便物〈差出人不問）で宛名及び住所を確認できるもの。

ウ学校,日本人会,商工会等の住所簿等で氏名及び住所を確認できるもの。

○

【4作成要領】

(1) 公館において， 「在留証明願」の電子データに不動文字を挿入し，記入

軽減を図ることが望ましい。また， 申請目的別にセットパターン（例えば

恩給又は公的年金専用の不動文字・斜線等の入った在留証明願）を用意し

ておくことが望ましい。

例：ア公館名（在○○○○日本国総領事）及び公館長名はあらかじめ

不動文字を入れておく。

イ当事者が自ら窓口に来訪した場合は， 「代理人氏名（※1） 」
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欄及び「申請者との関係（※1） 」欄は記入不要であるので， あ
らかじめ斜線を引いておく。

申請理由が恩給及び公的年金受給手続である場合は， 「申請者
の本籍地（※2） 」欄， 「上記の場所に住所（又は居所）を定め
た年／月（※2） 」欄は記入不要であるので， あらかじめ斜線を
引いておく。

「 （手数料： ） 」欄にもあらかじめ領事手数料を不動文

字で入れておく。なお，恩給及び年金受給目的の場合は，同（手
数料）欄に「免除」と記載しておく。

ウ

工

(2) 当事者に証明書の申請理由及び提出先を尋ね，証明形式（形式1又は形

式2）を決定し， 当事者に必要事項を記入させる。※印のある欄は記入を

省略することができる。代理申請の場合は，代理人が委任状に記載されて
いる者であることを旅券等の公文書で確認する。

○

ｊ
ア
・
イ

３く 記入済の「在留証明願」をもとにして，以下のことを確認する。

当事者の国籍が確認できる文書の提示を求める。

必要書類の提示を求め‘ 当事者（代理申請の場合は代理人）が記入し

た事項を提示された根拠文書により照合し，齪館がないか確認する。

(4) 公館側の証明部分に証明番号及び発給年月日を記入する。

（注） 証明番号は証明書発給受付台帳（領事局HPからダウンロード) (保
存期間10年）にて確認する。 ．

○ (5) 全ての記入が完了した後， その写しをとり， 同写しに角型館長印を押印
する。

（注1） 形式2を発給した場合は，左肩をホチキスで留め，綴じ目に角型館
長印を割り印する。

（注2） 証明書発給後に加筆等を加えることができないよう，角型館長印は
写しに押印する。

(6) 在留証明願の原本，必要書類の写し及び完成した証明書の写しの保存期
間は3年とする。 ．

(7) （当事者一人につき）複数の証明を発給する場合，手数料領収証は取り
まとめて1枚発給すればよい。

（注） 手数料領収証が僅少となった場合は，在外公館課（購送班）にりん
請する。
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公

【5記入上の注意】

(1) 本籍地欄は証明の対象とはなっていないので， 当事者の記入通りとする

（前記【3必要書類】 （1）(注1)参照） 。ただし，都道府県名は有効な日

本国旅券等で確認する。

市区郡以下について記入しない場合は斜線を引く。

なお， 当事者が戸籍謄（抄）本等の本籍地が確認できる書類を所持して

いる場合は，都道府県のみならず地番まで記入することが望ましい。

ただし， 当事者が地番までの記入を希望しない場合はその限りでない。

ジ

(2) 申請理由及び提出先は，発行された証明書が他の目的に使用（悪用又は

流用等）されることを抑止する観点からも，必ず記入させる。

（例：不動産登記手続のため， さいたま地方法務局川越支局に提出）

○

(3) 現住所欄（日本語）に記載する国名は，国名一覧表別紙参照）による。

あらかじめ不動文字を記入しておくことが望ましい。

(4) 郵便局の私書箱(P.0.Box)や軍事基地の所在地を示す記号は，原則，

現住所とはみなさない。

なお， 当該国の郵便事情の関係上，私書箱表記が一般的である中東等に

在留している， あるいは軍人の配偶者として基地内で生活している当事者

から申請があった場合等特別な事情があると認められる場合はこの限り

でない。ただし，私書箱等の住所表記が本邦提出先で受理されるかどうか

は提出先の判断であるので，提出先の意向を確認するよう助言する。

○
(5) 書き損じの際の訂正は， 当事者（又は代理人）が二重線にて抹消し，余

白部分に追記するとともに，訂正箇所に栂印を押印する。ただし， 申請者

氏名の訂正の場合は，書き直しとする。

(6) 管内における過去の住所については， フォーマット上は最大5つまで記

入できる仕様になっているが，個々の事情に応じて適宜電子データを修正

の上，枠を増減する。

(7) 申請者が住所(又は居所)を定めた「日」までの記載を求め，かつ，右を

疎明資料等で確認出来る場合には，書式の記載欄に「日」を追記した様式

（記入例(形式1）一②参照）を作成の上，発給する。

9



委任状見本

委任状
、

在ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大使殿

外務一郎

昭和57年4月4日

○○○○○・ ・ ・ , Wel l ingtonl, NewZealand

代理人氏 名

生年月日

住 所

○ 私は，下記の理由から在留証明申請手続を行うこ･とができません

ので，上記の者を代理人として，在留証明を申請する権限を委任し

ます。

1

理由：交通事故により足を骨折しており，入院しているため

（診断書を添付します。 ）

2 なお、現住所を立証する文書を委任状に添付するとともに．私名

義の現に有効な旅券（原本）を代理人を通じ提示します。

平成18年4月1日

霞ヶ関太郎

昭和43年3月22日

○○○○○・ ・ ・ , Wellington4,NewZealand

委任者氏 名

生年月日

住 所

○

委任者署名



申出書見本

○

○

申出 重量
Eヨ

在ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大使殿

■■■■■

万で

"、

学

平成○○年○○月○○日

当事者氏名：霞ヶ関

署名 ■
●

■■■■■■■郎

私は，下記の同居家族を通じて‘私名義の現に有効な旅券（原本）の提

P 及び住所立証書類を提示の上，在留証明形式2の申請を行いたく， 申

し出ます。

同居家族氏名：霞ヶ関二郎

住 所
。
０ 可

● ○○○○○・ ・ ・ , Wel l ington4 , NewZealand

注意

1 ． 「同居家族」に該当する者は， 日本国籍者であり，在留届の「氏名」

2

欄又は「同居家族」欄に記載されている者です。

申出書の署名欄は，必ず当事者が自分で書いてください。



(1)証明形式雛形(形式1）

形式1

在留証明願
令和 年 月 日I

在○○○○日本国総領事殿
b

甲謂有、

本籍地

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

百一

日画一F

ゴ本誰

型誰

の場所に住
帝めか生匡

又は厚

(※1）本人申請の場合は記入不要です。

(※2）申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

在留証明
証第 号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和 年 月 日

I~~･~･~･~.~.~｡｡.･･卿｡‘･･‘･･'.．~････~.~･‘･･‘.．,‘･･ﾛ。＝~.ー.･,了
1 0
1 1
n U
Q 】

在Cooo日本国総領事鯖； 公 i
I I
D I

総領事 外務太|郎 印 I
U D
ロ ロ
8 00

0 1
【 ロ
＄ ロ
1戸＝－－－－間“－－－－－－■■一画ロー一山－．ﾛﾛ,■ﾛーユ

(手数料： ）

,

申請者氏名

証明書を

使う人

生年

月日 割
明・大

_昭・平。
年 月 日

代理人氏名
(.※1）

申請者との関係
(※1）

|鱸｝ ● ●

(市区郡以下を記入してください。※2）

提出理由 提出先



(2)証明形式雛形(形式2〉

形式2

在 留 証明願
令和 年 月 日

在○○○○日本国総領事殿

弔謂有0

大錘將h

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していること､及び別紙の事実を証明してください。

■■■■

の場所に住
宗納押犀E

(※1）本人申請の場合は記入不要です。 、

(※2）申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

在留 証明
証第 号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

年 月令和 日

在○○○○日本国総領事館

総領事 外務

（手数料： ． ． ）

0ー'■ローｰ'■■q■■q■ローd■■q■■'■■~oﾛ･一q■■q■■0ロローーロ■ロー再一一弓

0 0
D U
E B
E ・ 0
0 8
U Q
O O

公 II
O
U I
O I
8 0

太|郎 印 i
I I
I I
I O O
l I
】 1
8 I
●ｰｰ--4■■q■■I■■ー｡■■ｰｰー｡■■-4■■I■■一一.■■ｰｰI■■'■■q■■~

(1／2）

申請者氏名

証明書を

使う人

（

年
日

生
↑
月

P

昭 J
明・大

・平｡
年 月 日

代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※､1） 〃

|淵 (市区郡以下を記入してください。※2）

提出理由 提出先

現
住
所●

日本語

●一一■'－1■■l■■■一－言壹言己一ﾛ■■■■■■■一一一寺二二－－ 1■■ーl■■■ﾛ■一一二一含二ごー＝ｰーｰーI■■一一ﾃﾆｰ4■■ーーI■■I■■ロー言ご呈山I■■l■■■■|■■I■■－－ｰ~!■■一一I■■I■■■■'■■ーｰ－1■■I■■'■■'■■l■■■■－－

外国語

(令和・平成・昭和） 年 月



過去の住所

○
L一一

同居家族

○

(2／2）

1 年 月から 年 月まで

2 年 月から 年 月まで

3 年 月から 年 月まで

4 年 月から 年 月まで

5 年 月から 年 月まで

1

氏
名

本
籍
地

p 向

道
県

■
■
都
府

b 弓

生年月日

P

昭

明。大

割・平｡
年 月 日

2

氏
名

本
籍
地

Ｑ
口
道
県

二
■
都
府

ｐ
』

生年月日
‐ 明・大

剖昭・平。
年 月 日

3

氏
名

本
籍
地 |言:臺

口

生年月日

顔

昭

明・大

割・平。
年 月 日

4

氏
名

本
籍
地

『
口
道
県

■
■
都
府

ｐ
・
■

生年月日
” 明・大

剖_昭。平．
年 月 日

5

氏
名

本
籍
地

P ロ

道
県

■
■
都
府

■ 己

生年月日
_昭

明・大

剖・平。
年 月 日



記入例（形式1）一①：本人出頭の際の申請
形式1

在留証明願
令和元年 ラ月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

甲謂君C

本籍地

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

■■■■■■

'玉1託'玉1託

の場
龍溌

又は尼

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1 ）

(※2）

在留 証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク曰本国総領事館

総領事 外務

｡■ﾛ●－1■■-4■■1■■－ー■■■ｰ~－－1■■q■■l■■ｰ4■■ー-面q■■1■■I■■q■■●

8 ，
8 E
Q I
I I
O I
I I
I O

公 1
8

】
O p
E 8
1 I

太'郎 印 ｜
Ⅱ I
I O
U O
B 1
， 1
8 8
E■､‘■■,■D,■■‘■｡,ロﾛ－－－－－，■ﾛ,■ローI■■,■■－－－－－‘－，－－→

(手数料： 米貨11ドル ）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明花子
生年

月日 壷¥割坊年=Rzz&
代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※1）

東京 ｝ 千代田区霞が関Z丁目Z番地刀(市区郡以下を記入してください。 ※2）

提出理由 不動産登記手続 提出先 東京法務局



記入例（形式1）－②：本人出頭の際の申請（日付まで必要な場合）

形式1

在留証明願
令和元年 墨月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

L／‐、》

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

聿詐１

計罵言
_ノ 上記の場所に住所(又は居所)を

定めた年月日（※2）

日本語： ア〆IM合衆国ニュロ

卓I■■1■■!■■■■■－－~ｰーI■■■■■ーl■■ー再I■■I■■－1■■'■■I■■‐ｰー■■I■■1■■■■1■■一戸－1■■■■I■■■l■■■ｰｰ■ｰI■■■■I■■－－ーｰ＝l■■'■■ーー~ｰ~ー■■I■■'■■■

Z"Pal･kAvenu外国

誼叩

ヨーケ州ﾆｭｰﾖｰｸ市パーグ通LIZ99

■ーｰｰ面'■■'■■ー一ー■l■ｰI■■■■'■■I■■~ー

e,NewYofok,NY10171,U.S.A.

、

(令和⑳．昭和)お年4月1日

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

g'■■ーI■■ーｰー'■■ー■■I■■'■■－－ーｰ‘■■I■■ー'■■‐宮一'■■■■~

I 8
m 1

＄ ． IB
E I
R O
l 』

公 l
U

I
O U
l g
U 8

太郷 印 ｜
ロ 1

1 8
1 、
9 8
8 E
U I
gl■■d■■－ｰd■■－ー‘■■'■■一d■■－－－'■■ﾛ■■■■■■■一再一一'■■q■■→

(手数料： 米貨11ドル ）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明花子
生年

月日（ざ劉弱年川z□
代理人氏名
．（※1）

申請者との関係
(※1）

東京 1 千代田区霞が関Z丁目Z番地万(市区郡以下を記入してください。 ※2）

提出理由 不動産登記手続 提出先

■

東京法務局



記入例（形式1)－③：代理人による申請

形式1

在留証明願
令和元年 畠月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

聿昼盾

ノ

定めた年月日（※2）
上記の場所に住所(又は居所)を

日本語： ア〆WD合衆国ﾆｭｰﾖ

夕－1■■ー‘■■'■■－－‘■■－1■■■l■■■トーーー■■I■■■■■－1■■ーｰ■■■I■■ｰｰｰーｰｰー‘■■I■■I■■'■■'■■ー~'■■ー'■■I■■ーー一‐■■'■■■■ーI■■ー~‐I■■■■I■■1■■一一

外国語: ZWpaFI<Avenue

ｰｸ州ﾆｭｰﾖｰﾜ市パーク通LIZ99

●ﾛ■‐■■'■■l■■ー~ｰー'■■I■■－1■■~ｰ－

,NewVork,NY10IW,U.SA

(令和・⑳ ･昭和) Z5年4月

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留 証明
証第(公館別国記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク曰本国総領事館

総領事 外務

『
０
１
１
１
ｌ
８
８
０
Ｅ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
１
１
０
１
０
０
ｔ
５
１
０
凸

一
｝

一

一
二
一
碗
｝
一
一
一
一
ロ
園
一
一
『
一
卓
公
・
印
一

一ロー

写
ロ
ロ
一
戸
一
一
一
一
一
一
一
一
坤
一
一
戸
”
恥
血
腫
．
一

一
｛

一

息
｝

『

酉

Ｉ
Ｉ
０
１
１
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｈ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｅ
１
８
８
１
Ｉ
Ⅱ
ｌ
ｌ

太

(手数料： 米貨11ドル ）

申請者氏名

証明書を

使う人
証明花子

生年

月日（

戸

曇

明’大

平 』 弱年室月ZZ 日
代理人氏名
(※1） 証明次郎

申請者との関係
(※1） 父

東京 1
．道

・県
千代田区霞が関Z丁目Z番地万
(市区郡以下を記入してください。 ※2）

提出理由 不動産鋳己手続 提出先 東京法務局



記入例（形式1）－④：国民年金(または厚生年金､恩給他)請求のための申請

形式1

在留証明願
令和元年 皇月 1 日

在ニューヨーク曰本国総領事殿

半

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

ギ罪

ヨ添詳

玉I等

の場所に住
宗納?-狂匡

叉は厚

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

0■■－－1■■‘■■'■■'■■■■一再一一一‘■■'■ロー■■~ｰ■ロー‘■■'■､‘■口司

I I
I I

I ! I
，

8 0
8 9

公 18
8
I U

I O
I I

太1郎 印 ：
』

『
ロ I

I I
l l
I O
I I

1-...-......-..,....0.-.---.-----.‘.---.-.』

(手数料： 免除 ）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明花子
生年

月日（
弱年丞月ZZ日

代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※1）

一

（

提出理由 年金受給手続 提出先 日本年金機構



記入例（形式2）一①:過去の住所証明
形式2

在 留 証明願
令和元年 墨月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

聿請省C

太錘朏

く

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していること､及び別紙の事実を証明してください。

■■一＝

~‐同F

の塲
宗樹

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1 ）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニュ弓ヨーク日本国総領事館

総領事 外務

(手数料： 米貨11ドル ）

8－－~ーー!■ローー'■ロー再一＝ーー一一ーーー‘■｡ーｰ!■■'■ﾛ0■
B I
Q I
t I
I I
U D
I O
I Ⅱ

公 10
0

』 0
Z 8
0 『

太；郎 印 ’
0 Ⅱ
I 】
、 1
』 ロ
1 9

9-.-.....,.‘..-...-‘..‘.....‘.....｡.‘...‘.‐..,-...‘..-.-..‘.』

(1／2）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明太郎
生年

月日 （

「 明・大

夢 平 』 坊年垂月ZZ 日
代理人氏名

(※1）

申請者との関係
(※1）

東京 I 千代田区霞が関Z丁目Z番地刀(市区郡以下を記入してください。※2）
一

提出理由 銀行口座開設 提出先 関東銀行

日本語 ●
■ ア〆I航合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市パーク通&lZ99

ｰ‘■■I■■--4■■I■■■■‐ｰｰI■■ーー■■■■lｰ－－ｰーI■■I■■■■1■■ー■■ーｰー‐I■■■■I■■I■■■■I■■1■■F－－‘■■I■■ｰ-1■■ー一ｰｰ■■ｰQ■■I■■I■■－－1■■~ｰーI■■■■■■■■ーーｰｰ■■I■■1■■■■{■■＝~~ーｰー1■■ー‘

外国語: ZWPafokAvenue,NewVolok,NVIOW1,U､S.A.

(令和．⑳ ･昭和) Z皇年 4月



過去の住所

○

同居家族

○

｜
ﾄ

(2／2）

1

、

ZOOg年9月からZO1夛年丞月まで ア〆1I力合衆国ニュージャージー州
ニューアーグ市ﾜｼﾝﾄﾝ避149

2 年月から 年月まで

3 年月から 年月まで
一

4 年月力

侭
Ｊ
〆

～

b 年月まで

1

氏
名

本
籍
地

P q

道
県

■
■
都
府

b 団

生年月日

P

昭

明・大

忍・平.
年 月

2

氏
名

本
籍
地

ｑ
Ｊ
道
県

■
■
都
府

Ｐ
ｂ

生年月日

戸

車

明・大

昭・平
月 日

3

氏
名

本
籍
地

p Q

都・道

府 骸
／

＝ツ
／明．大

J_昭・平。
年 月 日

4

氏
名

本
籍
地

ｑ
づ
道
県

■
■
都
府

Ｐ
ｂ

生年月日
‐ 明・大

剖昭・平。
峰
〉

月 日

5

／

氏
名

地

p q

道
県

■
■
都
府

■ 口

生年月日
〃 明･大

J_昭・平。
年 月 日



記入例.(形式2）－②：同居家族についての証明

形式2

在留証明願
令和元年 墨月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

とｰ

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していること､及び別紙の事実を証明してください。

弔罪

限
脆
卜
愉
上
は

日本語： ア〆W1合衆国ニューヨーク州ニューヨーケ市パーケ通&lZ99

■ －弓1■■一一‐虹ご全 = - - bー‐~ー~ｰG － ｰ■■ 1■■l■■■ﾛ■'■■1■■－－ｰｰｰー■■'■■一一'■■I■■I■■■■＝ｰ■■I■■一再一一■■'■■I■■ー‘■■1■■ーー'■■ー‘■■ーーｰｰ－1■■ー■■I■■ｰ'■■I■■－－－ｰーI■■I■

外国語: ZWPar･kAvenue,NewYoI｡k,NY10171,U.SA

上記の場所に住所(又は居所)を
定めた年月日（※2） (令和｡⑳ ･昭和) Z屋年4月

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

（手数料： 米貨11ドル ）

0口｡'ロロ■､'■､ーー｡‘…ｰｰーIpp■■ー‘ーーーー'ﾛロー‘ー‘ロローロ･一0
; ;g
I E
E E
8 I
0 0
O I
O

公 II
I I
I O

I O
B I

太|郎 印 I』
U z

U 1
ロ 8
1 ロ

0 8
ロ U

Q－ ＝＝ﾆｰ合 二 一 言、

（1／2）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明健太
生年

月日 （

「 明・大

』脇年'屍㈲ZOB通・平。

代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※1）

東京 |雛 I 千代田区霞が関Z丁目Z番地茸(市区郡以下を記入してください。※2〉

提出理由 大学の入学手続 提出先 外務大学



ハ

1
迄

過去の住所

○
｡

同居家族

○

(2／2）

1 年月から 年月まで

2 年月から 年月まで

3 年月から
〆／

4 年 月まで

Ｆ
Ｄ
／

月から 年月まで

1

氏
名

本
籍
地

証明 太■ 郎

東京
道
県

■
■
⑳
府

Ｐ
ｒ
』

生年月日 ~嘩皐勾羽年1Z月1ZB

2
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名

本
籍
地

証明花子

東京

p

⑳・道、
府 ■ 県

□

生年月日
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月” 日
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地

証明康子
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q
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ヒ ロ

生年月日
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明。大

剖｡④. Z年8月ZZB
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本
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地 |鴛:鬘I

生年月日 (昭鷺 割

5

ノ

氏
名

本
籍
稲 |鴛:潭 I

〆

生年月日

■

明・大

J{昭 平 ￥ ニ ロ
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4

身分上の事項に関する証明（21号）

＜戸籍記載事項証明＞

○

○

内 容 ある特定の事項が戸籍謄（抄）本に記載されていることを証明するもの

(注1） 。すべて外国官憲等あて。

使用目的 養子縁組，認知，兄弟姉妹関係，復籍のため姓が変わった経緯等の立証。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請すること（注2） （注3）

（2）戸籍膳（抄）本の提示又は提出。

（3）日本人に限らず，元日本人等の外国人も申請できる。

ロ

必要書類 （1）本人を確認できる公文書（注4） ◎

（2）戸籍謄（抄）本（6か月以内のできるだけ新しいもの） ｡

形 式 すべて，一定書式による外国文の証明。

注意事項 (注1）戸籍膳（抄）本は，本邦の公文書であるので，これを翻訳証明で

取扱うこともあるが，翻訳証明の場合は戸籍謄（抄）本の記載事項の逐

語訳であるのに対し， この記載事項証明は当該戸籍の記載事項から事件

本人に関係のない部分は省き，かつ，一定形式及び単純化した記載によ

り証明書を作成する点が異なる。ただし，事件本人についての記載は省

略しない。

(注2）本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる

ときは，代理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状僖簡で

も可）又は委任状を提出させること。

(注3）本人が未成年の場合,使用目的が本人の利益のためであるときは，

近親者，法定代理人又は両親である保護者が代理申請できる。本人の依

頼状等は不要。

(注4）例えば，旅券又は現地当局発行の写真付身分証明書。



身分上の事項に関する証明

く戸籍記載事項証明＞

_L』一説

(1)証明の内容

ある特定の身分上の事項が戸籍膳（抄）本に記載されていることを証明するもの。

すべて外国関係機関あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

養子縁組，認知，兄弟姉妹関係，復籍のため姓が変わった経緯等の立証に使用され

る。

（3）手数料

証明書1通毎に第21号の領事手数料を徴収。

（4）翻訳証明との違い

戸籍謄（抄）本は，本邦の公文書であるので， これを翻訳証明で取り扱うこともで

きるが，翻訳証明は戸籍謄（抄）本の記載事項の遂語(Wordforword)訳であるの

に対し， この記載事項証明は当該戸籍謄（抄）本の記載事項から当該使用目的に特に

関係のない部分は省き，かつ，一定形式及び単純化した記載により証明書を作成する

点が異なる。ただし，事件本人についての記載は省略しない。

○

2.-発_給条件

（1）本人が公館に出頭して申請すること。

（注1）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは，代

理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状を提出

させること。

（注2）本人が未成年の場合，使用目的が本人の利益のためであるときは，近親者，

法定代理人又は両親である保護者が代理申請できる。本人の依頼状等は不要。

（2）戸籍謄（抄）本（6か月以内のできるだけ新しいもの）の掲示又は提出。

（3） 日本人に限らず,元日本人であった外国人も申請できる。

3．必要書類

（注）文書については,すべての原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける(公

館において写を作成してもよい） 。

（1）本人を確認できる公文書（例えば，旅券，現地関係当局発行の写真付身分証明書）

（2）戸籍謄（抄）本

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状

○

_ﾕｰ堅作成要領

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，申請人本人

のみについて証明する形式1か申請人の家族についても連記して同時に証明する形式

1



2かを決める。 ‘

（注）形式2の作成に当たっては， 1つの戸籍謄本を根拠としなければならず，家族

各人のめいめいの戸籍抄本をもって作成してはならない。

（2）必要書類を提出させる。

（3） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は，申請

人が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認

する。

（4）本人の使用目的を確認し，提出先の要求項目を聴取の上，右を配慮し戸籍謄（抄）

本から本人又は本人と希望事項に関連する謄本記載の他の者の身分事項を抜粋のう

え，単純化して証明書に記入する。婚姻後離婚の記載がある場合等には注意を要す

る。

本証明書は共通項目（氏名，本籍，筆頭者，父母，続柄，生年月日，出生地）と

申請人又は申請人と謄本記載の他の者の身分事項欄記載の項目（婚姻，養子縁組，

認知等）全部からなる。

（注1）形式1の記載上の注意

①共通項目

Domicile体籍地) :

都道府県又は市まで記載する。

Fatherl(父）及びMother(母) :
イ．戸籍謄（抄）本の父又は母の欄が空欄であるときは, ｢notstated」と記載

する。

ロ．父又は母が外国人の場合は，父又は母の旅券等の掲示を求め，綴りを確認す

る。綴りの立証困難な場合は，申請人の富国公館による綴りについての証明（領

事レターでも可）又は，公証認証された氏名綴りについての宣誓書を求める。

ハ．戸籍謄（抄）本の父又は母の氏名の頭に「亡」とあるときは，証明書の該当

欄にはその氏名の後に(deceased)と記載する。

Relationship(続柄) :戸籍謄（抄）本に「男」又は「女」と記載されている場

合は, ｢son」又は「daughter」と記載する。

PlaceofBirth(出生地) :

イ．出生地が日本の場合，都道府県又は市まで記載する。

ロ．出生地が外国の場合，国名又は国名及び都市名のみ記載する。

ハ．戸籍謄（抄）本に記載された出生地が現在存在しない国又は地名である場合

は,過去の国名又は地名で表記する｡場合により理由を付して本省へ経伺する。

②申請人の身分事項欄記載の項目

く記載例＞

本人の国際結婚:MarriedtoEdwinWilli測珈ith,U. S. citizen, onDecember

E

○

○

2



18， 1991．

子の欄の父による託椥:RecognizedbyfatherMIZUMUeruashisownchildon

April l, 1986.

本人の欄の子の認知:RecognizedTANAKAReikoasadaugilteronFebruary2

9， 1986．

両親離婚による親権者の決定:ParentsweredivorcedandMtherNaeMwas

appointedasapersonexercisingparentalpoweronJune25,1987.

後見人の指定:Astherewasnopersontoexerciseparentalpowerguardianship

commencedandYAMADATarowasappointedasaguardianon……

婚姻前の氏に復帰:Resumesthesurnameassumedpriorto(又はbefore) the
●

marrlage.

本人による養子縁組:AdoptedKINOMITanekoasadaughteronAugust30,

1987．

本人帰化（帰化の際の国籍・従前の氏名) :NaturalizedonJulylO, 198

6 (NmemdNationalitypriortoNaturalizationinJapal :MariaBell, U.

S. citizen) .

本人が離婚後再婚しその夫が死亡したケース:Divocedfrm伽sband,MIZUTHUeru,

onSeptem]er22, 1969.KARITAMinoruonJune4, 1973. IIUSband,

MinorudiedonJanuary25,1975.

(注2）形式2の記載上の注意

①共通項目

イ． 2人目以下は，本籍地及び筆頭者氏名の記載を省略し，また各人の姓は記載

せず名前だけとする。

ロ．死亡，除籍等で戸籍の氏名欄が斜線で抹消されている者についても証明する

必要があるときは，証明した氏名の後に(crossedout)と記載する。この場合，

同人死亡又は婚姻により除籍等の記載があるときは，次のとおり記載する。

同人死亡DiedonApril 8, 1986.

婚姻により除籍Marriedto……On……;accordingly, namewasremoved

fromthisfamilyregister.

②申請人又は申請人と謄本記載の他の者の身分事項欄記載の項目

養子縁組の記載例
G

Nalne : ReiM

Father :MIZUTAUeru

MOther :TANAKAIneM

Relationship : Firstdaughter

AdoptiveFather :KennethDonaldBrown

○

○

3



AdoptiveMther :AliceLilyBrom

RelationShip:Adopteddaughter

DateofBirth:Mayl, 1967.

PlaceofBirth :SendaiCity

AdoptedbyKen肥thDonaldBrom, U. S. citizen, andhiswifeAliceLily

BrownonJanuaryl5, 1977.

（5）証明書の下段に根拠とした文書名，発給機関（発給者） ，発給年月日を記入する。

（注）戸籍謄（抄）本の発行者が市区町村長の職務代理者であるときは，発行者の前に

actingと記載する。なお，市長はMayOr,区町村長はHeadとする。

（6） 証明書にその他の必要事項（証明番号は証明発給台帳にて確認）を記入の上，担当

官（館長又は代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官職

氏名を記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

（8） 証明手数料は1通毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1枚を

発給すればよい。

（9）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10） 申請書，証明書の写及び戸籍謄（抄）本（写）は公館にて保存する。保存期間3

『

○

年。

○

4



(仏語）戸籍記載事項証明（21号）形式、 1
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(仏語）戸籍記載事項証明（21号）形式、 2

C班nFrAT

（
伽
一躍９．肥・釦

虹
ｍに
伽
伽
測
⑤
》
《Ⅷ
Ⅷ
α
６
－
兜

》
・
翻
晒

●

》
恥

悠聯伽
ｕ
ａ

、
１
Ｊ
卿
麺

剛
油
土

剛
帥
》
》

血
嶮
伽
恥

陸
皿
琿
仙

．
Ｕ
Ｍ
紬
鮒

●
■

叫
咽

・
・
仙
伽
・
・
・
・
咽

●
●
。
●

》
。
》

ロ
ロ

”
ｍ
・

岬
伽
唖
翻
鮴
仕
伽
僻
伽
伽
岫

跡

胸
剛
伽
蜘

・
・
伽
助
伽

剛
獅

AIal側Ⅳa-Ula,Saimma－蛇、
TMNAKA

Inelm

(pasmentionne)
jjasmentionn6)
TWNAKA

Na昌如

Hlle

le4jmetl947

Wmequeledomicilelemlsusmmentionne

○○

●５７９１恥
●●

ロ
■
ロ
ゴ
鯛蛤ｊｅく棚ｄ鍬

叺
へ
１
１
１
ノ

６９

ｅ

ｌ

ｌ

肺
剛
刎蜘
イ
皿
岬
伽
》
》
》
《

７

２
９
２
１

．
焔
。
Ⅲ

唖
伽

伽
剛
唖
岬
州
．
．
・
・
・
．

》

《
岬
睡
鈍
》
》
軸
一
睡

３

細
》

伽

》

３

ｄ
ｌｅ
ａ
く
梱
》
《

伽Ｎ

ａ
”
９

○

a"adopteeparKCnnethDonaldBrown,denationaliramelicaine,etson6pouseAEceLilyBreWnlel51977.
●

．の．・・・●＠勺‐ ｡●●●・・・－．．
．● ◆・
● ヴー

,le
● ℃

2
● ・
q Q凸

● ●

■ ● 。▽．－．．◆三二二,．．▲BG。．.寺▽｡｡｡。．｡．．CQ．e･・・・｡．．．．．、pgc◆．．に言夛凸、p，白色．．．．．｡。◆二言二二二■･･･Qの｡..守．｡、．．．q，、．．.－.COC..．◆．．c二言● ●

● ｡．●

(lieu) (date)
● b

● ｡

● ●

● D

C ●

､ b●

(signatu,巳）

(NometpIenom) :

(titre>:

AmbassadeduJapon

ConsulatG6neralduJapon

0

巳｡

●●●●｡●■●●●■

’
(Frais: )



(西語）戸籍記載事項証明（21号）
ウ
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形式、 1
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(西語）戸籍記載事項証明（21号）形式、 2
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形式1Cert・No.
､，

I

CERnHCATE

YOYOGI

Moriko

TblWo

YOYOGI

Tbdashi

YOYOGI

TadaShi

YOYOGI

Miyoko

3rddaughter

March3,1956

Tokyo

Sumame:

Givenname:

Domicile:

HeadOfFamily(Sumame) :

(Givenname)

Father(Sumame) :

(Givenname) :

Mother(Sumame) :

(Givenname) :

Rel誠ionShip:

DateofBirth:

PlaceofBirth:

I

○

MrriedtoEdwmWilliamSm油ぅU.S・citizen,onDecemberl8, 1978.

ThisistocertifythatabovestatementhasbeenmadeonthebasisoftheOfficial

FamilyRegisteriSsuedbytheHeadofChiyodaWard,Tokyo,onApril8, 1991"
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形式2Cert.No.

CERHFICATE

へ

SUrname: TANAKA

Givenname: Ineko

Domicile: SaitamaPretcture

HeadofFamily(Surname) : TANAKA

(Givenname) : IndKo

Father(Surname) : (Notstated)

(Givenname) : (NotStated)

Mother(Surname) : TANAKA

(Givenname) : Naeko

Relationship: Daughter

DateofBirth: . July4,1947
PIaceofBirth: Sameasabovedomicile

Divorcedfromhusband,MIZUTAUeru,onSeptember22, 1969.

MarriedtoKAmTAMinoruonJune4, 1973.

Husband,Minoru,diedonJanualy25, 1975.

○

Sumame: TANAKA

Givenname: Reiko

′ Father(Surname) : MIZUTA

(Givenname) : Ueru

Mother(Surname) : TANAKA

(Givenname) : Ineko

Relationship: Firstdaughter

AdoptiveFather: KennethDonaldBrown

AdoptiveMother: AliceLilyBrown

.Relationship: Adopteddaughter
D帥eofBirth: Mayl,1967

PIaCeofBirth: SendaiCity

AdoptedbyKennethDonaldBrown,U.S.citizen,andhiswifej

Januaryl5,1977.

wifA

○
lice LilyBrownon

ThisistocertifythatabovestatementhaSbeenmadeontilebasisoftheOfficial

,lyRegiSterissuedbytheHeadofArakawaVillage,ChichibuCounty,SaitamaFamilyRegiSterissuedbytheHeadofArakawaVillage,ChichibuCounty,SaitamaPrefec-

mre,onApril8, 1991.
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身分上の事項に関する証明（21号）

＜出生証明＞

○

○

内 容 本人がいつ，どこで出生したかを証明するもの。すべて外国官憲等あて。

使用目的 在留許可,在留許可更新,在留資格変更等の申請手続及び現地学校入学，

就職等に際しての手続き。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請すること（注1） （注2）

（2）出生事実を立証する公文書の提示。

ロ

（3）日本人に限らず，元日本人及び日本で生まれた外国人も申請できる

(注5） ⑥

必要書類 （1）本人を確認できる公文書（注3） ◎

（2）出生事実を立証する本邦の公文書（注4） （注5） 。

形 式 外国文による証明。

注意事項 (注1）本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる

ときは，代理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡で

も可）又は委任状を提出させるとと。

(注2）本人が未成年の場合,使用目的が本人の利益のためであるときは，

親権者又は法定代理人が代理申請できる。本人の依頼状等は不要。

(注3）例えば，旅券又は現地当局発行の写真付身分証明書。

(注4）例えば，戸籍膳（抄）本，出生届受理証明書等。

(注5）外国人の場合は，出生届受理証明書等。

(注6）記載項目は提出先の要求に沿うようにする。但し，あくまで本邦

公文書に記載されている内容の範囲内。



〆

身分上の事項に関する証明
一

く出生証明＞
／

L概説

（1）証明の内容

本人がいつ， どこで出生したかを証明するもの。すべて外国関係機関あてで，外

国文で発給する。記載項目は提出先機関の要求に沿うが，本邦の出生事実立証公文

書（戸籍謄本等）記載の範囲内となる。

（2）使用目的

在留許可，在留許可更新，在留資格変更等の申請手続及び現地学校入学，就職等

に際しての手続に使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第21号の領事手数料を微収。

○

2発_給条_件

（1）本人が公館に出頭して申請すること。

（注1）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められたときは，代理

人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状を

提出させる。

（注2）本人が未成年の場合で，使用目的が本人の利益のためであるときは，親権者，

近親者又は保護者が代理申請できる。本人の依頼状等は不要。

（2） 公文書により出生事実を立証できること。

（3） 日本人に限らず，元日本人及び日本で生まれた外国人も申請できる。

3－必要_書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公館

、 において写を作成してもよい） 。

（1）本人を確認できる公文書(例えば,旅券又は現地官憲当局発行の写真付身分証明書）

（2）出生事実を立証する本邦の公文書(例えば,戸籍謄(抄)本､出生届受理証明書等｡）

（注）外国人の場合は，出生届受理証明書等

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状又は委任状

○

_4_=f魑鍾

申請人に証明書の使用目的及び提出先を記入した申請書を提出させる。

必要書類を提出させる。

申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は，申請

人が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認

する。

根拠文書から証明書に必要事項を記入する。

（1）

（2）

(3）

(4）

1



(注1）根拠文書に記載がない証明書の項目は削除する。

(注2)記載上の注意

FullName(氏名) :本人が外国人の場合は，旅券，又は本人であることが確認でき

る公文書を提示させ綴りを確認する。万一，綴りの立証が困難な場合は，申請人の

在任国自国公館による綴りについての証明書（領事レターでも可）又は本人の宣誓

書に現地公証人により公証を受けた文書を提出させてこれにより記載する。

DateofBirth(生年月日) :改ざん防止のため算用数字でなく必ず文字表記により

記

載する。

PlaceofBirth(出生地) :

イ．出生地が日本の場合，都道府県又は市まで記載し，その後に「Japan」と記載す

る。

ロ.出生地が外国の場合，国名，又は国名及び都市名のみ記載する。

ハ．根拠文書に記載された出生地が現在存在しない国又は地名である場合は，その

まま過去の国名または地名で表記する。また，場合により理由を付して本省へ経

伺する。

Domicile(本籍地) :

イ．都道府県又は市までとし，その後に「Jap剛」と記載する。

ロ．本人が外国人の場合, Domicileの代わりにNationality(国籍）とし，その所

属国名を記載する。

Father(父) :

/f.Father(父）の氏名は，認知の問題が生じ得るので，必ず戸籍膳（抄）本等の

公文書で確認する。同公文書の父の欄が空欄であるときは, ｢notstated」と記

載する。父の名を記載した医師又は助産婦が発行した出生証明書があっても上記

公文書の根拠文書がない場合は, Father(父）欄を削除する。

ロ．父が外国人の場合は，旅券の提示を求めて，綴りを確認する。同綴りの立証が

困難な場合は，申請人の自国在外公館による綴りについての証明書（領事レター

でも可）又は当該父又は申請人の宣誓書に現地公証人により公証を受けた文書を

提出させてこれにより記載する。

MOther (a) :

イ．戸籍謄（抄）本等の公文書の母の欄が空欄であるときは, ｢notstated」と記

載する。

ロ．母が外国人の場合は，母の旅券等の公文書の提示を求めて，綴りを確認する。

同綴りの立証が困難な場合は，申請人の在任国自国公館による綴りについての証

明書（領事レターでも可）又は当該母又は申請人の宣誓書に現地公証人により公

証を受けた文書を提出させてこれにより記載する。

○

○
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ｰ

Relationship(続柄) :根拠文書に「男｣又は｢女」と記載されている場合は, ｢son」
又は「daughter」と記載する。

（5）証明書の下段に根拠とした文書名，発給機関（発給者） ，発給年月日を記入する。

（6） 証明書の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公館長又は

担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官職氏名

を記入して，丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

（8）証明手数料は1通毎に第21号の手数料を微収する。領収書は取りまとめて1枚を
発給すれば良い。

（9） 証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10) 申請書，証明書写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。○

_ノ

○

』

一
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(仏語）出生証明（21号）
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(西調出生証明（21号）
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Cert.No.

BIRTHCERTIFICATE
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身分上の事項に関する証明（21号）

＜婚姻要件具備証明＞

○

○

内 容 本人が独身であり，かつ

とを証明するもの（注1）

,

｡

日本国の法令上婚姻の要件を満たしているこ

使用目的 主に日本人と外国人との婚姻の際に現地官憲当局から求められる。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請すること（注2） ◎

（2）本人が独身であること， 日本の法令上婚姻可能な年齢に達している

こと，及び再婚禁止期間を経過していることを立証できること。

（3）日本人に限る。

必要書類 （1）本人を確認できる公文書（例えば，旅券，現地当局発行の写真付身

分証明書）

（2）戸籍膳（抄）本（発給の日より3か月以内の可能な限り新しいもの）

形 式 外国文による証明

注意事項 (注1）日本の法令上の婚姻要件（民法第731条～737条）のうち，

提出された戸籍謄（抄）本の記載に基づいて，申請人が独身であること，

日本の法令上婚姻可能な年齢であること，及び再婚禁止期間を経過して

いること（民法第731条～第733条)を確認し証明する。

(注2）本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる

ときは，代理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状儘簡で

も可）又は委任状を提出させること。婚姻相手の外国人の氏名を記載す

る場合は，代理申請は不可。



身分上の事項に関する証明

＜婚姻要件具備証明＞

1．概説

（1）証明の内容

日本人が独身であること，かつ， 日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを

証明するもの（形式1）と，婚姻相手の氏名を記載してわが国法令上その者と婚姻

することに何等支障がないことを証明するもの（形式2）とがある。すべて外国関

係機関あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

日本人が外国で外国の方式により婚姻する際に使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第21号の領事手数料を徴収。

（4） 日本の法令上の婚姻要件（民法第731条～第737条）のうち，提出された戸籍

謄（抄）本の記載に基づいて，申請人が独身であること， 日本の法令上婚姻可能な年

齢であること,及び再婚禁止期間を経過していること(民法第731条～第733条）

を確認し証明する。 （民法の仮英訳文については後頁参照） 。

（5）同性婚を目的とした申請については本省経伺。

○

瞳_雌一往

（1） 本人が公館に出頭して申請すること。

（注1）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められたときは，代理

人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状層簡でも可）又は委任状を

提出させる。

（注2）形式2による場合は代理申請は認めない。 （本邦の法務局で発行する際も，代

理申請は一切認めていないので，右にならっている。 ）

（2）戸籍謄（抄）本により本人が独身であること， 日本の法令上婚姻可能な年齢（男

満18才，女満16才）に達していること，及び女性については再婚禁止期間（10

0日）を経過していることを立証できること。なお，前夫との再婚の場合は再婚禁止

期間を経過しなくてもよいが，形式2に限る。

（3）形式2による場合，必要書類がそろっている時は必ずしも当事者双方の出頭を要し

ない。

3‘必要書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

． 館において写を作成してもよい）

（1）本人を確認できる公文書(例えば,旅券,現地関係当局発行の写真付身分証明書) ，

○

1



形式2による場合は婚姻相手を確認できる公文書（旅券等）

（2）戸籍謄（抄）本（発行の日より3か月以内の可能な限り新しいもの）

※転籍等により，提出された戸籍膳（抄）本（全部（個人）事項証明）で再婚禁止期

間の経過が確認できない場合は，それ以前の戸籍謄（抄）本も提出させた上で確認

する。

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状

雌_…

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，形式1によ

るか形式2によるかを決める。

（2）必要書類を提出させる。

（3） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は，申請

人が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認

する。 ＄

（4）戸籍謄（抄）本から証明書形式1に必要事項を記入する。形式2による場合は，戸

籍謄（抄）本から必要事項を記載すると共に婚姻相手について確認できる公文書（旅

券等）から婚姻相手の氏名，生年月日，性別，国籍を記入する。

（注1）記載上の注意

Domicile(本籍地) :都道府県又は市までとし,その後に｢Jap皿」と記載する。

現地機関から離婚についても併せ記載して証明するよう求められた場合は，戸籍謄

（抄）本で確認の上，証明文の下段に離婚の年月日を記載する。

（注2）現地関係当局から日本人の婚姻要件（能力）等につきわが国の法規に関し照

会越す場合は，証明として取り扱わず，わが国の法規について説明した「領

事の書簡」を発給することにより処理する（下記仮訳文例参照） 。

（5）証明書の下段に根拠とした文書名，発給者，発給年月日を記入する。

（6）証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公

館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官

職氏名を記入して，丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

（8）証明手数料は1通毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1枚を

発給すればよい。

（9）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10） 申請書，証明書の写及び根拠文書惇）は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○

(参考民法仮英訳文）
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(ProvisionalTranslation)

HECIVILCODEOFJAPAN

Article731・ Amanmaynotmarryuntil thecompletionofhisfull

eigllteenyearsofage,norawomanuntilthecompletionofherfullsixteen

yearsofage.

Article732. ApersonwhohasaSpousemaynotcontractanadditional
●

marrlage.

Article733. Awomanmaynotre-marryunlesssixmonthshaveelapsed

fromthedayofthedissolutionorannulmentofherpreviousmarriage.

Incaseawomanispregnantfrombeforethedissolutionorannulmentof

herpreviousmarriage, theprecedingparagradlshallceasetoamlyasfrom

thedayofherdelivery.

Article734． 'NOmarriagemaybecontractedbetweenlinealrelativesby

blood, norbetweencollateralrelativesbyblood叩tothethirddegreeof

relationship, exceptbetweenanadoptedChildandanyofthecollateral

relativeSbybloodonthesideoftheadoptiverelatives.

Article735・ NOmarriagemaybecontractedbetweenlinealrelativesby

affinity.

ThesameshallapplyaftertherelationshipWaffinityhasceasedin

accordancewiththeprovisionsofArt、 728.

Article736. NOmarriagemaybecontractedbetweenanadoptedchild,his

orherspouse,hisorherlinealdescendantsortheirspousesontheonehand,

andtheparentbyadoptionorhisorherlinealascendantsontheothereven

aftertherelationshiphasceasedinaccordancewiththeprovisionsofArt.72

9．

Article737. Aminorchildmustobtaintheconsentbothofhisorher

fatherandmotherinordertomarry.

Ifeitherthefatherormotherdoesnotgivetheconsent, theconsentofthe

otherparentonlyshallbesufficient.

Thesameshallalsoapplyb ifeitherthefatherormotherisunknown,oris

deadorisunabletodeclarehisorherintention.

○

○
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(仏語）婚姻要件具備証明 形式1
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(西語）獅因要件具備証明 形式1

CertNo、
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形式1

Cert.No.

CERrrlCATE

廷

Sumame:

Givenname:

DateofBirth:

Domicile:

PassportNumber:

Onthebasisofacertifiedcopyoftheabove-namedperson!sfamilyregisterissuedbythe

Mayorof………cityj .…….…Prefも伽1℃,On.….…...,20……",thisistocertiな曲athe(orshe) is

unma前edandsatisfiestherequisitesfbrma㎡ageundertherelevamlawsofJapan.
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形式2

Cert.No.

CERTIFICATE

Surname:

Givenname:

DateofBirth:

Domicile:

Placeofbirth:

Famler:

Mother:

Relationshiptotheparents:○

Thisistocertify,onthebasisofacertifiedcopyoftheabove-namedperson'sfamily

registerissuedbytheMayorof………city, ..….…PIefecmre,on…….. ,20……,th誠he(orShe)

isunmarried,satisfiestherequisitesfbrmarriageandhasnoimpedimemtoman･iageto

(氏名） ．.……….…….， （性別)male(orfemale),(生年月日)DOB...…”…, 19.….., (国名)…...…”

national(orcitizen),undertherelevantlawsofJapan.
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身分上の事項に関する証明（21号）

＜婚姻証明＞

○

○

‘
丙
画
か
“
／

t

1
■

容 本人が誰といつ正式に婚姻しているかを証明するもの。すべて外国官憲

等あて。

使用目的 妻の呼び寄せ滞在許可申請，現地における税金控除や家族手当の申請手

続，ホテルの同室宿泊。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請すること（注1）

（2）婚姻事実を立証できること。

（3）日本人に限る（注4） ｡

。

必要書類 （1）本人を確認できる公文書（注2） ｡

（2）婚姻事実を立証する本邦の公文書（注3） ｡

形 式 外国文による証明。

注意事項 (注1）本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる

ときは，代理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡で

も可）又は委任状を提出させること。

(注2）例えば，旅券又は現地当局発行の写真付身分証明書

(注3）例えば，戸籍謄（抄）本（発行の日より3か月以内のできる限り

新しいもの） 9 婚姻届受理証明書又は同届記載事項証明書

(注4）元日本人の場合は除籍の膳（抄）本に基づいて別項の戸籍記載事

項証明で，又外国人の場合は，婚姻届受理証明書に基づいて発給するこ

ととなるが，証明の性格上,翻訳証明で取扱うこと。



身分上の事項に関する証明

く婚姻証明＞

_ﾕｰﾆｰ抵遡

(1)証明の内容

本人が誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの。すべて外国関係機関

あてで，外国文で発給する。

（注）解消した婚姻又は婚姻歴の証明を， この証明で取り扱ってはならない。この

場合は，戸籍の記載事項証明又は離婚証明で処理すること。

（2）使用目的

妻の呼び寄せ滞在許可申請，現地における税金控除や家族手当の申請手続，ホテル

の同室宿泊等に使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第21号の領事手数料を徴収。

○

2二一発給_条件

（1）本人が公館に出頭して申請すること。

（注）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは，代理

人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状を

提出させる｡．

（2）公文書により婚姻事実を立証できること。

（3） 日本人に限る。

（注）元日本人の場合は，除籍の謄（抄）本に基づく戸籍記載事項証明で，又日本で

婚姻した外国人の場合は婚姻届受理証明書の翻訳証明で処理する。 ．

_旦二－必豊_豐鍾

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館において写を作成してもよい） 。

（1）本人を確認できる公文書（例えば，旅券，現地関係当局発行の写真付身分証明書）

（2）婚姻事実を立証する本邦の公文書（例えば，戸籍謄（抄）本，婚姻届受理証明書又

は同届記載事項証明書） 。

（注1）戸籍謄（抄）本は発行の日より3か月以内のできる限り新しいもの。

（注2）外国人の場合は，婚姻届受理証明書等。

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状

○

4里作成_要領

ｊ
ｊ
ｊ
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２
３

く
く
く

申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させる。

必要書類を提出させる。

申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は申請人

1



が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

（4）根拠文書から証明書（見本63頁）に必要事項を記入する。

（注1）根拠文書に記載がない証明書の項目は削除する。

（注2）記載上の注意

FullNanle(名前) :本人又は配偶者が外国人の場合は，旅券等の公文書を提示さ

‘ せ，綴りを確認する。同綴りの立証が困難な場合は，申請人の自国公館による綴

りについての証明書（領事レターでも可）又は当該人の宣誓書に現地公証人によ

り公証を受けた文書を提出させてこれにより記載する。

DOmicile(本籍地) :

イ． 日本人の場合，都道府県又は市までとし，その後に「Japan」と記載式る。

ロ．外国人の場合, Domicileの代わりにNationality(国籍）とし，その所属国

名を記載する。

DateofMarriage(婚姻年月日) :

イ．改ざん防止のため算用数字でなく必ず言語により記載する。

ロ．戸籍謄（抄）本の夫及び妻の欄に婚姻年月日が異なって記載されていること

がある。この場合は，本邦市区町村に訂正を申請させて，正しい戸籍謄（抄）

本を提出させてから証明を取り扱う。

PlaceofMarriage(婚姻地) :

‘ イ．戸籍謄（抄）本等根拠文書に婚姻地として別段明記されていなくても，当該

婚姻の届出を受理した市町村を婚姻地とみなして差し支えない。

また， 「何国又は何国何州の方式により」と記載されているときは，記載さ

れている国を婚姻地とみなして差し支えない。

ロ．根拠文書により婚姻地を確認できない場合は,証明書の婚姻地欄を削除する。

（注3） この証明書は婚姻の事実を証明することが主体であるが，当時者の入定事項

として旅券番号の記載を必要とするときは，両当事者の氏名の後に括弧して

各々確認した旅券番号を記載してもよい。

（5） 証明書の下段に根拠とした文書名，その発給者，発給年月日を記入する。

（6）証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，館

長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官職

氏名を記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

（8） 証明手数料は1通毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1枚を

発給すればよい。

（9）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10） 申請書，証明書の写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○

2



領事事務処理要領Iの政Ⅱ－61， 4． （4）（注2) (PIaceofMarriage (婚

姻地）の記載方法）は以下1 ． の通り。

1.PlaceofMarriage (婚姻地) :

イ． 戸籍膳(抄）本等の根拠文書に婚姻地として特段記載されていな

くても、当該婚姻届出を受理した市区町村を婚姻地と見なし、以

下の通り記載する。

①日本方式にて在外公館長が受理した婚姻の場合

「Japan(EmbassyofJapan/Consulate-General

ofJapan inOO○○） 」

②日本方式にて地方自治体の長が受理した婚姻の場合

「 Japan(OO○○（自治体名)) 」

③外国方式にて婚姻し在外公館に報告的婚姻届を提出した

場合

「婚姻した方式の国名のみ」

④外国方式にて婚姻し地方自治体に報告的婚姻届を提出し

た場合

『婚姻した方式の国名のみ」

（注）上記②の自治体の記載は、各都道府県名から最終行政区画ま

ですべてとする。

ただし、貴任国関係当局が最終行政区画までの詳細な記載を

要求していないことが明らかであると考えられる場合は、都

道府県名のみの記載として差し支えない。

○

○ 口． 戸籍謄本等で送付者又は【受理者】欄が記載されていない場合

の記載方法

戸籍法施行規則第SO条5項のとおり、本籍地の所在する市区

町村の長以外が届出を受理した場合に、その受理者を記載するこ

ととなっているところ、受理機関の記載がない場合は、本籍地の

所在する市区町村の長が受理者となる。

ハ．記入例（戸籍の筆頭者が「法務一郎」 、本籍地が「東京都千代

田区霞が関二丁目2番」であり、発給自治体の長が「東京都千代

田区長」の場合）

( i )戸籍の記載（ 【受理者】欄（又は送付者）が記載されている場

合）

①戸籍の全部（個人）事項証明（横書き）の場合

【婚姻日】平成18年1月1日

【配偶者氏名】外務花子

【送付を受けた日】平成18年1月5日



【受理者】埼玉県秩父郡小鹿野町長

【従前戸籍】東京都港区芝公園二丁目1 1番法務太郎

→婚姻証明書への記載

DateofMarriage(婚姻年月日) : January l, 2006

PlaceofMarriage(婚姻地) : Japan(0ganoTown,Chichibu

County, SaitamaPrefecture)

②戸籍謄（抄）本(縦書き）の場合

昭和五拾壱年壱月壱日外務花子と婚姻届出同月五日埼玉県

秩父郡小鹿野町長から送付東京都港区芝公園二丁目拾壱番

法務太郎戸籍から入籍

→婚姻証明書への記載

DateofMarriage(婚姻年月日) : January l, 1976

PlaceofMarriage(婚姻地) : Japan(0ganoTown, Chichibu

County, SaitamaPrefecture)

( ii )戸籍の記載（ 【受理者】欄（又は送付者）が記載されていない

場合）

①戸籍の全部（個人)事項証明（横書き）の場合

【婚姻日】平成18年1月1日

【配偶者氏名】外務花子

【従前戸籍】東京都港区芝公園二丁目1 1番法務太郎

→婚姻証明書への記載

DateofMarriage(婚姻年月日) : January l, 2006

PlaceofMarriage(婚姻地) : Japan(ChiyodaWard, Tokyo

Metropolis)

．②戸籍膳(抄）本（縦書き）の場合

昭和五拾壱年壱月壱日外務花子と婚姻届出東京都港区芝公

園二丁目拾壱番法務太郎戸籍から入籍

→婚姻証明書への記載

DateofMarriage(婚姻年月日) : January l, 1976

PlaceofMarriage(婚姻地) : Japan(ChiyodaWard, Tokyo

Metropolis)

(iii)行政区画の英語表記（例）

県=Prefecture

(KyotoPrefecture、 OsakaPrefecture、 制okkaido、 Tokyo

Metropolis)

市=city

郡=County

区=Ward

町=Town

○

○



2． 関連電報

平成18年10月

同年1 1月9日付

2フ日付往電領サ第1313SO号

往電領ｻ第136490号
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(仏語）婚姻証明（21号）
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(西語）婚姻証明（21号）
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Cert･No.

MARRIAGECERTIFICATE

HuSband

Surname:

GivenName

DateofBirth:

Domicile(orNationaliW)

Wife

Sumame:

GivenName

DateofBirth:

Domicile(orNationality)

DateofMaITiage:

PlaceofMaITiage:

○

Certifiedasabove.
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一

身分上の事項に関する証明（21号）

＜離婚証明＞

○

○

内 容

て

本人がいつ正式に離婚しているかを証明するもの。すべて外国官憲等あ

。

使用目的 滞在資格変更手続，離婚歴の立証又は再婚手続等。

条 件 （1）本人が公館へ出頭のうえ申請すること（注1）

（2）離婚の事実を立証できること。

（3）日本人に限る（注5） ｡，
'

や
、

◎

必要書類 （1）本人を確認できる公文書（注2） ロ

（2）離婚事実を立証する本邦の公文書（注3） （注4） ◎

形 式 外国文による証明

注意事項 (注1）本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる

ときは，代理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡で

も可）又は委任状を提出させること。

(注2）例えば，旅券又は現地当局発行の写真付身分証明書

(注3）例えば，戸籍謄（抄）本。離婚届受理証明書又は同届記載事項証

明書，裁判所発給の調停書又は調停審判書（確定証明書添付）

判決書（確定証明書添付） 。

, 本邦の

(注4）根拠文書は発行の日より6か月以内の出来る限り新しいもの。

(注5）元日本人の場合は，除籍の謄（抄）本に基づいて別項の戸籍記載

事項証明で，又外国人の場合は，離婚届受理証明書等に基づいて発給す

ることとなるが，証明の性格上，麹壷遡で取扱うこと。



1

身分上の事項に関する証明

く離婚証明＞

-1、概説

（1）証明の内容

本人がいつ正式に離婚したかを証明するもの。すべて外国関係機関あてで，外国文

で発給する。

（2）使用目的

滞在資格変更手続離婚暦の立証又は再婚手続等に使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第21号の領事手数料を徴収。

_2.発給条一性

(1)本人が公館に出頭して申請すること。

（注）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは，代理人

を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状を提出

させる。

（2）公文書により離婚事実を立証できること。

（3） 日本人に限る。

（注）元日本人の場合は，除籍の膳（抄）本に基づく記載事項証明で，又日本で離婚し

た外国人の場合は，離婚届受理証明書等の翻訳証明で処理する。

-3§必要_書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公館

において写を作成してもよい） 。

（1）本人を確認できる公文書（例えば，旅券，現地官憲当局発行の写真付身分証明書）

（2）離婚事実を立証する本邦の公文書例えば，戸籍謄（抄）本，離婚届受理証明書又

は同届記載事項証明書,裁判所発行の調停書調停審判書,判決書(確定証明書添付)）

（注1）根拠文書は発行の日より6か月以内のできる限り新しいもの

（注2）外国人の場合は，離婚届受理証明書等

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状 ．

○

○

4_J迄一座_要_饅

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させる。

（2）必要書類を提出させる。

（3） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は， 申請

人が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認

する。

（4）根拠文書から証明書に必要事項を記入する。

1



(注1）根拠文書に記載がない証明書の項目は削除する。

(注2）記載上の注意

Fullname,NameofSpouse(氏名) :本人又は配偶者が外国人の場合は，旅券等

の公文書を提示させ，綴りを確認する。同綴りの立証が困難な場合は，申請人の

自国公館による綴りについての証明書（領事レターでも可）又は当該人の宣誓書

に現地公証人により公証を受けた文書を提出させてこれにより記載する。

Domicile(本籍地) :

イ． 日本人の場合，都道府県又は市までとし，その後に「Japan」と記載する。

ロ．外国人の場合, Domicileの代わりにNationality(国籍）とし，その所属国

名を記載する。

PlaceofMarriage(婚姻地) :

イ．戸籍謄（抄）本等根拠文書に婚姻地として別段明記されていなくても,､当該

婚姻の届出を受理した市町村を婚姻地とみなして差し支えない。

また， 「何国又は何国何州の方式により」と記載されているときは, '記載さ・

れている国を婚姻地とみなして差し支えない。

ロ．根拠文書により婚姻地を確認できない場合は,証明書の婚姻地欄を削除する｡

DateofDivorce(離婚年月日) :改ざん防止のため算用数字でなく必ず言語によ

り記載する。

(注3） この証明書は離婚の事実を証明することが主体であるが，当事者の入定事項

として旅券番号の記載を必要とするときは，両当事者の氏名の後に括弧して

各々確認した旅券番号を記載してもよい。

○

（5）証明書の下段に根拠とした文書名，発給機関（発給者） ，発給年月日を記入する。

（6）証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公

館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官

職氏名を記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

（8）証明手数料は1通毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1枚を

発給すればよい。

（9）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10） 申請書，証明書の写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

○

2



(仏語）離婚証明（21号）

ケ

CERTIFICATDEDWORCE

Cer圃丘cat6tablisurlabaseJunecOPieautllentiqueduRegistredlEtat-Cix7il,d61ivrCeparle

mairedeKikukawa-cho,Toyoura-gun,Pr6&cturedeYamaguclli,lel5mail986.

OTA

Hatuko

le7septembrel951

Pr6fcturedeYamagucm,Japon

le9octobrel974, Japon

TANAKA

Satoru

leqUatrejaIwier,mmeneufcentquatre-vingt-six

NOM:

PRENOMS:

DATEDENAISSANCE:

DOMICILEIEGAL:

DATEETLmuDEMARIAGE:

NOMD'EPOUX(SE) :

PRENOMSD'EPOUX(SE) :

DATEDEDWORCE:

○

Certi丘6conformeal'origmal.

◆●①●●●毎 ‐●●●ロー◆●●●●●

~琵訂___=g_lg____…･…----．…(date)

○
(signature)

(nometpr6nom) :

(titre) :

| :豐鰯醗鯛印”
●のゆ

●●●●◆●●｡●●

’

(Frais2 ）



(西語）離婚証明（21号）

M

[ERTIFICADODEDWORCIO

Apemdos:

Nombre:

FeChadenacimiento:

Domiciliopermanente:

Fechaylugardondeflecontraidoelmab血nomo:

Nombreyapemdodec6nyuge:

FeChadedivorCiO:
■

○

LAEMBAJADADELJAPONENESPANA

･CERTIFICA

QuelosdatosquearribasedetallaneStantomadosdeunacopiacertifcadedela

mscripcibnenelRegistroOECialdelaFamilia,enediaaporelSr.AlcalaedelaCmdad

de…..…..……… (elJe企delDistritode……..…………..) confaCha.….…de
O

（
b

・…….……de20………

YParaqueconste,afndequeasipuedaacreditarrloelinteresado(lamteresada) ,se

eXpidelapresentecertiEcaci6nenMadrid,a…….…de..…………dedos血l.………….…

○
●■｡●｡ ｡●●｡●

、｡
守句

●｡

●？

勺●●●｡●●■●●●●、●

(Derechos: ）
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Cert.No.

DWORCECERTFICATE

Surame:

Givenname:

DateofBirth:

Domicile(orNationality)|

Date&PlaceofMaIriage:

SurnameofSpouse:

GivennameofSpouse:

DateofDivorce:

OTA

Haruko

September7,1951

YamaguchiPrefcmre,Japan

October9, 1974,Japan
TANAKA

SatOru

TheFoulthofJanuary,NineteenHundred

andEighW-six
○

Certifiedasabove.
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１
１
１
ｊ
ｆ
Ｊ

１

１
ｊ

、
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ノ

、

〆

、

／

、
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》

一

、
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一

一

一

一

』

一』

一
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一
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一

一

一

、

一

、

〃

、

／

、

〃

〃

、

〃

、

Ｊ
ｆ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

AMACmHaruaki

COnsul-General

Consulate-GeneralofJapan
atSanFrancisCO

○
／~、

、ノ ｡．一一‐=－－．．＝－－－－－－口、－． 9 －－‘一口．一一一一一一口．‘ﾛ．－－－－－－口．－－－－－－－－－－

(Place) (Date)

ThiscertificateisbasedonacertifiedcopyoftheOfficialFamilyRegisterissuedbythe
HeadofKikukawaTown,TOyouraCounW,YamaguchiPrefecture,onApril8,1991,

(Fee: ）
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身分上の事項に関する証明（21号）

＜死亡証明＞

○

○

内 容 事件本人がいつどこで死亡したか，また，場合により死亡原因も併せて

証明するもの（注1） ◎
0

使用目的 遺産処理手続保険金の請求。本邦の公文書に基づく本証明の場合は，

現地での埋葬・改葬手続や死亡登録手続等。

条 件 （1）死亡事実を立証する公文書の提示又は提出。

（2）事件本人（死亡者）は， 日本人に限らず外国人（本邦の公文書に基

づくとき）でも差し支えない。

必要書類 死亡事実を立証する公文書

○外国文による証明の場合……現地で使用されるもの。

戸籍謄（抄）本又は死亡届受理証明書，死亡届記載事項証明書

○日本文による証明の場合……わが国で使用されるもの。 （極めてまれ）

現地官憲当局が発給した死亡を立証する公文書(例えば,死亡診断書

死体検案書，死亡登記証明書，警察の調書等）性2） （注3）

形 式 外国文による証明と日本文による証明の場合があるが， 日本文による証

明は極めて例外的

注意事項 (注1）本邦における通関及び火葬・埋葬には不要。本邦における通関の

際には，輸送関係者（機長又は航空会社担当者等）が死亡した国の医師

の死亡診断書等を添えて遺体等を引き取る旨口頭で申告すれば良い。ま

た，火葬等の許可を市区町村役場から取得するには戸籍役場ヘ死亡届を

提出しなければならないが，戸籍役場への届出の際にも外国の医師が発

行した死亡診断書等に和訳文を添付して提出すればよい（墓地，埋葬等

に関する法律） 。本邦で死亡した外国人については届出人の住所地の戸

籍役場に届出の義務があり，死亡届受理証明書を取得して所属国官公署

に提出することとなる。

(注2）緊急又はやむを得ない事情があると認められる場合は,私立病院，

医師が発行した死亡診断書等をもって根拠文書とすることができる。た

だし， この場合，当該病院，医師に発給の事実を確認すること。なお

事故死の場合，検察医の死体検案書が必要。

，

(注3）なお，死亡診断書又は死亡証明書とは死亡の時に立ち会った医師

が発給するもので，死体検案書とは死亡後に遺体を検案（解部）して

死亡原因を確認した検察医が発給するものである。

，

(注4）本邦に対しては,現地の死亡立証公文書に和訳文を付して提出す

れば足りるので日本文の死亡証明の発行は極めて例外的である。



身分上の事項に関する証明

＜死亡証明＞

1._慨_説

（1）事件本人がいつ，どこで死亡したか，また，場合により死亡原因をも併せて証明す

るもの。原則として外国文で発給するが真にやむを得ない事情があると認められる場

合に限り， 日本文でも発給する。しかし，本邦に対しては，現地死亡立証公文書に和

訳文を付して，提出すれば足りるので， 日本文の死亡証明は極めて例外的である。

（2）使用目的

遺産処理手続保険金の請求等。

（注）本邦における通関及び火葬・埋葬には不要。

本邦の通関の際には，輸送関係者（機長又は航空会社担当者等）が死亡した国

の医師の死亡診断書等を添えて遺体等を引き取る旨口頭で申告すればよい。

また，火葬等の許可を市町村役場から取得するには，まず戸籍役場へ死亡届を

提出しなければならないが，戸籍役場への届出の際にも外国の医師が発行した死

亡診断書等に和訳文を添付して提出すればよい（墓地，埋葬等に関する法律） 。

（3）手数料

証明書1通毎に第21号の領事手数料を徴収。

○

21-発給条件

（1）公文書により死亡事実を立証できること。

． （2）事件本人（死亡者）は， 日本人に限らず外国人でも本邦の死亡届受理証明書に基づ

くときは取扱って差し支えない。

=星_二必要書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館において写を作成してもよい） 。

（1）死亡事実を立証する公文書

外国文による証明の場合

戸籍謄（抄）本又は死亡届受理証明書，死亡届記載事項証明書

（注）本邦で死亡した外国人については，届出人の住所地の戸籍役場に届出の義務が

あり，死亡届受理証明書を取得して所属国官公署に提出することとなる。

日本文による証明の場合

現地関係当局発行の死亡を立証する公文書（例えば，死亡診断書，死体検案書，

死亡登記証明書,また,海難等により遺体が失われた場合には例外的に警察調書)。

（注1） 緊急又はやむを得ない事情があると認められる場合は，私立病院，医師が発

行した死亡診断書等をもって根拠文書とすることができる。但し， この場合

は，当該病院，医師に発給の事実を確認すること。

、

○

1



(注2） なお，死亡診断書又は死亡証明書とは死亡の時に立ち会った医師が発行する

もので，死体検案書とは死亡後に遺体を検案（解剖して死亡原因を確認し

た検察医が発行するものである。

4．催_成要_領

(1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，外国文によ

る証明か日本文による証明かを決める。

必要書類を提出させる。

外国文による証明書の場合

①根拠文書から証明書に必要事項を記入する。

（注1）根拠文書に記載されていない場合，証明書の項目は削除する。

（注2）記載上の注意

･DateofDeath(死亡年月日) :改ざが防止のため算用数字でなく必ず言語によ

り記載する。

･PlaceofDeath(死亡場所) :都道府県名まででよ<,その後に「Japan」と記

載してもよい。

・Domicile(本籍地) :都道府県名までとし，その後に「Japan」と記載してもよ

い。また，事件本人が外国人の場合は, Nationality(国籍）とし，その所属国

名を記載する。

・根拠文書の父母いずれがの欄が空欄の場合,証明書の当該欄(FatherorMother)

には「Notstated」と記載する。

‘ ・根拠文書の父母の欄の氏名の頭に「亡」と記載されているときは，証明書の当

該欄(FatherorMOther)の氏名の後に(deceased)と記載する。

・根拠文書の続柄欄に「男」又は「女jとのみ記載されているときは，証明書の

当該欄(Relationship)にそれぞれ「son」又は「daughter」と記載する。

②証明書の下段に根拠とした文書名，発給機関（発給者） ，発給年月日を記入す

る。

③証明書にその他の必要事項（証明番号は証明発給台帳にて確認）を記入の上，

公館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その

下に官職氏名を記入して，丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

④完成した証明書の写をとる。

⑤証明手数料は1件毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を発給すればよい。

⑥証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

⑦申請書，証明書の写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

日本文による証明の場合（極めて例外的な場合）

①根拠文書から証明書に必要事項を転記する。

ｊ
ｊ
２
３

く
く

○

○

(4）
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（注1）見本は，本邦で使用する際に必要と考えられる項目を列挙して作成した

ものであるが，任国の官憲当局が発給した公文書等を根拠として作成す

るため，全項目を記載できない場合もあるが，特に，本邦提出先が要求

， する項目は追加項目として証明して差し支えない。

（注2）記載上の注意

「本籍」 ， 「戸籍筆頭者」及び「筆頭者との続柄」は戸籍謄（抄）本等によ

り確認できないときは削除する。

「死亡の種類」は， 自然死，病死， 自動車事故，船舶又は山岳遭難， 自殺等

と記載する。不明の場合は不詳と記載する。

． 「死亡の原因」は直接死因となった病名等を記載する。病名は本邦の法定伝

染病の認定に必要とする場合があるので，根拠文書等により確認できないと

きは削除せず， 「不詳」と記載する。 。

「死亡立証書類」は根拠文書名，発給機関（発給者）名，発給年月日を記載

する。

②証明書にその他の必要事項（証明番号は証明発給台帳にて確認）を記入し，角

型館長印を押す（朱肉使用） 。

③完成した証明書の写をとる。

④証明手数料は1件毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を給すれば良い。

⑤証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

⑥申請書，証明書の写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

○ 守

○
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(仏語）死亡証明（21号）

』

ACTEDEDECES
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DATEDEDECES:
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FRENOMS):
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(PRENOMS):

RELATION:

○

YOYOGI

Hiroshi

YoYOGI

Asa
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○
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書死亡 明証

氏 名 １ ，糊
年
男･女

日生月

本 籍

戸籍筆頭者

筆頭者との続柄

死亡年月日時分

死亡場所

死亡の種類

死亡の原因

死亡立証書類
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職業証明（22号）

○

○

f

内 容 申請人が特定の職業に従事して来たこと及びその資格又は免許等を有し

ていることを証明するもの（注1） （注2） ｡

使用目的 現地における免許取得や営業許可取得のための手続等。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請すること（注3） 。

（2）国又は地方自治体が発給した免許証等の提示又は提出。

（3）申請者はわが国の免許証を取得しているものであれば，外国人でも

差し支えない。

必要書類 （1）本人を確認できる公文書（例えば，旅券又は現地当局発行の写真付

身分証明書） 0

（2）国又は地方自治体が発給した免許証等の原本。

形 式 外国文による証明

注意事項 (注1）申請人が特定の職業に従事していた期間については， （イ）自館

管轄内の分， （ロ）本邦に於ける分， （ハ）第三国分が想定される。従

って ， 従事していた期間の確認が困難な場合，本証明に代り（これら特

定資格証明書の）翻訳証明で取扱うこと。

なおその際，特定の職業に従事していた期間については，在外公館の

証明以外にどの様な証明を提出すれば足りるか，申請者から提出先当局

に照会させるとよい。

(注2）この証明は，医師，看護婦，あんま，針，灸師，調理師，理髪師

等わが国又は地方自治体が付与する免許を取扱うものであり，柔道，空

手や華道，茶道の師範等は取扱わない。

(注3）本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる

ときは，代理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状僖簡で

も可）又は委任状を提出させること。



『

職業証明

1．概説

（1）証明の内容

申請人が本邦において特定の職業に従事するための資格又は免許等を有している

ことを証明するもの。すべて外国関係機関あてで，外国文で発給する。

（注） この証明は，医師，看護婦，あんま，針・灸師，調理師，理髪師等，わが国又

は地方自治体が付与する免許を取り扱うものである｡柔道,空手や華道茶道
の師範等はこの証明では取り扱わない。特に必要がある場合，本邦公証人によ

る公正証書とした上で，法務局長の認証も得たものに翻訳をつけさせ，翻訳証

明の項の翻訳宣誓供述書とする方法もある（翻訳者の訳文宣誓の英文例は85

頁参照） 。ただし，訳文宣誓を行う者は日本国籍者に限られる。

(2）使用目的

現地における免許取得や営業許可取得手続のため等に使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第22号の領事手数料を徴収。

○

_二-二-発_雌住

（1）本人が公館に出頭して申請すること。

（注）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは，代理

人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状を

提出させる。

（2） 国又は地方自治体が発給した免許証等の提示又は提出。 ．

（3） 申請人はわが国の免許証を取得している者であれば，外国人でも差し支えない。

3．必_要書_類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館において写を作成してもよい） 。

（1）本人を確認できる公文書（例えば，旅券，又は現地関係当局発行の写真付身分証明

書） 。

（2） 国又は地方自治体が発給した免許証等。

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状。

○

4．作成要値

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させる。

（2）必要書類を提出させる。

（3） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は， 申請

人が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認

する。

1
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（4） 証明書の上段申請部分を申請人に記入させ，本人署名の上，提出させる。

「本日までこの職業に従事している」場合は，申請部分中that以下は次のように

記載させる。……thatlhavebeenengagedin……叩tothisdate.

使用目的は必ず記入させる。

必要と認められるときは「FullNme」の次に「PassportNumberjの欄を設けても

‐,よい。

Domicile(本籍地) :都道府県まででよ<,外国人の場合は, Domicileの代わり

にNationality(国籍）とし，その所属国名を記載する。

Applicant'ssignature(本人署名) :代理申請の場合，本人が署名し，適宜，署

名欄の左部の余白部にInlieuoftheapplicantとして，代理人氏名を記入のう

え，代理人に署名させて提出させる。

（5）根拠文書により申請部分記載事項を確認する。

（6） 申請人が特定の職業に従事していた期間について提出させた立証文書では確認困難

な場合は，本証明に代わり，資格免許証等の翻訳証明で取扱う。

（7）証明書の下段に必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公館

長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官職

氏名を記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（8）完成した証明書の写をとる。

（9）証明手数料は1通毎に第22号の手数料を微収する。領収書は取りまとめて1枚を

発給すれば良い。

(10）証明書発給台帳申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(11） 申請書，証明書及び根拠文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○

2



(仏語）職業証明（22号）
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(西語）職業証明（22号）
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翻訳証明（23号）

、

○

○

内 容 申請人が作成した翻訳文が原文書（本邦公文書）の忠実な翻訳であるこ

とを証明するもの（注1．） （注2） ｡

使用目的 外国官憲に対し本邦における企業の登記，学校の卒業，免許所有等の事

実を立証する。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請する，ただし，やむを得ない事情がある

ときは，代理人により申請できる。

（2）翻訳証明の対象となる原文書はわが国の官公署が発給した公文書に

限る。私文書は取り扱わない。ただし，公証人の作成した公正証書に法

務局長が認証したものおよび特殊法人及び学校教育法第1条，第2条に

規定する私立学校の証明等は例外的に取扱って差し支えない（注3）

（3）申請者は原文書のオリジナルを提出すること。

｡

（4）翻訳文は申請者が持参すること。原則として，公館は翻訳文を作成

しない。

必要書類

出

原文書（原本）及びその翻訳文，又は原文書を指示のうえ，その写の提

ロ

形 式 外国文による証明（証明文の下段に必ず「内容には責任を負わない」旨

明記する） ◎

注意事項 (注1）翻訳証明に代わる処理翻訳宣誓書の署名証明）

翻訳証明は発給条件が大変厳しく，又，公館に多大な負担を強いる事

務であるので，申請人に「翻訳文は正しい」旨の宣誓供述書を作成させ，

これに面前にて署名させ， この署名証明を発給する方法をとると双方に

とり便利である。申請人が外国人の場合は，その所属国又は現地の公証

人に同様の公証を受けるよう指導すればよい。

(注2）外国語から日本語への翻訳証明

外国語から日本語への翻訳証明は取り扱わない。わが国では，外国官

公署が発給した公文書を本邦で使用する際は，単に和訳文を添付すれば

足りることになっている。

(注3）わが国の法律・規則等の翻訳証明は取扱わない。係争事件の訴訟

に関する裁判所の文書も取扱わない。ただし，本省から指示がある場合，

又は本邦家庭裁判所の審判書又は調停書等はこの限りでない。



翻訳証明

ユ．概_説

（1）証明の内容

申請人が作成した翻訳文が原文書（本邦公文書）の忠実な翻訳であることを証明

するもの。すべて外国官公署等あてで，外国文で発給する。

（注）翻訳証明は，翻訳文がわが国の官公署が発給した公文書の忠実な翻訳である

ことを証明するものであって，原文書の内容の真実性まで証明するものでは

ないので，証明書書式下段にも「内容には責任を負わない」旨予め明記して

いる。

（2）使用目的

外国官憲等に対し本邦の企業の登記，学校の卒業，各種免許所有等の事実を立証す

るため使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第23号の領事手数料を徴収。

（4）翻訳証明に代わる処理(翻訳宣誓書の署名証明）

翻訳証明は，後述の通り発給条件が厳しく，又，公館に多大な負担を強いる事務で

あるので，申請人に「翻訳文は正しい」旨の宣誓供述書を作成させ，これに面前にて

署名させ， この署名証明を発給する方法をとると双方により便利である（翻訳者の訳

文宣誓の英文例参照） 。

ただし，訳文宣誓を行う者は， 日本国籍者に限られる。申請人が外国人で，現地

提出先より，我が方公館の証明を要求されているとの申し立てがある場合は，通常の

翻訳証明とする｡しかし，我が方公館の翻訳証明がなくても，翻訳に対し，申請人の

所属国又は現地の公証人から同様の公証を受けたもので良い場合もあるので，先ず，

提出先に確認するよう説明する。

（5）外国語から日本語への翻訳証明

外国語から日本語への翻訳証明は取り扱わない。わが国では，外国公文書を使用す

る際は，単に和訳文を添付すれば足りるからである。

○

へ

○

2．発_給条件

（1）翻訳証明の対象となる原文書は，原則としてわが国の官公署が発給した公文書に限

る。私文書は取り扱わない。但し，私文書を我が国公証人が公正証書としたもので，

法務局長が認証した文書は対象となる。

〈注1）有効期限のある公文書（例えば運転免許証）は有効期限内のものに限る。有

効期の明記のないものは，原則として発行後， 6カ月以内のものに限る。但

し学位記等，一度しか発行されないものについては， この限りではない。

（注2）わが国の法令規則の翻訳証明は，法解釈上問題を生ずるおそれがあるので取

P
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り扱わない。

また，訴訟に関する裁判所の文書は係争事件に巻き込まれるおそれがある

ので取り扱わない。

ただし，司法共助に関連して本省の指示がある文書，又は，養子縁組の審

判・離婚の調停等家庭裁判所の文書はこの限りでない。

（注3）公文書であっても，本省又は他公館発行の文書は原則として取り扱わない。

ただし，止むを得ない事情があると判断される場合，事情を付して本省に経

伺する。

（注4）次の文書も公文書とみなすことができる。

イ．官報等の公の刊行物

ロ．わが国の法令，条例等の規定に基づき公的性格を有するもの（例えば特殊法人

等）がその職務上発給した文書

ハ．国公立の病院が発給した診断書，死体検案書，死亡証明書等

二・学校教育法第1条に規定された学校が発行した卒業・在学・成績証明書等。こ

れに該当する学校とは，国立，公立，私立の小学校，中学校，高等学校，大学，

高等専門学校，盲学校，聾学校，養護学校及び幼稚園である。ただし，推薦状は

形式が整っていても，発行者の個人的な私文書であり，翻訳証明しない。専修学

校及び各種学校は該当しない。但し公立（県立等）の学校は該当する。

（注5） 剣道，柔道，空手，華道，茶道等各流派が各々付与する允許状，免許状，師

範免許状は私文書である。

（2） 申請人が原文書の原本を提出すること。

（注）ただし，原文書が1通しか発給されず，かつ，申請人が常に所持していること

が必要な文書（例えば,免許証，許可証等）である場合には，原本を提出させ，

その写をもって翻訳証明の原文書とすることができる。

（3） 翻訳文は申請人が持参すること。公館は原則として翻訳文を作成しない。

○

○

a必要書類

証明の対象となる原文書及び翻訳文

(注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公館

において写を作成してもよい） 。

4.作成_要領

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させる。

（2）必要書類を提出させ，発給条件を満たしているか否かを審査する。翻訳証明になじ

まないもの及び公館に多大な負担を強いるものについては翻訳宣誓供述書の署名証

明による処理を指導する。

（3）翻訳文が原文書の忠実な翻訳であるか否かをチェックする。翻訳文に誤り又は不備

な点があるときは，必ず申請人にこの旨指摘し，訂正のうえ清書させる。

2



『

（注）原文書が長文の場合でその一部分の翻訳証明で用が足りるときは，同部分の翻

訳証明で取り扱う。この場合， （4）で作成する証明文の終わりの部分は「…

･･･translationoftherelevantpartsoftheaccompanyingJapanesetext.」

‘ となる。

（4）証明書に必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公館長又は

担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官職氏名を

記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用）。

（5）上から証明書翻訳文，原文書の順に綴じ合わせ，各綴じ目に丸型館印にて契印す

る（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（注） 翻訳文及び原文書が2枚以上にわたるときは各頁の綴じ目にも契印する。ただ

し，原文書が2枚以上にわたる場合は，通常本邦発給機関がその綴じ目に契印

．しており，原則として公館で契印する必要がないが，提出先の現地当局が求め

る場合には，公館で更に契印する。

（6）完成した証明書の写をとる。

（7）証明手数料は1件毎に第23号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1枚発

給すればよい。

（8）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

（9） 申請書，証明書，翻訳文及び原文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○
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(仏語）翻訳証明（23号）

CERTIFICAT

L'AmbassadeduJapon lcertifieqUeledocumentci-joint

LeConsulatGeneralduJapon

estunetraductioncertifieeconforme (cnanglais, francais, espagnol,

etc.) autexteenjaponaisci-annex6.

○

L'AmbassadeduJapon ln'assumeenaucuncas larespOnsabilite

LeConsulatGeneralduJapon

quantauContenuduteXteenjaponais.

(Cecerlificatseranonvalablesidetachedelatraductiondutexte

originalenjaponais, oumodified'unemanierequelconque.)

,le
○｡●●●●｡●●●●●●■●b●■‐●●●●｡●●●●●■■■●●

(date)

2
b合●●●●●●●●●DC凸

(lieu)●の●①●●●■ー＝ー■●●●●●●

○
(signature)

(Nomctprenom) :
(titre) :

AmbassadedUJapon

ConsulatGeneral duConsulatGeneral du ’Japon
●｡

■｡●･守●｡●－■●◆●◆●●●0

(Frais: ）

〔政Ⅱ(追4)220〕 政Ⅱ－219



(西語）翻訳証明（23号）

CertNo.

くl 1C
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CERTIFICATE

Cert.No．

Thisistocertifythatthedocumentattachedheretoisafhithfill (_________g_________)
tlanslationoftheaccompanyingJapaneSetext.

･ The doesnotassume－－■■－－ーー一一一一一一’■■ー‐｛■■一一一一一一一ｰ‐一－一一一一一一一一一一一一一一一一一■■一一ｰ－－■■－－■■●

1℃SponsibilibrfbrthecontentsoftheJapanesetext.

(TYliscertificatewillbecomeinvalidatedifdetachednnomthetranslation

oftheJapaneseorigmal,oralteredinanywaywhatsoeverb)

○ ■■ー■■－－ー一一一ーｰｰ■■ーーｰー■■一一■■‐‐ー一一一■■■■一一一一一一一一■■■■

(Place) (Dm)
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翻訳者の訳文宣誓の例

ーーｰーｰーーー一-一一一ー一一一■■一一一一一ーーｰｰ－－ーーー‐一ｰー■■‐一一ー一一ｰ‘■■ｰー一－一一ー－－－ｰ■■■■ー■■‐一■■ー一一一一－－1■■ｰ－－－■■一一■■－－－－－－－■■一口

ーーーー一一一一ー一一ーーｰ‐‐ー■■一ｰ－－ー一一ー一一■■ーー－－－ーーーｰィ■■‐ーーーーーｰ■■ー~ー一一一ーーｰ－－－－ｰ一一一■■‐一一一－一一一一ｰ‐ｰ一一－一一一一一一一一●

---..--.---..-･･---...-.--.-..-----..-----------... （ぼん訳文） ・・--....-----..----･･--------..-..--..-..--....-.
J

一一ーｰーｰーーーｰー■■一一■■ｰ■■一一ー－－－一一一一ｰ一一ーーーｰｰｰーーーーーｰ■■■■－-一一一～‐一一■■‐ｰ一一－一一一一一ー■■-ｰ一一一■■一一一一－－－■■－－－－■I■－－－●

ーーーーー■■ーーーー~ーー■■ーｰｰー一－－ー一一ー一一‐ーー■■ーー■■ー■■ー~一一一一一‐‐－1■■■■■■‐ｰー－－■■ｰ－■■ー■■－－－－ー■■一一一ｰ－－－－－■■－－－－■■■■－－－－1■■ｰ●

I, theundersigned, doherebysolemnlyandsincerelydeclareandcertibthat I
acquainted(Orconversant)withtheJapaneseandEnglishlanguages,andthattheaboveisatrue
faithfultranslation(場合によりoftherelevantpart)oftheattachedJapanesedocument.

am

and

Date:

_Li垂蝋宣謎上
氏名ローマ字

○ Cert.No.

CERTIFICATE

ThmistocertibthattheaboveSi即畑1℃ofMr.……iSgenuine.

③

_____. (Place), ______. (Date) ConsUl-GeneralofJapan

(Fee ）

(又は） ○

(Signedbyapplicant)

Cert・No.

SubscribedandsworntobefbremethistwenW-seventhdayofJune

1991 by (Mr.)(applicant'sname)

○ Consul-GeneralofJapan

③ (Fee
at.． ． ．・・・

）
､

－ーｰ一一一ーーーｰー一一一一一一一一-－－－ー■■－－－－－一一一ｰー‐一一一ーー‐一一一一一一一一一一一ｰー■■－－一一一ーーｰー●

以下、宣誓文の例。

③

I, theundersigned,herebydeclarethatthefbregoingtranslationistrueandcorrectto

thebestofmyknowledgeandbelieflnwitnesswhereofjIhavehereuntosubscribedmynameon
this2nddayofJuly,A.D、 1978,

ｰ■■‐ｰーーーｰ一一－－－ー－■■ｰ■■一一一三＝一－－－－－ｰ－－＝■■－

I,YAMADATaro,Chiefofthe ． ． ． 、 BranchOffice lOcatedat. ． ． ． ,dosolemnyand
SincerelydeclarethatlcanwellunderstandtheJapaneseandtheEnglishlanguateandthatattached
documentmarked1，At! iSatrueand伽mfUlEngliShtranslationmadebymeoftheaccompanying
Japanesedocumentmarked'IB''



公文書上の印章（又は署名）の証明（24号イ又は口）

○

○

内 容 我が国宮公署（国，地方公共団体又は裁判所）又は特殊法人等が発行し

た文書の発行者の印章（職印又は機関印） （又は署名）が真正である旨の

証明（注1） 。すべて外国機関あて。

使用目的 現地官憲等に対し，諸手続のため， これらの文章を提出する場合。
●

条 件 （1）我が国の公文書，又は特殊法人若しくは学校の発行する文書である

こと。公証人が発行する文書は，所属法務局長の認証があれば，

対象となる。
グ

（2）現に有効な文書であること。

（3）証明の対象である印章又は署名が，公館に登録され，又はその他の

手段により確認できるものであること（注2） ｡ I

（4）原文書の署名が肉筆であること。公印は，発行者の職印又は当該機

関の印であって, ｡朱肉，墨肉，スタンプインキによる押印又はシールプ

レスであること（注3） 。

（5）申請人が証明を受けようとする公文書を所持していること。また

使用目的及び提出先が不正なものでないこと（注4） 。

（6）書類上の本人と申請者名が異なっていても差し支えない。

9

必要書類 （1）申請人を確認できる公文書（注5）

（2）証明を受けようとする公文書｡

ロ

形 式 外国文による証明。

注意事項 (注1）公文書であっても本省又は他公館の文書は取り扱わない。

(注2）戸籍謄（抄）本等，一定の書式や用紙，印鑑の型等によって真

正を確認できれば，証明できるもまた，以前に自館で発給した控えから

の確認を行って差し支えない。

(注3） コピーや，署名のゴム印，発行者の私印は取り扱わない。

(注4） 申請人は日本人に限らない。当該文書を使用する本人が出頭し

て申請するのを原則とするが，代理申請を認めてよい。
◆

(注5）例えば，旅券又は現地当局発行の写真付身分証明書。



公文書上の印章（又は署名）の証明

ユ．概説

（1）証明の内容

本邦官公署（国，地方公共団体又は裁判所）又は右に準ずる独立行政法人，特殊法

人，学校が発行した文書の発行者の印章（職印又は機関印）の印影（又は署名）が真

正であることを証明するもの。すべて任国関係機関あてで，外国文で発給する。

（注1）署名及び印章のいずれか又は両者を証明することができる。

（注2）原文書は日本文の場合も外国文の場合もある。

（注3） この証明は，発行者の署名又は印章についてのみの証明であって，文書の内

容を証明するものではないが，間接的にその内容自体を保証する効果を持ち

得るので，内容に誤り又は疑義がある場合は証明を拒否し，場合により本省

に照会の上処理すること。

（2）使用目的

現地官憲等に対し，諸手続のため， これらの文書を提出する場合に必要とされる。

（3）手数料

証明書1通毎に第24号の「イ」の領事手数料を徴収。但し独立行政法人，特殊法

人，学校（国公立（県立等）及び私立学校）力溌行した文書については「ロ」の手数

料を徴収。

（4）外国の公文書

外国の公文書は取り扱わない。

（注）外国の公文書は，和訳文を添付するのみで本邦官公署において受理される。

2．発給条件

（1） この証明を取り扱うことのできる文書

イ．我が国の公文書又は独立行政法人，特殊法人若しくは学校の発行する文書である

こと。

（注1）公文書であっても,本省又は他公館発行の文書は原則として取り扱わない。

（注2）私文書を公証人が認証した公正証書は，公証人の所属する（地方）法務局

、長の認証が付されていることが必要である。この場合，証明の対象となる

署名又は印章は法務局長のみでなく，公証人のものでもよい。提出先の要

求を申請者から確認の上，その要求に沿うように処理する。

姓3）特殊法人の範囲とは，特別の法律に基づき設立された公共の性格を有する

法人である。公館が取り扱う例としては，国際協力機構(JICA),国際交

流基金，日本赤十字社，日本放送協会(NIm),日本貿易振興機構(JEIRO),

自動車安全運転センター， 日本年金機構， 日本銀行，国際協力銀行等があ

る。

○

○
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、

（注4） との証明で取り扱う学校とは，学校教育法第1条に定められた小学校，

中学校，高等学校，中等教育学校（中高一貫教育を行う学校)，大学，高
等専門学校，盲学校，聾学校，養護学校及び幼稚園である。

専修学校及び各種学校の文書は取り扱わない。

ロ．現に有効な文書であること。

（注）有効期限の明記がなく，現に有効なものと認められているものであっても，
発行日が古い文書で，新たに取得できるものは，原則として発行後6カ月以

内の新しい文書を取得させて取り扱う。ただし，原則として本人に1通しか

発給されないものや，各種資格証明や卒業証明，成績証明等の学校証書の場

合は，提出先において古いものでもよいと認めている場合はこの限りではな
い。

（2）証明の対象となる署名又は印章

証明の対象である署名又は印章が，印影照合システムにより確認できるか，又は以

前に自館で発給したものの控え等，その他の手段により確認できるものであること。

公館において確認できない場合は，提出書類とともに公電にて本省に照会する。

（注1）所属法務局長の認証がある公証人の署名及び印章の場合，公館が直接確認で

きなくても，押印されている所属法務局長の公印が確認できれば,取り扱っ

てもよく，また，法務局長公印を証明することとしてもよい。

（注2）戸籍膳（抄）本，登記簿謄本等，一定の書式や用紙，印鑑の型等によって真
正を確認できる公文書の公印は，登録がなくても取り扱ってよい。

（注3）コピーや公印ではない発行者の私印は取り扱わない。
（3） 申請人

イ・ 申請人は日本人に限らない。また，書類上の本人と申請者が異なっていても差し
支えない。

ロ・本人が公館へ出頭して申請するのを原則とするが，代理申請を認めてもよい。

（注）本人又は代理申請する者により，使用目的，提出先等を申請書に記入させる。

○

○

旦一必一臺一書_鐘

（1） 申請人が本人であることを確認できる公文書（例えば，旅券，現地官憲当局発行の
写真付身分証明書）

（2）原文書

“一座_要一値

（1） 申請人にこの証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させる。

（2） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

（3）署名,印章が公館で証明し得るものであることを,印影照合システム等で照合の上，
確認する。

（4）証明書に証明文を記入する。署名者又は印章の官（役）職氏名は当該文書から転記

2



ｰ

する。

（注1）見本の文例は，印章証明の場合であるが， この文例中，

thesealを

署名証明の場合は, thesignatureに，

署名及び印章を共に証明する場合は, thesignatureands

それぞれ訂正する。

なお，公印の場合は, officialsealとしてもよい。

（注2）参考までに，地方公共団体及び学校関係の英文例を挙げる。

seal に，

東京都TbkyoMetropolis

北海道IhkMido

大阪（京都）府Osaka(Kyoto)Prefecture

県′ Prefecture

郡 County

市 City

区 Ward

町 Tbwn

村 Village

市長 他yOr

区，町，村長 Itad

小学校Elementary(orPr加ary)School

中学校JuiorHighSchool

高等学校SeniorHighSchool

中等教育学校SecondaryEducationSchool

短期大学JuniorCollege

大 学hiversity

大学院GraduateSchool

小学校から高等学校までの校長Principal

大学（総）長President

学部長Dean, Faculty(又はDepartment,Dean, Faculty(又はDepartment,

○

』

○

又はSchool)of……

（5）証明書に必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公館長又は

担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官職氏名を

記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用)。

（6）作成した証明書を原文書末尾に綴じ合わせ，丸型館印で契印する。

（注）原文書が2枚以上にわたるとき（原文書に契印がなければ，契印を得た上で申

請させる｡）の公館の契印は原文書と証明書の綴じ目のみでよい。

（7）完成した証明書の写をとる。

3



（8）証明手数料は1通毎に，第24号「イ」又は「ロ」の領事手数料を徴収する。領収

書は取りまとめて1枚を発給すればよい。

証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。（9）

(10） 申請書，証明書及び原文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

へ

○

4



ー

(仏語)公印証明（24のイ）

CERTIFICAT

L'AmbassadeduJapon lcertifiequelesceau(officiel) du
LeConsulatGeneralduJapon

0

Directeur,BureaudesAffairesJuridiquesdeTokyo,Gouvernementdu
●

Japon, apposesurledocumentci-joint, estauthentique.

●●●●●■ロ
■ヮ

●●

A ,le
●●●●●■■・■●●O●●●●■■■●●●●●●■－－－●●●●●ロ■□ゅ●●●●●一口ロロ●●●●●の”

(lieu) (date)

○
●■■■。｡●●■●●‐●。●の●●。｡●●■●●●●●●

(signature)
ゆ●●●●

(Nometprenom)
(titre):

AmbassadeduJapon

ConsulatGeneralduJapon

●の●●●｡●一●●－●｡●‐●●、

(仏語)学較長印証明（22のロの例）

CERTIFICAT

〆

|上熟議鯉:‘柵,叩.｡"肺｡qu｡lesCeauduDirecteur,
○ LycceS叩erieurSakuraGakucn,apposesurledocumentci-joint,est

authenLique.

●●●4■●●句ロー●｡｡■eb
C●

●▼

、

別

●■●｡●●｡●

(lieu)

,le
－。。｡．｡．．．．．．．．｡・・・c・・｡－・・●◆●●。ーーー●●●●●▲ーーー■｡◆

(date)

(signature)

(Nometpreriom):
(titre) :

AmbaSSadeduJapon

ConsulatGeneral duJapon ’
町●●●●●●●●■。◆●●●■●－●●●

政Ⅱ－221〔政Ⅱ(追4)222〕



(西語）公印証明

M

(24のイ）

CERTIFICADO

Porelpresentedocumemo,cer社丘coqueelsenoo丘cial

deIDirectordelaDelecci6ndeAsuntosJilridicosdeToIKio,estampaao

eneldocumenijoadjunnto,esautenfico.

Yparaqueconste,ahndequeasipuedaacreditarloel

interesado(lamteresada),seeymiaelapresentec6rtifcaci6n

enMadrid,a……….de…………dedosmil.….……………

I

6

●●●今■‐4■■‐q■●●●

ウ凸

○○

b●

●◆●－Q○P●●の一宇

(DereChOs: ）

（西語） 学校長印証明 （22のロの例）

Np

CERmmCADO

○

ハＵ

Porelpresentedocumento,certifcoqueelsellDdel

DirectordelColegiodeSakuraGakuen,estampadoeneldocumento

aajunto,esaxlbentico.

Yparaqueconste,aandequeasipuedaacreditarloel

interesado(1ainteresada),seeXpidelapresentecertifcacibn
enMadrid,a..…….…de…………dedosml……...………

口｡●●｡●‐●●の●｡□わ◆－
●の●

凸の

、●●●■●＝●●e●●‐･●

(DereChos: ）



（1）公印

Cert.No.

CERⅢⅢCATR

ThisiStocertibthatthemfcial)sealoftheDirect伽矼blWolegalAmirsBureau,

JapaneSegovernment,amedtotlleaccompanyingaocument,isgenume.
●

， ｡｡…･…－年‘■刺■‘■･－－－－‐,■‘■‘■－－0．－･…■一一一.一一－一一・・今‘.‘..pロー÷一一仁一ニーーーーウ●●●七色一■■ローロ｡‐■■■■ー■■ー~ロロ｡~＝ロー■■＝－句ロ｡

○ @lace) ①ate)

ー

烏OG●●｡
少●

ゲ

歩

､

3 ■
■
ｂ
●
●
ａ
●
。
●
も

●
●

匙

●
○
○
口
．

、

、

蹄

酌今

P…

○

8

、

(Fee. ）



（2）校長印

Cert・ No.

CERTImCA叩面

ThisistocertiS7tllatthesealofthePrincipal,SakuraGakuenSeniorHighSchool,

amxxedtotheaccompanyingdocument,isgenuine.
●

y■ーロ■●ｰ＝q■。■q■q■ﾏｰｰ●一一q■ーｰ■■‐｡●｡‐q■q■q■●■‐勾旬1■● ●つ■■■■q■■■■Dロロ■トロq■q■mp－－q■‐｡■士一再一一一●｡●申一一一一一一一一■pl■口一一ロー垂；二二『ー三

○ (Place) ①ate)

●■●●●●Q■

､6

、

弔
込
●

８

●
●
。
●
●
■
Ｑ
Ｑ

少

魁

、蛇
ナ

P

DOD､GOP●

○

(Fee. ）



一般人（在留邦人）の署名（および栂印）証明（24号ロ）

○

○

内 容 申請人が領事の面前で私文書上の署名および栂印を行ったことに相

違ないことを証明するもの。

使用目的 本邦市区町村役場が発行する印鑑証明に代わる証明として発行する

もの。提出先は原則として本邦の関係機関となる。

主な使用目的は次のとおり。

（1）遣産分割協議手続。

（2）不動産登記関係手続。

（3）自動車名義変更（廃棄）手続ロ

（4）銀行口座の名義変更に係る手続。

（5）その他、各種契約・申請等に係る手続。

条 件 （1）申請人は日本国籍を有している者に限る（注1)。
岩

（2）申請人本人が在外公館へ出頭し、領事の面前で自ら署名する

(注2)。

（3）原則として本邦に住民登録がないこと（注3)。

必要書類 本人であることを立証する公文書（注4)。

登記手続の場合は、単独形式(形式2）は受理されないこともあるの

で、右を念頭に対応する。

形 式 （1）形式1－貼付の署名証明（署名すべき文書が日本語である場合)。

（2）形式2－単独の署名証明（同上（注5） ）。

（3）形式3－貼付の署名証明（署名すべき文書が外国語である場合）

(注6)。

注意事項 (注1）二重国籍者を含む。外国籍者は取り扱わないが､元日本人の場

合、不動産登記・遺産相続・所有財産整理手続きは対応してよい。

(注2）代理申請は認められず､事前に署名および栂印したものは削除

し新たに署名させる。

(注3)本邦に住民登録がある場合や住民登録の有無の確認ができない

場合で､例外的に申請を受け付けられる条件は「署名証明マニュア

ル」の2．発給条件を参照。

(注4)旅券または現地当局発行の写真付き身分証明書､運転免許証等

(注5）形式1か形式2にするかは、本邦提出先の意向次第

◎

(注6)署名証明書は原則として本邦関係機関に提出されるものである

ため､例外的に外国の関係機関に提出される場合に使用するもので

ある。また、外国文での単独の署名証明は取り扱わない。
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署名(及び栂印)証明マニュアル

目 次

1 ．概説｡ ． ・ ・ ・ ｡ 。 。 。 。 。 ． ” 。 。 ” . . ・ ・ ・ ｡ 2

○
2発給条件・ ・ ・ ・ 。 。 ・ ・ ・ 。 。 ・ ・ ・ ・ ” ・ ・ ・ ・ a

圭3． 必要一 類。 ・ ・ ” ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 ． 。 ． . ． 。 。 ろ

4．証明形式について． ・ ・ ・ 。 ・ ・ 。 ． 。 ” ・ ・ ・ ・ 。 6

5．作成要領・ ・ ・ 。 。 。 ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ フ

6．執務参考資料・ ・ ・ 。 ・ ・ ． ・ ・ ・ “ 。 。 ・ ・ “ 。 。
■

（1）署名(及び栂印)証明申請書, 。 。 。 ・ ・ ・ ， ・ ・ ・

（2）証明書形式． 。 ｡ ” ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． 。 ．

２
２
３

１
１
１

○



署名(及び栂印)証明

【1 ．概説】

（1）署名証明とは

署名(及び栂印)証明(以下「証明書」という｡)は，領事担当官の面前で

行われた私文書上の署名及び栂印が申請人のものに相違ないことを証明す

るものであり，外国関係機関あて等一部例外を除いて，本邦市区町村役場

発行の印鑑証明に代わるものとして本邦での手続に使用する。

なお，私文書の内容に疑義がある，又は証明書が不当に使用されるおそ

れがあると判断される場合には本件証明を行わない。

また， 当該証明は本邦公証人が取り扱う私署証書の認証の効力は伴わな

い。

１
Ｊ

○

(注1）本人の署名を証明するのは，基本的に滞在国の公証人であり，当該

証明は，在留邦人の利益保護の観点からなされる便宜的な証明である。

したがって， 日本国籍を有しない者は証明の対象とならない(元日本

人に対する例外措置については，後述2（1） （注）参照） 。

(注2)在外公館は，署名と栂印双方を証明する。申し出により署名のみを

証明することもできる。ただし， この場合，本邦提出先の意向を申請

人にあらかじめ確認してもらう。 (5. (4)('f)(b)( i ), 5. (4)

(D)(b)(i)参照)。

なお，栂印だけの証明を目的とする場合は取り扱わないが，身体障

害，高齢等のため署名が困難である申請人からの申し出の場合は，証

明書にその旨領事が明記した上で取り扱って差し支えない

(注3）翻訳証明に代わる処理として翻訳宣誓書形式の署名証明の発行も可

能である。 （詳細は，証明マニュアルの「翻訳証明』の1． （4）参照）

(注4）館長又は臨時代理自身の署名(及び栂印)証明については，諸証明の

発給権者である自己の署名(及び栂印)について証明することができる。

手数料は徴収する。ただし， この場合，本邦提出先が受け付けるかど

うかについてあらかじめ確認する必要がある。

○

（2）主な使用目的例

（イ)遺産分割協議手続

（口)不動産登記手続（委任状等）

（ハ)自動車名義変更(廃棄)手続（委任状等）

（二)銀行口座の名義変更に係る手続

（ホ)その他，各種契約･申請等に係る手続



(注1）遣産の相続放棄(民法第915条，第938条)の場合，同放棄書は本邦

の家庭裁判所での手続に提出されるので，取り扱って差し支えない。

(注2) 「被相続人の生前において，相続分に等し<,又は相続分を超えて

贈与を受けていたので，相続分は存在しない。 」とする相続分不存在

の証明の場合(民法第903条)も，取り扱って差し支えない。

(s)提出先

（イ)原則として証明書は本邦の関係機関に提出される(官公署に限らない)。

（口）ただし， 申請人が滞在国の関係機関へ提出することを希望する場合は，

下記(a)又は(b)のいずれかに該当する場合に限り，外国文(形式3,

又は任国の言語)で発給して差し支えない。

なお， いずれにも該当しない場合は，事情を付し本省に経伺する。

(a)申請を受け付ける在外公館の所在(管轄)する国に公証人の制度が存

在しない場合。

(b)提出先より，我が国の在外公館発行の署名証明を要求されているこ

とが文書又は当該国の法制度等により確認できる場合。

（ハ)申請人が第三国の関係機関へ提出することを強く希望する場合は，提

出先，使用目的を聴取のうえ， また当該国（地域）関係当局より署名証

明を要求されていることを証する書類の写し等参考となる資料を提出さ

せ本省に経伺する。

、

○

（4）手数料

領事官の徴収する手数料に関する政令第1項第24号「ロ」に定める手

数料を徴収する。

○

【2．発給条件】

（1）日本国籍の確認

現に日本国籍を有する者であること（3．参照） 。

(注）元日本人に対する例外措置

元日本人については，本邦官公署発行の公文書をもって日本国籍を有

していたことが明らかであり，かつ，以下(イ)又は(口)のいずれかの使

用目的に該当する場合は取り扱って差し支えない。

（イ)遣産相続に関する本邦での手続の場合

遺産分割協議書への署名， ・遺産の相続放棄に係る手続，不動産の登記，

証券の名義変更，銀行口座の名義変更等

（口)本邦にて所有する財産の整理に係る場合

本邦の不動産の売却(譲与)に係る手続， 自動車の売却(譲与，廃棄)に



係る手続証券の売却(譲与)に係る手続等

（この措置は， 日本人であった時に所有していた財産の整理等の手続に

ついて対象とするものであり，外国人として新たに財産を所有するため

の手続では取り扱わない。また， 日本人であった際所有していた財産で

あるかどうかの判断が困難な場合は， 当該財産を手放す手続(譲与，廃

棄等)の場合に限り取り扱うこととする。 ）

また，本邦での手続の際は，提出先より証明書の他に現住所の証明と

して在留証明を要求される場合が多いが，元日本人については，居住証

明にて対応する。

(2)本邦住民登録の有無の確認

（イ）在外公館が取り扱う署名証明は，原則として海外に長期間在住のため

本邦の住民登録が抹消されたことにより本邦で印鑑証明が取得できない

邦人に対し，印鑑証明の代わりとして便宜的に発給している行政証明で

ある。 したがって，本邦に住民登録を有していないことを申請者に口頭

にて確認する必要がある。

（口）なお、本邦に住民登録がある者よりの申請，あるいは住民登録の有無

○

の確認が出来ない者からの申請は，原則として以下(a)又は(b)のいず

れかに該当する場合は例外的に申請を受け付けて差し支えない(なお，

本邦に住民登録があることにより，提出先から市区町村役場発行の印鑑

登録証明書の提出を改めて求められる等，最終的に在外公館が発行した

署名証明が受理されない可能性があり得る旨説明する)ものとするが，

発給の可否について判断に苦慮する場合は本省に経伺する。

○ (a)長期滞在者(在留届の提出等により客観的に本人確認できる在留邦

人)であって，証明書の使用目的に特段の事情があると判断され，か

つ，本邦市区町村役場が発行する印鑑証明の代わりとして，本邦提出

先において在外公館の発行する証明書を受理されることが申請人を通

じ確認できる場合。

(b)滞在国関係機関から特に要求があり，邦人の便宜上真に必要と認
められ，外国文により証明する場合（1 ． （3） （ロ）参照） 。

（注1）本邦に住民登録がある場合で，証明書の使用目的が不動産登記や

自動車登録の場合には，不動産登記令(第16条)， 自動車登録令(第

16条)の規定に基づき， それぞれ本邦市区町村役場が発行する印鑑

証明の提出が義務付けられている。

(注2)本邦に住民登録がある申請人の場合は，署名証明が本邦において

有効に活用されないこともあるため，原則として使用目的が限定さ

れる形式1のみの対応とする。 （ただし，本邦提出先が形式2を受

け入れることが申請人を通じて確認できる場合は，形式2の発給を



１
１
、
ｊ
Ｊ
Ｉ
ノ

可とする｡）

(ハ)短期旅行者(海外の国や地域を転々としている旅行者等)からの申請に

ついては，本邦の住民登録の有無を申請人に口頭にて確認の上，使用目

的及び提出先（担当部署，連絡先電話番号）を付して本省に経伺する。

(注)一般的に本邦における諸手続においては，署名証明は在留証明と一緒

に求められる場合があり， また，本邦関係機関では署名証明は海外に長

期在住している邦人に対し発給されるものであると理解されているので，

当該申請人があたかも海外に在住しているような誤解を与える可能性が

ある。したがって，原則として在留証明の発給の対象とならない短期旅

行者に対し，安易に署名証明を発給すれば本邦提出先より在留証明も併

せて要求されるといった事態も生じかねないので， この点留意する必要

がある。
○

(S)受付時の証明申請意思の確認

特に判断能力に問題があると認められる申請人の場合には， 申請人の意

思とは関係なく，親族又は知人等のすすめにより，証明書を申請すること

があり得るので，必ず証明書の必要性につき申請人本人に確認する。

仮に申請人本人の判断力がないと判断される場合は， 日本の法律にした

がった手続により後見人又は保佐人を指定させ， 申請人(被後見人・被保

佐人)名義の書類(不動産登記手続書類，銀行口座名義変更手続書類等)に

後見人又は保佐人に代理署名させる。

申請を受け付ける場合は，裁判所からの後見人又は保佐人であることが

分かる確定審判書謄本又は法務局の後見登記事項証明書を提示させる。

○
（4）申請先公館

証明書の発給対象者は，原則，各在外公館の管轄区域内に長期に居住す

る邦人であること。ただし，同一国内であっても他公館の管轄区域内に居

住する者や他国に居住する者が，本来申請に赴くべき公館よりも地理的に

近く， 申請が容易である等の理由(例えば， フランス国に居住する者がス

イス所在の在ジュネーブ総領事館で申請する)で来訪した場合は，居住地

に所在する在外公館以外の公館が発行した証明書が提出先において受理さ

れることが確認できる場合に限り，取り扱って差し支えない。

【S.必要書類】

申請人の本人確認のための必要書類については，以下のとおり。

（1）日本人の場合

有効な日本国旅券，又は



戸籍膳(抄)本（原則として発行後3ケ月以内のもの）に加え，運転免許証

や任国官憲が発行した写真付きの外国人登録証などの身分証明証等。

日本国籍を喪失していないことを確認するために、要すれば滞在資格を証

する書類。

(2)元日本人の場合

失効した日本国旅券，又は

戸籍（除籍）膳(抄)本（原則として発行後3ケ月以内のもの）に加え，運

転免許証や任国官憲が発行した写真付きの身分証明証等。

(注)証明書発給申請に係る本人確認資料は原本を提示させることとする。

ただし，やむを得ない事情により， 申請時には写し(コピー)の提示し

かできない場合で，特段の疑義がない場合は，後日，原本の提示を行

う旨の誓約書を取り付けた上で， 申請を受理して差し支えない。
○

【4．証明形式について】

（1） 「形式1 （貼付形式の署名証明:署名すべき文書が日本語である場合)」

「形式1」は， 申請人が「署名すべき書類（『遺産分割協議書』 ， 『委

任状』等)」を所持しており， 当該書類に申請人が領事担当官の面前で署

名したことを証明するものである。

在外公館の証明形式(ページ)は申請人が持ち込んだ書類に貼付され， そ

の綴じ目に公館長の契印が捺印される(5. (4)("r)(d)参照)。

なお，通常，本邦の法務局での手続l並「通式Ⅲが要求され， ［形式

○ 三」」ま受理されないこともあるのLで右を念頭に対応ありたい

（2） 「形式2(単独の署名証明)」

「形式2」は，市区町村が発行する印鑑証明のような形式で，

明書上に申請人の「署名及び栂印」及び「人定事項」を記載し，

するものである。

一枚の証

右を証明

（3） 「形式s(貼付形式の署名証明:署名すべき文書が外国語である場合)」

通常，証明書は本邦関係機関に提出されるため，上記（1）及び(2)がほ

とんどであるが，例外的に外国の関係機関に提出される場合に使用する

（1． （3）． （口)参照)。

(注)外国文の「単独の署名証明く形式2）」は発行しない。



【5．処理要領】

（1）申請書の記入

申請人に署名(及び栂印)証明申請書(6． （1）参照)を記入させる。

その際，以下の点に注意し記入するよう案内する。

（イ） 「貼付形式の署名証明」と「単独の署名証明」の2つの形式がある

（「形式s」は案内不要)（4.参照)。

（口)氏名欄には原則として戸籍に記載のとおり記入させる。

ただし， 日本語を解さない等で戸籍記載の漢字氏名を申請書に記入で

きない場合は，常用漢字，ひらがな・カタカナ，アルファベット （旅券
（

上の氏名のとおりとする）等を用いて，記入する。

（注）申請書の漢字氏名表記については，旅券提示であれば特に必要が

ないが，戸籍膳(抄)本を提示する場合は，表記を確認する必要がある。

（ハ)旅券番号欄には有効期限内の日本旅券番号のみが記載される(外国旅

券の番号，又はその他の証明書番号は証明書に記載しないので不要)。

（二）申請書「使用目的」欄及び「提出先」欄は，証明書が他の目的に使用

（悪用又は流用等）されることを抑止する観点からも，必ず記入させる。

（ホ)証明書の使用目的や提出先が正確にわからない場合は，次の記入例を

参照にして記入させることとする。

（記入例）

○使用目的が正確に分からない場合

・実際は「遣産相続に係る銀行口座名義変更(又は証券名義変更)手

続」→他方『遺産相続手続｣.でも可。

。実際は「不動産登記に係る本邦代理人への委任状作成」→他方

「不動産購入」でも可。

○提出先が正確に分からない場合

・実際は「東京法務局港支局」→他方「法務局」でも可。

･実際は「東京運輸支局」→他方「車のディーラー」でも可。

“実際は『家庭裁判所」→他方「○○司法書士事務所」でも可。

○

○

〃

(注1）申請書には， あらかじめ公館名(在○○○○日本国総領事)等変更の

ない点について，不動文字を挿入し，また，使用目的をチェック項目

等で選択できるよう，記入すべき項目の軽減を図ることが望ましい。

(2)日本国籍の確認(2. (1)参照）

（3）申請の意思確認(2. (s)参照）

(4)証明形式別作成要領



(イ）形式1 （貼付形式の署名証明：署名すべき文書が日本語である場合）

(a)必要事項の記載

申請書に基づき，形式1の証明書に館側又は申請人にて必要事項を

記入し，備考欄等空白の部分は斜線で削除する(下記(iii) , (iv))6

(i )氏名欄に申請書と同じ氏名をタイプ打ち，又は手書きで記入す

る。 （5． （1） （口）参照）

(ii)生年月日欄(及び氏名をアルファベットで記入した場合の氏名

欄)は旅券等で確認の上記入する。

(iii)有効な日本国旅券を所持していない場合，又は正当な理由によ

り有効な日本国旅券が提示できない場合は旅券番号欄を斜線で削

除する。

(iv)備考欄は， 「右手親指以外で栂印した場合の指の名称」 ， 「法

定代理人が署名した場合の代理人氏名・続柄』 ， 「後見人が代理

署名した場合の代理人氏名・続柄」 ， 「現在の国籍」等を記載す

ることとするが， 備考欄に記載する事項がない場合は， 当該欄を

斜線で削除する（2． （1）,2． （3）及び5. (4)(ar)(b)(iv)参照)。

○

(b)領事担当官面前での署名

申請人が持ち込んだ文書の署名すべき欄には，領事担当官の面前で

貼付書類に署名及び栂印させる。

( i )署名及び栂印の両方を証明する。

ただし， 申請人が署名のみを希望する場合，又は栂印を拒否す

る場合は，栂印がないことにより本邦での手続に支障がないかを

確認の上(口頭でよい)取り扱って差し支えない。

(ii )署名箇所には，原則として戸籍に記載されている氏名を使用さ

せる。

ただし， 申請人が日常用いている署名を使用したいと希望する

場合は，本邦での手続に支障がないかどうか申請人にあらかじめ

確認させた上(口頭でよい)取り扱って差し支えない。

(iii)事前に署名及び栂印した文書を持参した場合には，文書を新た

に作成させるか，既にある署名及び栂印の下，又は脇に，再度領

事の面前で署名させた上で証明する。事前の署名及び栂印は斜線

． （ 「×」印)で抹消する。

(iv)栂印は右手親指を原則とし，右手親指を欠損している場合は左

手親指とし，両手の親指を欠損している場合は，順次右手人差指，

左手人差指とする。

なお，栂印が右手親指以外の場合は，証明書備考欄にその名称

を記載する（ 「栂印は左手親指」又は「指印は左手人差指」等)。

(c)証明書に証明書番号(証明書発給台帳より採番),発給年月日及び発

給者(館長又は臨時代理)の官職氏名を記載の上，角型公館長印を捺印

○



する(朱肉使用）

(d)作成した証明書を原則原文書末尾に貼付し，その貼付はのりしろを

確保できる部分を確保の上，その綴じ目に角型公館長印を用いて契印

する(朱肉使用)。 （改ざん等防止の観点からのりづけを原則とする。 ）

(e)署名した項(ページ)と完成した証明書の写しをとる。

(f)証明手数料は1通毎に第24号「口」の手数料を徴収する。領収書

は複数の証明分を取りまとめて1枚の領収書で発行して差し支えない。

(9)証明書発給台帳に記入する。

(h)申請書，署名した項(ページ)及び証明書の各写しは公館にて保存す

る。保存期間3年。

○ (ロ）形式2（単独の署名証明）

(a)必要事項記載

申請書に基づき，形式2の証明書に館側又は申請人にて必要事項を

記入し，備考欄等空白の部分については，斜線で削除する(下記(iii),

(iv), (v))。

(i )氏名欄に申請書と同じ氏名をタイプ打ち，又は手書きで記入す

る（5． （1）（口)参照） 。

(ii)生年月日欄(及び氏名をアルファベットで記入した場合の氏名

欄)は旅券等で確認の上記入する。

(iii)有効な日本国旅券を所持していない場合，又は正当な理由によ

り有効な日本国旅券が提示できない場合は旅券番号欄を斜線で削

除する。

(iv)備考欄は、 「右手親指以外で栂印した場合の指の名称」 ， 「法

〃 定代理人が署名した場合の代理人氏名・続柄」 ， 「後見人が代理

署名した場合の代理人氏名・続柄」 ， 「現在の国籍」等を記載す

ることとするが， 備考欄に記載する事項がない場合は， 当該欄を

斜線で削除する。

(v)下記(c)の公館長印捺印前に内容の正誤につき申請者に確認す

る。

(b)領事担当官面前での署名

証明書の署名欄に，領事担当官の面前で署名及び栂印させる。

( i･）署名及び栂印の両方を証明する。

ただし， 申請人が署名のみを希望する場合，又は栂印を拒否す

る場合は，栂印がないことにより本邦での手続に支障がないかど

うか確認の上(口頭でよい)取り扱って差し支えない。

(ii)署名箇所には，原則として，戸籍に記載されている氏名を使用

させる。

ただし， 申請人が日常用いている署名を使用したいと希望する

場合は，本邦での手続に支障がないかどうか申請人にあらかじめ

○



確認させた．上(口頭でよい)取り扱って差し支えない。

(iii)栂印は右手親指を原則とし，右手親指を欠損している場合は左

手親指とし，両手の親指を欠損している場合は，順次右手人差指，

左手人差指とする。

なお，栂印が右手親指以外の場合は，証明書備考欄にその名称

を記載する（ 「栂印は左手親指」又は「指印は左手人差指」等)。

(c)証明書に証明番号(証明書発給台帳より採番),発給年月日及び発給

者(館長又は臨時代理)の官職氏名を記載の上，角型公館長印を捺印す

る(朱肉使用)。

(d)完成した証明書の写しをとる。

(e)証明手数料は1通毎に第24号「口」の手数料を徴収する。領収書

は複数の証明分を取りまとめて1枚の領収書で発行して差し支えない。

(f)証明書発給台帳に記入する。

(g)申請書及び証明書の各写しは公館にて保存する。保存期間3年。

○

k)形式e(貼付形式の署名証明：署名すべき文書が外国語である場合）

(a)必要事項記載

申請書に基づき，証明書にアルファベットで申請人氏名(旅券上の氏

名のとおりとする。 ）及び生年月日をタイプ打ち，又は手書きで記入

する。

(b)領事担当官面前での署名

申請人が持ち込んだ文書の署名すべき欄に，領事担当官の面前で署

名させる。

(ハ)形式3

○ .(注)事前に署名(及び栂印）した文書を持参した場合には，文書を新た

に作成させるか，既にある署名(及び栂印)の下又は脇に，再度領事

の面前で署名させた上で証明書する。事前の署名(及び栂印)は斜線

（ 「×」印)で抹消する。

(c)証明書には証明番号(証明書発給台帳より採番)を記入し，公館長又

は担当官(代理署名の指定を受け本省に報告済みの者)が署名し，氏名

・官職・公館名を記載の上，丸型館印を捺印する(青又は黒スタンプ

インク使用)。

なお，担当官が署名した場合は，公館名（大使館（総領事館）の場

合）の下に「(fortheAmbassador (fortheConsulGeneral) )」と

記載する。

(d)作成した証明書を原則原文書末尾に貼付し，その貼付はのりしろを

確保できる部分を確保の上，その綴じ目に丸型館印を用いて契印す

る(青又は黒スタンプインク使用)。

(e)署名した項(ページ)と完成した証明書の写しをとる。



ｰ

ー

(f)証明手数料は1･通毎に第24号『口」の手数料を徴収する。領収書

は複数の証明分を取りまとめて1枚の領収書で発行して差し支えない。
(g)証明書発給台帳に記入する。

一ジ)及び証明書の各写しは公館にて保存す(h)申請書，署名した項(ペ

る。保存期間3年。

○

○

P
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在○○日本国大使(総領事)殿

以下の目的のため私の署名(及び栂印)証明を申請します6

●必要な証明形式(｢形式1｣または｢形式2｣)にチェックを入れてください。
ﾛ ミ

6

□「形式2｣(単独型）□「形式1」(貼付型）
ロ

署名をする必要のある書類に､申請人が署名したこ
とを証明する形式です｡お手持ちの書類に､大使館
(総領事館)の証明が貼付されます。

市区町村役場で発行される印鑑証明のように申請人
の署名および栂印であることを､一枚の証明書として
発行します。

必要通数 通
戸
） 必要通数 通

’

計 通
《
ロ

､ ,- 訂 画北上茜一 | ■傍I里三 －－豆型一寸. 且 ' ■田マ ェロ Q 一一＝

I(※読みやすい字体で原則として戸籍上の氏名を記入してください｡）

二＝ニニニーー ”弓一旦 ロー寺独乏 召へ 世

申請人氏名

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
I

|旅巽号’
日本
旅券番号

生年
月日

q

〔 年 月 日
q

外国語:---------..-..-------..------------------.-------------.----.･一--－－．－－－－現住所

F ﾛ 画l 刺

１
１ ［抹消しています。 ） 〔抹消していません。

[澪:葛一一一一師[鯛砂撫抹潟して
）私は、日本の住民登録を、

- - 藍 - . - . - = 一 弓二一・ 口 ・三丁ローﾛｰﾆﾛﾆﾆﾛ＝=亟二 三島ﾆｰﾆｰ ﾆﾆ竺 ニ ー ー 一二ﾆﾆ ﾆ= 三二一一一一一一

住民登録市区町村役場名：
い

鯵い場合

使用目的

(遺産分割協議書への署名、不動産登記､車の名義変更､銀行手続き等）

(○○法務局､○○運輸支局､○○銀行､司法書士､行政書士等）

提出先

|有’有
日本の住民登録(印鑑登録)を抹消していない方の場合､提出先関係機
関が、日本国大使館(総領事館)の証明を要求していますか？

鉦
〃18，

【

’
連絡先 (自宅･勤務先･携帯）

備考

, 華
一



在ニューヨーク日本国総領事殿

以下の目的のため私の署名(及び栂印)証明を申請します。

●必要な証明形式(｢形式1｣または｢形式2｣)にチェックを入れてください。

図「形式1」(貼付型） □「形式2｣(単独型）
画一■ 可

I

~－，▽一一坐一一一一二＝

署名をする必要のある書類に､申請人が署名したこ
とを証明する形式です｡お手持ちの書類に､大使館
(総領事館)の証明が貼付されます。

市区町村役場で発行される印鑑証明のように申請人
の署名および栂印であることを､一枚の証明書として
発行します。

ロ ‐

（
） 必要通数必要通数 3通 通

B一一』 四一 ■ … 一一 ﾄーニ ー ー

計 3通合

(※読みやすい字体で原則として戸籍上の氏名を記入してください｡）b

申請人氏名
証明花子

一一一ー＝ー＝＝一一一一ーー一一＝一一ｰ一幸ー一一 ー■■＝ーーｰー一一一一一一一一一一一一一戸ー－－－ーｰ一一ー一一一＝ｰ南画一ー一ーー一一一一一ーーーー一一■■■■ーー＝ー一ｰ■■一一一一一一一一一一一＝ー＝ーｰ－－－一ーー‐－－－－－ニーーーーーーーーー‐一一一一一一一－一一一一一一

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ SHOMEIHanako

生年
月日

日本
旅券番号

大。

､平．
50年 8月23B MAO123456

299ParkAvenue,NewYork,NY10171,U､S.A
外国語:－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－‐現住所

（ ) （

) （

〕私は、日本の住民登録を、 抹消していません。
C ー＝字一一一一一一一一一一一■■一一一ーーーーー一一ー＝一一－一一ｰ■ーーー一一一－一－一ーー一＝ーーー■■一ー一一~ーー一一一一ー草一一一■■ｰ一ー一一一＝一一一一一一ーー■■一－一一■■ーーー＝ー－－－－一一

（
■
■
都
府 (郡)厩：

抹消してい
ぢい場合

住民登録市区町村役場名

(遺産分割協議書への署名、不動産登記､車の名義変更､銀行手続き等）

使用目的
登不動

■

(○○法務局､○○運輸支局､○○銀行､司法書士､行政書士等）

提出先
ー■ ■■■■■

×××法 局

⑤
日本の住民登録(印鑑登録)を抹消していない方の場合､提出先関係機
関が、日本国大使館(総領事館)の証明を要求していますか？

無

連絡先 (自宅･勤務先･携帯) 212-3XX-XXXX
一画

備考
－

XXXXX
’



(2)証明書形式：見本

形式1:貼付

証 明 書

以下身分事項等記載欄の者は､本職の面前で貼付書類に署名
(及び栂印を押捺)したことを証明します。

○

※氏名の漢字等綴りは申請人の申告に基づく場合があります。

証第 号

令和元年○月○日

在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

○
ア｛■■ーーｰｰｰ'■■ !■■ーーｰｰー!■■ '■■ '■■一一一■■－－'■■勺

0 1

1 1

0 0
0 I

I B
1 1

1 1

1 1

0 ． 1

公印 1
1

1

太郎 ’
1 1
I I

I O
U I

O I
I 0

1 0

1 I
L‘－－－，ロローーーーー‘..－‘ﾛ.一一一一,ﾛ.‘..‐．,．－,-.-＄

13ページ(貝太）グー坐〃． ．p●､ロ

身分事項等記載欄

氏名 ■
■ 証明花子

Ｆ
Ｏ

生年月日 ■
■ (明･大” 平･令） 45年 4月 6日

日本旅券番号 ■
■ MAOOOOOOO

備考 ■
●



形式2:単独

見本

証 明 書

以下身分事項等記載欄の者は､本職の面前で以下の署名欄に
署名(及び栂印を押捺)したことを証明します。

○

※氏名の漢字等綴りは申請人の申告に基づく場合があります。

署名： 証明花子 (栂印）

○〆、、_ノ

証第 一 号

令和元年○月○日

在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

炉一一一一｡■■‐一一ー!■■－－1ー－－－－－－－－－一寸

1 0

1 1
1 0

1 l
O I

I l
l l

I O
1 1

公印 ’
1

I

太郎 ’
1 0
F 0
1 0

6 1
0 1

1 8
0 I
I l

L,..一一‘ﾛ.一一一,..－－－－－－．一‘..－－－－－－－1

(手数料： ）

14ページ(弓_太）

身分事項等記載欄

氏名 ■
● 証明花子

生年月日 ■
■ (明｡大・ 平｡令） 45年 4月 6日

日本旅券番号 ■
■ MAOOOOOOO

備考 ■
■



形式S:外国語

見本

Cert・No.『 一

CERTIFICATE

Thisistocerti吋七hatthesignatureofMrs.SHOMEIHanako

bornonApril eth,1970.,affixedtotheaccompanyingtlocument, is
巳

genulne｡○

』

ADril lSt､200SNewYork
P

(place) (date)

｡β･〆････●･ロ･oQoo”･●●…｡●“。｡◆“･◆｡c“●｡･･軸caDoQo・
診・弱･掩,繰〆
財
・
蕗

多勿伽挽伽
■

､
。
ｐ
●

丸印
GAIMUTaro

Consul-Genaral

Consulate-GeneralofJapan
atNewYorl<

○
田

げ
ざも

も

麹'．､"､鑓....､_…_=_一…"....､識...・・鋼'録

(絶e ）

|聴薯雫藤工二三一~一~~~~~－1

Ｉ

伊

Ｉ
Ｉ
Ｉ

P

丸印

箕ノ
SATOJiro l

lVice-Consul
I

Consulate-GeneraiofJapani
atNewYork l

(fOrtheConsulGenelfal)|
'一一一一一一一＝･･･T宮沢＝-ザ(買太アーーーーー一･･･一･･･一一･･･ ･･･一－二



、－

一般人（在留邦人）の印鑑証明（24号ロ）

○

○

一

一

内 容 申請人が居住地の管轄公館に登録した印鑑の印影に相違ないことを

証明する(注1)。

使用目的 本邦市区町村役場が発行する印鑑証明に代わる証明として発行する
● ◆

もの。提出先は本邦の関係機関となる。

主な使用目的は次のとおり。

(1)遺産分割協議手続。

(2)不動産登記関係手綴

(3)自動車名義変更（廃棄）手続｡

(4)銀行口座の名義変更に係る手続。

(5)その他、各種契約・申請等に係る手続。

条 件 (1)登録できる者

①満15歳以上の日本人(二重国籍者含む｡）で，成年被後見人でない者。

②3ヶ月以上管轄区域内に住所を有し，在留届を提出している者。

③本邦市区町村及び他の在外公館に印鑑登録がないこと。

④本人が公館へ出頭して申請すること｡代理及び郵送による申請は取り

扱わない。ただし，やむを得ない事情がある場合には本省経伺

(2)登録できる印鑑(注2）

①一人1個に限る。

｡

②一辺の長さ25皿の正方形内に収まるもの。ただし，一辺の長さ8皿

の正方形内に収まるものを除く。

③戸籍上の氏名，氏若しくは名，又は氏名の一部の組み合わせを刻した

ものに限る。

(3)証明書発給申請

①公館に印鑑登録を有すること（登録と同時に発給申請できる)。

②本人が公館へ出頭して申請すること｡代理及び郵送による申請は取り

扱わない。ただし，やむを得ない事情がある場合には本省経伺。

③領事関連データ管理システムで継続して在留していることが確認で

きること。



○

○○

｡

必要書類 (1)登録申請

①本人であることを立証する公文書性3)。

②登録しようとする印鑑

③申請人の住所を立証できる書類性4)。

④二重登録でないことを立証する文書(注5)。

(2)証明書発給申請

①登録印鑑

②本人であることを立証する公文書。

形 式 すべて一定書式による日本文の証明。

注意事項 (注1)この証明は必要書類や条件が多いため申請人の負担が大きく，更

に登録者が管轄地外に転出するまで印影を保管したり，登録者から

通知がない限り転出したことを確認することが困難であるため,先

ずは印鑑証明に代わる証明として,本邦提出先に広く認識されてい

る署名(及び栂印)証明につき案内したうえで受け付けることが望

ましい。

性2)他の人によって既に登録されているもの，印影が鮮明でないもの．

やゴム印等変形し易いものは登録できない。

(注3)有効な日本旅券。または戸籍膳(抄)本や戸籍の附票及び現地当局

発行の写真付き身分証明書，運転免許証等。

(注4)住所を立証できる文書(例えば,居住証明書,外国人身分証明書，

外国人登録証,運転免許証，労働・就労許可証,納税証明書等で申

請人の住所氏名が記載されているもの）や公共料金の請求書･領収

書，住宅賃貸契約書等。

(注5)本邦より直接渡航した者は住民票の除票又は戸籍の附票。

他公館管轄区域から転居した者で,他公館登録実績がある場合は

印鑑登録廃止届出書写し｡登録実績がない場合は住民票の除票又は

戸籍の附票提出のうえ,前在住地管轄公館へ登録の有無につき確認

する 。
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印鑑証明

【1 .概説】

（1）印鑑証明とは

印鑑証明(以下「証明書」という｡)は，証明書の印影が， 申請人におい

て･その住居地を管轄する公館に登録した印鑑の印影に相違ないことを証明

するものであり，本邦市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして本

邦での手続に使用する。

なお，証明書が不当に使用されるおそれがあると判断される場合には本

件証明は行わない。

○
(注1）本邦における主な提出先(法務局，社会保険庁，銀行等)では， 印鑑

証明に代わる証明として，公館発行の署名(及び栂印)証明が広く認識

されている。印鑑登録については，必要書類や条件が多く， 、申請人の

負担が大きい。更に，一度公館に登録された印影は，登録者が管轄地

外に出るまで，半永久的に保管されなければならないうえ，管轄地外

に住居を移したかどうかを確認することは，本人からの申し出がある

までは極めて困難である。以上の点から，印鑑証明の取扱いは， まず

署名証明につき案内したうえで受け付けることが望ましい。

(注2)館長又は臨時代理自身の印鑑証明については，諸証明の発給権者で

ある自己が所有する印鑑の印影について証明することができる。手数

料は徴収する。ただし， この場合，本邦提出先が受け付けるかどうか

についてあらかじめ確認する必要がある。

ひ

○
（2）主な使用目的例

（イ)遺産分割手続

（口)不動産登記関係手続

（ハ)自動車名義変更(廃棄)手続

（二)銀行口座の名義変更に係る手続

（ホ)その他，各種契約・申請等に係る手続

（3）提出先

原則として証明書は本邦の関係機関に提出される(官公署に限らない)。

(4)手数料

印鑑証明書1通毎に領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第24

号「口」に定める手数料を徴収する。なお， 印鑑登録(廃止・変更)手続に

当たっては手数料を徴収しない。



(5)署名証明との相違

印鑑証明は署名証明と共に, 、本邦における印鑑証明の代わりとして

提出されるものであるが，署名証明と比べ以下の点が異なる。

（イ)一定の条件を満たす印鑑が必要（印鑑を所持しない在留邦人が多い）

である。

（口)登録に必要な書類が多い。

（ハ)管轄地内に住所を有する者に限られる。

(6)本邦の印鑑登録手続との相違

（イ）申請人が住所を証明しなければならない。

（口）申請人が本邦又は他公館に印鑑登録のないことを証明しなければなら

ない。

（注)本邦では住民登録（住民票）に印鑑登録が連動しているため，転出

届等の提出により住民登録が抹消される場合， 自動的に印鑑登録も抹

消されるため二重登録のおそれはないが，旅券法に定める在留届には，

このような連動システムがない。

○

【2．印鑑登録】

（1）登録条件

（イ)登録を行う者

(a)満15歳以上の日本国籍者(二重国籍者を含む)であり，成年被後見

人(被保佐人)でないこと。なお，被補助人については本人の意思確認

に疑義があれば本省に経伺すること。

(b)本邦に住所を有さず管轄区域内に住所を有し，在留届を提出してい

ること。

(c)本邦市区町村，他の在外公館に印鑑登録がないこと。

(d)原則として本人が公館に出頭して登録申請すること。

（注1）在留届未提出の場合には，登録申請時に在留届を提出させれば

よい。一時的に在留している者には登録を認めない。

（注2)郵便による登録申請は取り扱わない。

（注3）代理人による登録申請は原則取り扱わない。ただし，本人が疾

病，老齢その他やむを得ない事情で公館に出頭できない場合には

本省経伺すること。

○

戸

(ロ)登録できる印鑑

(a)一人一個に限る。

(b)印影の大きさが25mの正方形枠内に収まるもの。ただし, SⅢの

正方形枠内に収まるものを除く。



(c)戸籍上の氏名，氏若しくは名，又は氏名の一部の組み合わせを刻し

たものに限る。

(注1）他の人によって既に登録されているものは登録できない。

(注2）印影が鮮明でないものや， ゴム印等変形し易いものは登録でき

ない。

(注S)三文判を希望する申請人に対しては， 同じ印影が多数存在する

ことにより悪用される可能性が高い点を指摘の上，それでもなお，

三文判による登録を希望する場合には，受理することはやむを得な

い。
〆

○ (2)必要書類等
（イ）登録しようとする印鑑

（ロ）申請者本人を確認する書類

満15歳以上の日本国籍者であることを証明する有効な日本旅券。

戸籍謄(抄)本又は戸籍の附票及び現地官憲当局発行の写真付き身分証

明書。

（注)必ず原本を提示させること。

（ハ)申請人の住所を立証できる書類

例：申請人宛(名義)の任国政府発行の公文書，公共料金の請求書・領

収書，携帯(固定)電話請求書。領収書，銀行ステートメント，住居

賃貸契約書等
､

(注1）証明書は本邦において登記等に使用されるので，現住所につい

て宛先の名義人以外の疎明資料を根拠とする場合は(夫名義，父

親名義家主名義等の証明書)， 申出書（5.執務参考資料(8)参照）

を提出させる。 ．

(注2）滞在地がホテル，ホームステイ，ルームシェアの場合であって

も，住所として取り扱うことができる。

(注S)私書箱は原則住所として取り扱わない。なお， 当該国において

居住番地が定められておらず，私書箱表記等が一般的である場合

等特別な事情があると認められる場合はこの限りでない。但し，

私書箱等の住所表記が本邦提出先で受理されるかどうかは提出先

の判断であるので，提出先の意向を確認するよう助言する。

(注4)現住所を確認する疎明資料は，原則として発行後3ヶ月以内

（有効期限のあるものについては有効期限内)のものに限るが，滞

在国の制度(または申請人の滞在形態)により至近の証明書の入手

が困難で古い証明書しか所持しておらず，その疎明資料の真正性

自体に疑義がある場合は，疎明資料を複数提出させる。

(注5)任国政府機関発行の公文書の例：永住許可証外国人身分証明

○



書外国人登録証，滞在許可証，運転免許証納税証明書等で当

事者の氏名及び住所の記載があるもの。

(注6）公用・外交旅券所持者で， 当事者の身分，住所を職務上知り得

ているときは，上記住所立証文書の提出は省略することができる。

(二)二重登録でないことを証明する文書

(a)本邦より直接渡航した者

本邦出発までに居住していた市区町村(前住地)の住民票の除票又は

前住地から国外へ転出した旨記載された戸籍の附票。

(b)他公館管轄区域から転居した者(他公館での登録実績がある場合）

登録公館による受領印済みの印鑑登録廃止届出書写し。

なお，前住地の公館で印鑑登録の廃止を行っていない場合， 当該登録

公館に電話又はFAX等にて連絡し，職権による抹消手続きを行う。

ただし，領事関連データ管理システムで前住地管轄区域より転出して

いることが確認できる場合は抹消手続を省略できる。

○

(c)他公館管轄地区から転居した者(他公館での登録実績がない場合）

本邦出発までに居住していた市区町村(前住地)の住民票の除票又は

前住地から国外へ転出した旨記載された戸籍の附票。

また，過去の在住地管轄公館へ電話又はFAX等にて登録実績の有無

につき確認する

(注1）住民票は国外転出手続後5年経過すると廃棄されるため， 5年

以上継続して在外に居住している者からは戸籍の附票を提出させ

る。

(注2）すでに長期間現地に在留する者で， これらの文書の提出が困難

と認められる場合､滞在許可証や本人の旅券の出入国スタンプ等
によって， 5年以上管轄区域内に在留していることが明らかであ

れば、 これらの文書の提出を省略してよい。

○

(3)登録要領

（イ）申請人に印鑑登録申請書（5.執務参考資料(1)参照）及び必要書類を

提出させる。

（口）2． （1）の登録条件を満たしているか確認する。

（ハ)印鑑登録申請書に記載の住所を住所立証文書で確認する。

（二)二重登録でないことを住民票の除票等で確認し，要すれば関係公館に

確認する。

（ホ)印鑑登録申請書の右上に登録番号及び登録年月日を記入する。

（ヘ)印鑑登録原票（5.執務参考資料(2)参照）は，印鑑登録申請書の記載

事項より転記



して作成する。申請人より登録しようとする印鑑の提出を受けて， 印影

欄に鮮明に押印し， 当該印鑑を申請者に返す(印鑑を預かってはならな

い)。

(卜)印鑑登録原票，登録申請書及びその他の提出書類を一括して登録番号

順に専用ファイルに編綴する。保存期間の定めはなく，抹消するまで保

存する。

(注)印鑑登録関係書類については，現に有効な登録ファイルと抹消済

みファイルをそれぞれ専用に作成し，登録番号順に編綴保管する。

またこれらの専用ファイルは一般の閲覧に供してはならない。
、

【3．印鑑証明書の発給】○

（1）発給条件

（イ）当該公館に印鑑登録を有すること。

（ロ)本人が公館に出頭して申請すること。

（注1）郵便による申請は取り扱わない。

（注2)代理人による申請は原則取り扱わない。ただし，本人が疾病，

老齢その他やむを得ない事情で公館に出頭できない場合には本省経伺

する。

（注s)判断能力に問題があると認められる申請人の場合には本省に経

伺すること。

（ハ)領事関連データ管理システムで継続して在留していることが確認でき

ること。

○
(2)必要書類等

（イ)登録印鑑

（口)有効な日本国旅券。有効な日本国旅券を所持していない場合は，戸籍

膳(抄)本又は戸籍の附票及び現地官憲当局発行の写真付き身分証明書。

(S)作成要領

（イ）申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書により確認する。

（ロ)印鑑証明交付申請書（5､執務参考資料(3)参照）を提出させ，印鑑登

録ファイルから印鑑登録原票を検出し， 申請書の記載事項及び印影を照

合確認する。

（ハ)登録印鑑を提出させ， 印鑑証明書（5.執務参考資料(4)参照）の所定欄

に押印し申請者に返す(印鑑を預かってはならない)。

（二)印鑑証明害に必要事項，証明番号(証明書発給台帳より採番)を記入の

上，角形館長印を押す(朱肉使用)。

（ホ)作成された印鑑証明書の上部と，印鑑証明交付申請書の公館契印欄と



にかけて，角形館長印で契印する(朱肉使用)。なお4通以上の証明書を

発行し契印欄に収まらない場合は,契印欄下の余白部を使用し契印する。

(ヘ)印鑑証明交付申請書の公館契印欄に当該印鑑証明書の番号を記入する。

(卜)証明手数料は1通毎に第24号「口」の手数料を徴収する。領収書は

複数の証明分を取りまとめて1枚の領収書で発行して差し支えない。

(チ)証明書発給台帳に必要事項を記入する。

(リ）申請書及び証明書の写しは公館にて保存する。保存期間3年 ．

登録の廃止・変更手続】

管轄区域内の転居及び住居表示変更の場合を除き，印鑑登録事項に変更

があった場合には,原則としてそれまでの登録を抹消し，必要に応じ新た
な登録番号による新規登録を行う。なお，主な手続きは次のとおり。

【4．

○

（1）管轄区域からの転出等による抹消手続

印鑑登録をした者が帰国又は転居等により，登録公館の管轄区域を離れ

る場合，印鑑登録を抹消しなければならない。届出により抹消するが，届

出がなくとも，本人が既に管轄区域内に居住していないことが公館におい

て判明した場合には職権により抹消する。

(注1）転出以外の理由により印鑑登録を廃止する場合も同一手続による。

例：登録者よ．りの申し出による廃棄, 、日本国籍の離脱，登録者の死亡

(注2）管轄区域から転出後，再度当該管轄区域に転入した場合も登録抹消

及び新たに新規登録手続を行う。

○ (イ)届出による場合

(a･)必要書類等

( i)申請人が登録者本人であることを確認できる有効な日本国旅券。

(ii)登録印鑑

（注)旅券等により本人である届出が明らかな場合，登録廃止届出書

の申請人氏名欄に自署させれば，登録印鑑がなくてもよい。

(b)抹消要領

( i )申請人に印鑑登録廃止届出書(5.執務参考資料(5)参照）を提出

させる。

(ii )申請人が本人であるか否かを旅券により確認する。

(iii)印鑑登録廃止届出書より， 当該印鑑登録申請書及び印鑑登録原票

を検出し，記載事項を確認する。

(iv)検出された印鑑登録申請書及び印鑑登録原票の記載事項部分を斜

線（「×」印)で抹消する。

(v)印鑑登録廃止届出書の公館受領印欄に丸型公印を押印する。

(vi)押印後の印鑑登録廃止届出書の写しを申請者に手交する。



(v)抹消した印鑑登録申請書， 印鑑登録原票を添付書類と共に， 印鑑

登録ファイルから抹消登録ファイルに移し，登録番号順に編綴す

る。保存期間は抹消の日より5年。

(vi)抹消後の登録番号は欠番とし，他の印鑑登録に転用しない。

(口)職権による場合

(a)必要要件

( i )本人が既に管轄区域内に居住していないことや，本人の国籍離脱，

死亡が公館において判明した場合には，職権で抹消手続きを行う。

(ii)本人が百歳以上の高齢者で過去3年間登録在外公館より連絡がと

れず所在が不明な者については，職権抹消することができる。

(iii)領事関連データ管理システムにより本人の転出の事実が確認でき

た場合には職権抹消することができる。

（注1）在留届には職権抹消の規定はないが，本人より管轄地域から

の転出の届出を受けた場合には，印鑑登録を職権抹消することが

できる。

（注2)国籍離脱による抹消は，国籍離脱届出が提出された際に印鑑

登録が抹消されることにつき説明する。

(b)抹消要領

( i )転出，死亡が判明した者の登録時に提出された印鑑登録申請書及，

ぴ印鑑登録原票を検出し，記載事項部分を斜線（ 「×」印)で株消す

る。

(ii)印鑑登録申請書に抹消年月日，抹消理由(具体的事情)を記入する。

(iii)抹消した印鑑登録申請書及び印鑑登録原票を添付書類と共に，印

鑑登録ファイルから抹消登録ファイルに移し，登録番号順に編綴す

る。保存期間は抹消の日より5年。なお，転出や死亡の事実を示す

参考資料はできるだけ収集して編綴する。

(Vi)抹消後の登録番号は欠番とし，他の印鑑登録に転用しない。

○

○

（2）改姓の届出による抹消・再登録

婚姻，離婚，養子縁組等により改姓した場合には， 旧姓による印鑑の登

録抹消及び新姓による印鑑の新規登録手続を行う。

名前のみ刻印された印鑑で登録されている場合等，改姓により登録印鑑の

変更必要がない場合でも，届出により旧姓による登録抹消及び新姓による

再登録(登録印鑑は変更しない)を行うことができる。

（イ)必要書類

(a.)申請人が登録者本人であることを確認できる旅券。

(b)改姓事実を立証する戸籍膳(抄)本

(c)新規登録印鑑(名前のみ刻印されたものであれば，改姓前の登録印

鑑で可）

（注)その他の新規登録に係る必要書類は不要

〆



(口)抹消1)抹消･再登録要領

(a)申請人に印鑑登録廃止届出書，新姓による印鑑登録申請書及び改姓
事実を立証する戸籍膳(抄)本を提出させる。

(b)申請人が本人であるか否かを旅券により確認する。

(c)旧姓による印鑑登録の抹消手続を行う。

( i )印鑑登録廃止届出書より， 当該印鑑登録申請書及び印鑑登録原票

を検出し，記載事項を確認する。

(ii)検出された印鑑登録申請書及び印鑑登録原票の記載事項部分を斜

線（ 「×」印)で抹消する。

(d)新姓による新規登録手続を行う。

( i )新姓による印鑑登録申請書の右上に新規の登録番号を記入する。

(ii )印鑑登録申請書より記載事項を転記し，印鑑登録原票を作成す

る。申請人より，登録しようとする印鑑の提出を受けて， 印影欄に

鮮明に押印し， 当該印鑑を申請者に返す。

(e)抹消した印鑑登録申請書の添付書類を，新規の印鑑登録申請書及び

新たに提出を受けた書類とともに印鑑登録ファイルに一括編綴する。

抹消した旧印鑑登録申請書及び印鑑登録原票は，印鑑登録廃止届出書

とともに印鑑登録ファイルから抹消登録ファイルに移し，登録番号順

に編綴する。保存期間は抹消の日より5年。

(f)抹消後の登録番号は欠番とし，他の印鑑登録に転用しない。

○

（3）登録印鑑の変更による抹消・再登録

登録印鑑の盗難｡紛失･摩滅｡毅損等により登録印鑑の変更の申出を
受けて，印鑑登録の抹消及び新印鑑による登録手続を行う。

（イ)必要書類

(a)申請人が登録者本人であることを確認できる旅券。

(b)新印鑑

（注)新印鑑による登録は，実質的に新規登録と同一であるが，住所

を立証できる書類，二重登録でないことを証明する書類は不要。
（口)抹消・登録要領

(a)申請人に印鑑登録廃止届出書及び新規印鑑による印鑑登録申請書を
提出させる。

(b)申請人が本人であるか否かを旅券等の身分証明書により確認する。 ．

(c)旧印鑑による印鑑登録の抹消手続を行う。

( i )印鑑登録廃止届出書より， 当該印鑑登録申請書及び印鑑登録原票

を検出し，記載事項を確認する。

(ii)検出された印鑑登録申請書及び印鑑登録原票の記載事項部分を斜

線（ 「×」印)で抹消する。

(d)新印鑑による新規登録手続を行う。

( i )新印鑑による印鑑登録申請書の右上に新規の登録番号を記入する。

○

ダ



(ii)印鑑登録申請書より記載事項を転記し，印鑑登録原票を作成す

る。申請人より，登録しようとする新印鑑の提出を受けて，印影欄に

鮮明に押印し， 当該印鑑を申請者に返す。

(e)抹消した旧印鑑による印鑑登録申請書の添付書類を，新規の印鑑登

録申請書。原票とともに印鑑登録ファイルに一括編綴する。抹消した

旧印鑑登録申請書及び印鑑登録原票は，印鑑登録廃止届出書とともに

印鑑登録ファイルから抹消登録ファイルに移し，登録番号順に編綴す

る。保存期間は抹消の日より5年。

(f)抹消後の登録番号は欠番とし，他の印鑑登録に転用しない。

（4）管轄区域内への転居による住所変更

管轄区域内の転居，住居表示の変更等により印鑑登録の記載住所が変更

になった場合は住所変更手続を行う。管轄内であれば抹消・再登録は不要。

（イ)必要書類

(a)申請人が登録者本人であることを確認できる旅券

(b)新住所を立証できる書類(2(2) (z)参照）

（口)必要書類

(a)申請人に印鑑登録変更届出書及び新住所立証書類を提出させる。

. (b)申請人が本人であるか否かを旅券等の身分証明書により確認する。

(c)印鑑登録変更届出書より印鑑登録申請書を検出し，変更届出書の記

載事項を確認する。

(d)印鑑登録原票の旧住所を赤棒線で抹消する。

(e)変更届出書及び提出書類を印鑑登録書類の末尾に編綴する。

○

○



印鑑登録申請書

大使･総領事殿在

｡■

令和 年 月 日

私は下記のとおり印鑑の登録を申請します。

○

○

〔備考欄〕
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可 釜§登録番号

印影

フリガナ

申請者氏名

生:戸籍の氏名綴り

印

生年月日 剰 年 月 日 性別 男・女

現住所

(外国語）
の●~●■●●●●●ーd0DQ■”●p●●“●DOG●●●●●●~●恥Q~●壷■●●00◆O●●●■づ●●◆0･◆もp●●､●●●●◆0◆0●●巳■◆｡●凸●●軸■●■■●●●◆●●●Q函●●●●●●●●~●”●●●｡●●●●●●●O●p●■●■■b●●DQO●●●■●■●●●”0■

(日本語） ．

電話番号

日本旅券番号

過去の在外公館における印鑑登録実績 有り .無し

有りと回答された方:在外公館名〔 〕

本邦での最終住民登録地(市区町村名） 〔 〕

※1:本邦に住民登録されている方は､印鑑登録の対象となりません。

※2:当館管轄地域より転出が確認されたときは登録が抹消されます。



印鑑登録原票

登録年月日：

廃止年月日：

年 月 日

年 月 日

○

』

○

－

ｰ

12

ｌ
Ｅ ]鑑登録番号 印影

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

生

｜

年月日

一

1
明・大｡昭

平･令
年 月 日 性別 男・女

現住所
(外国語）

(日本語）

■｡■､●●●凹一●0◆◆~●｡●●……｡◆00句､●旬●■■●｡●p●0●0●●■O●■●●●●●0●Q■函●◆●●“●~”0吋●●●●■の●●●●q“●●●●●●●“●･●･~D■●●頭■“●●●0－●－9●●●G0OOD◆[＝二ｺ、の00“●●●●●吾二二一二二号号言二二石ヨョ■

備考



印鑑証明交付申請書

9

大使｡総領事殿在

令和 年 月 日

私は下記のとおり登録印鑑の印影の証明書を（ 通)申請します。

○

○

〔公館契印欄〕

、

フ1J 士
b

ナ

申請者氏名

竈:戸籍の氏名綴り

印

生年月日 年 月 日 性別 男。女

現住所
(日本語表記）

電話番号

ﾖ本旅券番長

1

使用目的

(例:不動産登記､車の名義変更等）

提出先

(例:O○法務局､OO運輸支局､○○銀行等）

:備考欄〕

登録印の印影

第 号第 号 第 号 第 号



《

印鑑証明書

証第 号

○

○ 上記印影は､当館登録の印鑑の印影と相違ないことを証明します。

令和 年 月 日

在 日本国大使館(総領事館)--1

特命全権大使(総領事)外琴太鑓
印

1－一一一一一一一一一,－－－－－－＝－‘－8

(手数料： ）

氏名 ■
■

生年月日 ■
● 明・大・昭 ■。 平。令 年 月 日

日本旅券番号 ●
■

現住所(日本語表訓：

備考 ●
凸

●

’

印影



印鑑登録〔変更"廃止〕届出書

在 大使｡総領事殿

令和 年月 日

私は下記のとおり既済の印鑑登録〔変更・廃止〕につき届け出ます。

フリガナ

申請者氏名

｜
○ 鰯，議論篝

’

灘譲灘

’鰯￥ ． 。 性別 男 “女生年月日

現住所
(日本語表記）

議蕊
電話番号

公館受領印
日本旅券番号

〆〆一ｰ一・画← 、~、
〆 、〃CI ,

§ f 印鑑の紛失

改姓・

〕

印鑑の磨滅

転居

その他〔

変更・廃止

理由

変更･廃止の文字
及び該当理由番号

を○で囲って下さ
い。

■
■

２
４■

血
■

１
３
５

、
ｔ
ｔ
Ｉ
１
１
ｊ
Ｊ
Ｊ

』

4

１
１
１ 丸型公印
、
、
、 '

ノ

､

、 プ

、～ 一戸
～

一一一＝

〔備考欄〕

※1．登録印鑑の変更の場合は､本届出書による旧登録印鑑抹消後に再度新規登録手続きが必要となります。
※2;旧氏名、旧住所欄は氏名又は住所変更の届け出の際にご記入下さい。
※3.転居後に他の在外公館で印鑑登録をされる方は本廃止届出書の写し(公館受領印押印済)を転居先の
在外公館に提出して下さい。

登録印の印影



印鑑証明交付申請書(作成例）
ざ

日令和元年5月 1

在ニューヨーク日本国総領事殿

私は下記とおり登録印鑑の印影の証明書を（ 2通)申請します。

ザ

己

４
２
Ｊ

フリガナ ガイムハナコ

外務花子 印申請者氏名

行
』

注:戸涌の氏名綴り

男・女生年月日 35年10月26 性別

l 弓.弓も馬T 、... '．=Ⅸ.､‘壼 ・
現住所 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市パーク通り299
(日本旛表肥）

電話番号 1-212-XXXX-1234

日本旅券番号 TZ○○○○○○

(例t不動産登記､車の名義変更等）

遺産分割に係る不動産登記使用目的
一

…禮駕…理 唾.』 ‐由

（
弄一

(例:○○法務局､○○運輸支局､○○銀行等）
p

さいたま地方法務局

ﾛ

提出先
正当2.1'.： 、4』 ， ,.￥h』▽.‘I '些計T'-.当 引茜■ H■

〔備考欄〕

血 、
勺

。 ■｜ I■ R■~，司 ■兒司 I ■

shoU

〔公館契印欄〕

〆岸

弟 号 第 号｜

咄

学～P~a一℃

一

1R

登録印の印影
寺
‐
、

⑦
出刺

弘
亜
別
Ⅲ
旭
川
１
１
吋
Ⅱ

第08-12345号白引
凸

可
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１

一一一一

用

一一一一一一一一一』』一

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

第08-12346号



I

印 I1

I
l

l
j

Iロロロー･ロロ一一一一一一..-----.,ﾛ,－－､1

印鑑証明書(作成例）
凸
．
●
も
弔
い

ダ

ｂ
Ｐ
一

隼

‐
０
％
ｒ

け
勺
ワ
ロ
ク

蝉

証第 一
巨
言

1‘

…一己 ● ~=T珸局

’C 氏名： ，外務花子
＝＝三 三一一一酉 二 ﾆﾆ － ＝＝ ＝＝

生年月日： 明･プ⑲･平,令35
日本旅券番号:TZ○○○○○○

年10月26B

現住所(日本語表記)：

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市パーク通り299

q

I ■ロ弓，b~ ・・

ロ丁 一一一両 一 一味千五も

備考
F■‐ －， ， k~。 評． ‐ ■ﾛ■哩

示.ユーミ一一色一苧l」 一＝－－.也一』里.一画凹匁 一 .』_－ －－－南西一定‐･ニュー_＝,， _LL一 、ルー＝､ ，コ.．

上記印影は、当館登録の印鑑の印影と相違ないことを証明します。

／
Ｉ
、

令和 年○月○日

在ニューヨーク日本国総領事館~~~~~~~~~~~~~~~’
1

1 1

総領事 外務云郎公
ロ

1

1 1

1 I

印 '
8

1

1 ｡

L－－－一一一一一一一・.‐．．－－－－－－－－8

元

(手数料： ）

17

印影

⑦
F 1

垂■日上 』



申出書(作成例） ゞ
で

戸

D ●

在魯○○○大使殿

令和○○年○○月○○日

当事者氏名:霞ヶ関花子

署名：

一

し

私は,同居家族である下記の名義人の住所立証書類を提示の上，
いたく,申し出ます。

印鑑証明の申請を行

同居家族名義人氏名:霞ヶ関太郎

住所:○○○○．･･｡, Wellington4,NewZealand

〆

一
一

Ｉ

注意

1．「同居家族名義人｣に該当する者は,日本国籍者に限りません。

2申出書の署名欄は,必ず当事者ご本人がご署名下さい。

い、～弓手江

ー

、

1。 ． ー一 － ．－－－._‘､－－．－．－- －－
－



1

、

遺骨証明（25号）

一

、

内 容 遺骨又は遣体を納めた壷,箱,棺等の中身が遺骨又は遺体のみであること

を証明するもの（注1） 。 ， ．

使用目的 海外で死亡した者の遺骨等を本邦へ送付又は持ち帰る際の現地や遺骨携

行者の乗換地の通関手続において中味に輸入禁制品（例えば,武器弾薬等）

が混入されていないことを立証し,開披検査を受けることなく通関させるた

め（注2） （注3） ◎ ･
巳

ー

条 件 （1）故人の死亡を確認できること。

（2）故人の遺骨であることが確認できること。

(3)骨箱等の内容検査等により内部に遺骨又は遺体以外のものがないこと

が確認できること。 b

必要書類 （1）故人の死亡事実を立証できる現地官憲発給の公文書(例えば,死亡診

断書，遺体検案書火葬許可書，火葬済証明書）

（2）故人の遺骨又は遺体であることが確認できる文書

例遺骨一火葬許可書又は火葬済証明書。

遺体一旅券又は現地当局発行の身分証明書。

形 式 外国文による証明と日本文による証明とがある。
0

注意事項 (注1） 中身が遺爪や遺髪の場合もある。
句 ら

(注2）本邦通関には不要。

■

本邦税関では,一見して遺骨等を納めたものであることが明らかでその

旨携行者又は搬送者が税関へ申告すれば,そのまま通関させる等常識的に

処理しており，本証明書は通関手続上の必要書類ではない。

他方,証明書があっても万一密輸等の疑いがある場合には骨箱の開披検

査を行っている。従って,使用目的が本邦通関のみの場合，申請者が特に
ひ

この証明書を強く希望する以外は取り扱わない ｡

(注3）本邦における埋葬，改葬又は火葬許可取得には不要。

本邦で埋葬,改葬又は火葬許可取得にこの証明書が必要であると誤解し

ている者がある｡この場合の手続には現地の医師又は官憲当局発行の死亡

を証する文書（死亡診断書,､死体検案書等）が必要であるから，これら死

亡立証文書（訳文(個人が作成したもので可）を添付）を必ず携行帰国す

るよう指導する。



遺骨証明

1．概説

（1）証明の内容

遺骨又は遺体を納めた壷，箱，棺等の中身が遺骨又は遺体のみであることを証明す

るもの｡．

（2）使用目的

海外で死亡した者の遺骨等を本邦へ送付又は持ち帰る際’現地や遺骨携帯者の乗換

地の通関手続において，中身に輸入禁制品（例えば，武器弾薬等）が混入されていな

いことを立証し，開披検査を受けることなく通関させるため。

（注1）本邦通関には不要

本邦税関では，一見して遺骨等を納めたものであることが明らかでその旨

． ．携行者又は搬送者が税関へ申告すれば，そのまま通関させる等常識的に処理

しており，本証明書は通関手続上の必要書類ではない。

他方,証明書があっても万一密輸等の疑いがある場合には骨箱の開披検査

を行っている。従って，使用目的が本邦通関のみの場合，申請人が特にこの

証明書を強く希望する以外は取り扱わない。

（注2）本邦における埋葬，改葬又は火葬許可取得には不要

本邦で埋葬，改葬又は火葬許可取得にこの証明書が必要であると誤解して

いる者がある。この場合の手続には現地の医師又は官憲当局発行の死亡を

証する文書（死亡診断書，死体検案書等）が必要であるから, これらの死

亡立証文書を必ず携行帰国するよう指導する。

（3）手数料 ・

証明書1通毎に第25号の領事手数料を徴収。

（注）航空機事故等により多数の死亡者が出た場合で本省から手数料免除の指示があ

る場合及び太平洋戦争戦死者の遺骨で同地域巡拝団等が収集し'わが国の厚生
省に引き渡されるものである場合，手数料は不要。

I
2．発給-条_件

（1）故人の死亡を確認できること。

（2）故人の遺骨又は遺体であることが確認できること。

（注）遺体の場合着衣は可。

（3）骨箱等の内容検査等により内部に遺骨又は遺体以外のものがないことが確認できる

・ こと。

3．必要書類

（注）文書については，すぺて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館において写を作成してもよい） 。

1



（1）故人の死亡事実を立証できる公文書（例えば，死亡診断書，死体検案書，火葬許可

‘書，火葬済証明書）

（2）故人の遺骨又は遺体であることが確認できる文書

例遺骨一火葬許可書又は火葬済証明書

遺体一旅券又は現地当局発行の身分証明書（遺髪，遣爪の場合も同じ。 ）

:坐_＝企_座_要_饅

（1）申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させる。

（2）必要書類を提出させ，故人の死亡事実を確認する。

（3）骨箱・ひつぎ等の内容検査等を行い，火葬済証明書及び旅券等により遺骨又は遣体

は故人のものであるか否かを確認する。同時に遺骨又は遺体以外に何もないことを確

認する。また，遺髪・遺爪の場合も適当な箱に納めて，取扱要領は同じ。

（注） 内容検査に際しては，丁重に取り扱い，故人の霊に対していささかの失礼もな

いよう慎重に行う。

（4）イ．外国文の場合

証明書に必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公館長

又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済の者）が署名し，その下に官

職氏名を記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

ロ． 日本文の場合

、証明書に必要事項（証明番号は証明発給台帳にて確認）を記入し角型館長印

を押す（朱肉使用） 。

（5）完成した証明書の写をとる。

（6）完成した証明書を骨箱等の開閉部にかけて張り付け，証明書と箱との間に証明書に

用いた丸型館印（日本文の場合も丸型館印）を用いて割印の上，後刻自由な開披がで

きない様にする。

（7）骨箱を封印する。封印は上記割印をもって兼ねてもよく，別途封ろうを用いて封印

してもよい。

（8）証明手数料は1通毎に第25号の手数料を徴収する。

（9）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10）申請書，証明書及び提出文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

2



Cert.No.

CERTIFICATEOFASHESBOXCONTENTS

Thisistocertifythatthisashesboxcontainsonlytheashesofthelate
－－■■－－ｰーー■■ーー一-一一一一－

whodiedat
一ｰ･■●－、ﾛ●一一,－ー－－~!■D 4■D ‘■D･ﾛ･ 0■、q■｡ ‘■･ ‘■･ ‘■、一一・■D－0pD－ｰ･■●一･･･一一･■●＝毒1■、ご＝三一一盲二一・口●－ー!■D 《■D‐一一‘ロローーー‘■、 口■'－－ーー－0■･･■｡‐‘■■一一一一一一一一●■●ー一一‘■･ ‘■｡ー＝･

- (Place) ･ ･●

on
●

一一一一－一一一ーー■■pーーｰ一一一一ｰーー■■ｰ一一戸一一＝ｰｰ

(Date) 、 ，

ーーーーーーー－－‐イ■■－1■■ーI■■一一一I■■ー－－－4■■‐ｰー■■■■■■ーq■■ー－－‐‘■■一一1■■－q■■－－1■■－－‐ｰ－－

(Place) (Date)

ｔ
１
１
１
１
ｊ
ｌ
ｊ

、
ノ
ノ

、

〃

、

〃

、

グ

、

〆

、

《
－
〆
一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

』

一

一

一

一

一

一

・
一

』

グ

、

〃

、

グ

、

″

、

＃

、

Ｊ

Ｊ

、

Ｊ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
、

(Fee ）

？



G

遺骨証明書

この骨箱の中は、‐___=__毎_さ____且_____土_旦____壬_____と____________勵二主迦重死直し．

‐________________________-の遺骨のみ在中するものであることを証明する。た故 ′
●

（
I

I

証第 号
－

年 月 日

在

一一一ー一一~~一一一ーーー可
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8 」
I
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U
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1
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原産地証明(2腸）

○○

○

政Ⅱ－19敏Ⅱ(追4>20〕

句

内 容 本邦に向けて輸出される商品力覗地産出品又は製造品であることを証
、 q

明するもの。本邦税関当局あて(注1)(注2)。

使用目的 これらの貨物を本邦に輸入するにあたり，本邦税関当局に対し，関税

についての便益を得るため提出(関税法第68条第2項，同法施行令第61

条） 0

条 件 (1)日本に輸出きれる貨物であること。

(2)管轄区域内に当該貨物の原産地，仕入地仕出地又は積出地がある
こと。

(3)当該貨物が関税法等に基づき，関税の便益を受けられるものである

こと(関税定率法第5条に基づく便益関税の適用に関する政令第1， 2

条） ｡

必要書類 当該貨物の内容，価格，原産地及び当該貨物が日本に輸出されること

を証明する書類力泌要。具体的には，

①製造者,出荷者又はこれらの加入している組合又は団体の証明書。

②船積貨物の明細を示した商業送り状(Commerciallnvoice) ◎

③契約書(COntractNOte).売約書(SalesNote)又は銀行信用状

(L/C)

④為替銀行の認証済輸出申告書(E/D) 0

⑤輸出承認季要する品目については，当該期間の輸出承認書(Export
Licence)。

⑥船荷証券(B/L)又は船積指図書(ShippmgOrder)。

⑦保険証券(Insurance Policy)又は保険証明書(Insurance

Certificate)｡

③その他商品及び原産地を確認する文書

等のうち，必要なものを提示させる。

0

形 式 英文による証明

注意事項

ー

，

(注l)我が国産出品又は製造品についての原産地証明は，取り扱わな
い 0

かかる相談があった場合には，本邦商工会議所で取得するよう

に指導する。

(注2）本邦税関に提出するのは， この証明書のほか，原産地，仕入

地，仕出地又は積出地の税関その他の官公署又は商業会議所の発

給する証明書でもよい(関税法施行令第61条)。

これら現地機関の方が，事情に通じており，証明書取得力溶易

である場合もあるので，申請人の事情によっては，現地機関での

証明書取得を才鵠する

●

●
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原産地証明

1.概説

（1）証明の内容

本邦に向けて輸出される商品が現地産出品又は製造品であることを証明するもの。

本邦税関当局あてで，英文で発給する。

（注） 我が国産品又は製造品についての原産地証明は，取り扱わない。かかる相談が

．あった場合には，本邦商工会議所で取得するよう指導する。

（2）使用目的

これらの貸物を本邦に輸入するにあたり，本邦税関当局に対し，関税についての便

益を得るため提出して使用される（関税法第68条第2項，同法施行令第61条及び

関税についての条約又は関税定率法第5条） 。

（3）手数料

証明書1通毎に第26号の領事手数料を徴収。

（注）英，仏，伊と我が国との間には原産地証明手数料の相互免除取極があるので，

これらの国においては，手数料を徴収しない。

（4） この証明書に代わる証明書

本邦税関に提出するのは， この証明書のほか，原産地仕入地仕出地又は積出地

の税関その他官公署又は商業会議所(ChamberofCommerce, BoardofTrade等）の

発給する証明書でもよい。 （関税法施行令第61条） 。

（注） これら現地機関の方が，事情に通じており，証明書取得が容易である場合もあ

るので，申請人の事情により，現地機関での証明書取得を指導する。

（5）特恵関税の原産地証明は取り扱わない。この証明書の発給は，原産地の税関等我が

国税関長があらかじめ認める現地機関による（関税暫定措置法第8条の2，同法施行

令第22条の6， 8） 。証明書用紙も異なる。

○

ノ

○

2.発給条件

（1）本邦に輸出される貸物であること。

（2）管轄区域内に当該貨物の原産地，仕入地，仕出地又は積出地があること。

（3） 当該貨物が関税法等に基づき，関税の便益を受けられるものであること（関税定率

法第5条に基づく便益関税の適用に関する政令第1， 2条） 。

3．必要書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館で写を作成してもよい） 。

当該貨物の内容，価格，原産地及び当該貨物が日本に輸出されることを証明

する書類。具体的には，

①製造者，出荷者又はこれらの加入している組合又は団体の証明書

1



②船積貨物の明細を示した商業送り状(COm鵬rciallnvoice) 。

③契約書(Contractnote) ,売約書(SalesNOte)又は銀行信用状(L/C)

④為替銀行の認証済輸出申告書(E/D)

⑤輸出承認を要する品目については，当該機関の輸出承認書(ExportLicence)

⑥船荷証券(B/L)又は船積指図書(ShippingOrder)

⑦保険証券(InsurancePOlicy)又は保険証明書(Ins肛anceCertificate)

⑧その他商品及び原産地を確認する文書

等のうち必要なもの。

言ﾕｰ._作成要=復

（1）申請人に申請書及び英文証明書の必要事項を記入させ,必要書類と共に提出させる。

（注）証明書には，貨物の記号，番号，品名，数，価格，量及び原産地を記載する（関

税法施行令第61条第2項） 。

（2） 当該貨物の証明書発給条件を満たしているか否かを審査する。

（3）根拠文書により申請書に記載された各項目を確認する。

（注）確認できない事項は抹消する。

（4）証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入し，公館
｡』

長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済の者）が署名の上，その下に官職

氏名を記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（5）完成した証明書の写をとる。

（6）証明手数料は1通毎に第26号の領事手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を発給すればよい。

（7）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

（8）申請書証明書の写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○
‐
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（参考）関税法

（輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類）

第68条輸出申告又は輸入申告に際しては，仕入書を税関に提出しなければならない。

ただし，税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合又は輸出

に係る仕入書についてこれを提出する必要がない場合として政令で定める場合は， この

限りでない。

2前項の仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められると

き，若しくは同項ただし書に該当するとき，又は関税についての条約の特別の規定によ

る便益（これに相当する便益で政令に定めるものを含む。 ）を適用する場合において必

要があるときは，税関は，契約書その他課税標準の決定のため必要な書類又は当該便益

を適用するため必要な書類政令で定めるものを提出させることができる。

(参考）関税法施行令

（課税標準の決定のための書類及び原産地証明書）

第61条・法第68条第2項（輸入申告に際しての提出書類）に規定する政令で定める書

類は，輸入申告に係る貨物の運賃明細書，保険料明細書，包装明細書価格表，製造者

若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関において課税

標準の決定のために必要と認める書類又は当該貨物が同項の便益の適用を受ける外国

（その一部である地域を含む。 ）の生産物であることを証明した原産地証明書.(郵便物

及び課税価格（数量を課税標準として関税を課する貨物にあっては，定率法第4条から

第4条の8まで（課税価格の計算方法）の規定に準じて算出した価格）の総額が10万

円以下の貨物並びに貨物の種類，商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類により

その原産地が明らかな貨物に係るものを除く。 ）とする

2前項の原産地証明書は，法第68条第2項に規定する便益を受けようとする貨物の記号，

番号，品名，数量及び原産地を記載し，かつ，当該貨物の原産地仕入地，仕出地若し

くは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関そ

の他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。

3第1項の原産地証明書は，当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日又は第42条第

1項（第51条において準用する場合を含む。 ）に規定する申請書の提出の日において

その発行の日から4月以上を経過したものであってはならない。ただし，災害その他や

むを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは， この限りでない。

（参考）関税定率法

（便益関税）

第5条関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国（その一部である地域

を含む。以下この条から第7条まで及び第9条の2第2項において同じ。 ）の生産物で

輸入されるものには，政令で定めるところにより，国及び貨物を指定し，当該規定によ

る便益の限度を越えない範囲で，関税についての便益を与えることができる。

○

○
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（参考）

わが国と英国，フランス及びイタリアとの間の原産地証明手数料相互免除について

1．戦後わが国は,英国との間に原産地証明手数料相互免除に関する交換公文（大正元．
10． 26署名） ，フランスとの間に同名の交換公文（大2． 10． 4署名） ，及びイ
タリアとの間に同名の交換公文（昭7． 12． 1署名）による取極を行っていた。

2． （1）戦後，英国及びフランスは，平和条約第7条によりわが国に対し，同交換公文
の有効性を確認する旨の通告を行った。

英国 1953． 4． 22通告， 1953． 7． 22復活昭28年外務省
告示第40号

昭28． 5． 12日付松本大使あて公信第143号にて通報

フランス 1953． 4． 25通告， 1953． 7． 25復活昭28年外
務省告示第41号

昭28． 4． 28日付西村大使発，来信第593号にて通報

（注）平和条約第7条(a)によれば，通告された条約及び協定は，通告

の日の後3か月で引続き有効なものとみなされ，又は復活されるこ
とになっている。

． （2） また，戦後，イタリアとは，同交換公文が現在なお有効である旨を確認するた
めの公文の交換を行った。

1954． 6． 23付昭和29年外務省告示第74号

昭29． 6． 29付原田大使あて公信，第162号にて通報，イタリアと

戦後復活する際「制度上の根拠があるといなとを問わず一切の原産地証明
に対して実施される」旨の了解が相互になされている。

（3） よって上記3国との間の同取極は，現在においても有効であり，英，仏，伊に
所在するわが国在外公館は， 「領事官の徴収する手数料に関する政令」第1条

第24号（注：昭和50年7月1日施行の現行政令で第22号）の「原産地証
明」発給にあたり， 「領事官の徴収する手数料の額を定める省令」に定められ
た手数料を徴収してはならない。

○

○
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Icertifythatthecommodityenumeratedabovehasbcenproduced(ormanufactured) inthe
Title

placeoforiginmentionedabove.
Date 20
－

一ｰｰ■■－－－，一

r
ダ

ダ 、

赴

〆 、

ノ 、
ノ 、

ノ 、

ノ 1 －
1

1

1 ノ

1 ′

、 ′

、 ノ
、 ／
、 〆
~

～

ダ

ーーーーーーア

Remarks:Certificatewilinotbetheonewiththelapseofmoretllanfourmonthsafterthedateofthe issuance.
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日本品の外国輸入証明(陸揚証明)(27号）

○

○

政Ⅱ－20 〔政Ⅱ(追4)21〕

内
〃

容 本邦から輸出した日本の商品が,確実に外国で陸揚された(外国に輸入

された)ことを証明するもの。本邦税務当局あて(注)。

使用目的 商品を輸出するにあたり，物品税の免税の扱いを得るため本邦税務署

に対し提出。

条 件 1．輸出入業者の申請に係る場合

〈

(1)発給条件

イ．申請人

当該物品の輸出入業者等(本人，法人の代表者の出頭不要）

ロ．証明する物品

輸出免税の対象物品に限る(物品税法別表)。

(2)必要書類

イ．輸出契約書，当該物品の内容を証明する文書
ロ

0

当該物品が本邦から輸出きれ，現地に陸揚げきれたことを証明

する文書すなわち,L/C,本邦税関発出の輸出許可書(Export

qearance),B/L,現地税関への輸入申告書，現地の通関を証明

する文書等のうちいくつかの組合わせによる。

2．個人が携行して出国し,外国に持ち込んだ物品につき申請する場合，

従来， 「物品税輸出免税物品輸出証明申請割及び携帯品等を提出さ

せて，在外公館力轆認を行う事務があったが，物品税法が廃止された

ことにより，現在， この確認事務はなくなった。

形 式 日本文による証明

注意事項 (注）本邦税関に提出するのは， この証明書のほか，現地税関の発給す

る証明書でもよいので，場合によりこれら現地機関から証明を取得

するよう申請人を指導するとよい。 ● ●



日本品の外国輸入証明（陸揚証明）

L概説

（1）証明の内容

本邦から輸出した日本の商品が確実に外国で陸揚げされた（外国に輸入された）こ

とを証明するもの。本邦税務当局あてで， 日本文で発給する。

（2）使用目的

商品を輸出するにあたり，物品税免除の扱いを得るため本邦税務署に対し，提出し

て使用される。

（注）本邦の産品を外国に輸出するときは，本邦の輸出業者は，当該貨物の積出港

を管轄する本邦税関で事前に輸出証明書を取得して所轄税務署へ免税の申告

を行うが， これを取得しないまま輸出してしまったときは，当該品が外国に

陸揚げされたことの証明によって免税措置を受けることとなり， この証明書

が必要となる。

（3）手数料

証明書1通毎に第27号の領事手数料を徴収。

（4） この証明書に代わる証明書

本邦税関に提出するのは，この証明書のほか,現地税関の発給する証明書でもよい。

○

輸出人 ＝の甲毒

（1） 発給条件

証明する物品は免税の対象物品に限る。

（2）必要書類

（注）文書はすべて，原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公館で写を

作成してもよい） 。

イ．輸出契約書等，当該物品の内容を証明する文書

ロ.当該物品が本邦から輸出され,現地に陸揚げされたことを証明する文書(例えば，

L/C,本邦税関発出の輸出許可書(ExportClearance),B/L,現地税関

への輸入申告書，現地の通関を証明する文書等）

（3）作成要領

①申請人に輸入陸揚証明願及び必要書類を提出させる。

（注）書式の定めはない。見本の項目は必要と考えられる項目を列挙したものであり，

記入しない項目については斜線を入れて，項目を空欄のまま残さないこと。

②提示された文書により輸入陸揚証明願に記載された各項目を確認する。

（注）物品自体の確認は不要。

③申請書下段に「上記のとおり証明します」旨の証明文，その他必要事項（証明書発

給台帳にて確認）を記入し，角型館長印を押す（朱肉使用） ､。

○
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④完成した証明書の写をとる。

⑤証明手数料は1通毎に第27号の領事手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1枚

発給すればよい。

⑥証明書発給台帳に記入する。

⑦証明書の写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

3．個人が出国の際，携行して外国に持ち込んだ物品につき申請する場合

従来， 「物品税輸出免税物品輸出証明申請書」及び携帯品等を提出させて，在外公館が

確認を行う事務があったが，物品税法が廃止されたことにより，現在， この確認事務はな

＜なった。

○

○
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輸入陸揚証明願

総領事在

氏名 殿

年 月 日

名
量
格
付
付
名
港
港
雌

日
日

出
揚
会

注
揚

荷

品
数
価
発
陸
船
積
陸
出

１
２
３
４
５
６
７
８
９

○

上記の物品が日本産であって，今般 会社 により日本から積み出され，

港に陸揚されたものであることを証明して下さい。

--国

住所

○ ③氏名または商号

証第 号

上記のとおり証明します。

年 月 日

在
ー一一ー一一一ー－－－－ー

I1

0 1

0t

’

’

’一一一一一一一．ﾛ．－－－．ﾛ．－－－－－－－」

公印 ’O

t I

I

』 l

I j

OI
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SO号証明

30号証明とは，領事官の徴収する手数料に関する政令のうち，国籍証明(19号)から航行証

明(29号)までのいずれにも該当しない場合で，公館が公文書等により確認した事実について

証明するものである。通常朧証明｣とか傅実証明｣などとよばれている。

国籍証明から航行証明に至る証明は，証明形式も処理要領も全公館同じであるのに対し， こ

の30号証明は任国及び申請人の特殊事情から公館長の判断により取り扱う。過去の運用から

証明形式力淀められているものと，証明形式力淀められていないものがある。

なお，外国文による証明の場合は必ず公館長が署名する。

＜証明形式力淀められているもの＞

・自動車運転免許証の抜粋証明(ただし，各公館が独自に作成した書式）○
･旅券所持証明

･在留(転出)届出済証明

･居住証明

･採捕証明

‘加工証明

、

○

政Ⅱ－129〔政Ⅱ(追4)130〕



自動車運転免許証抜粋証明（30号）

○

○

内 容 申請人がわが国自動車運転免許証を有していることを証明する。

すべて外国官憲あて。

使用目的 申請人が在留国で自動車を運転するため，又は在留国の運転免許証を取

得するため。

条 件 （1）現に有効なわが国運転免許証を有していること（注2）

（2）本人が公館に出頭して申請すること。

。

（3）やむを得ない事情があると認められるときは代理人による申請可。

必要書類 （1）わが国自動車運転免許証

（2）代理申請の場合，代理人を確認できる公文書，代理申請依頼状又は

委任状〈注3） ｡

形 式 外国文による証明で，一定形式による。

注意事項

I

（1）本来翻訳証明で取扱うべきところ，申請数多数で現地当局の要望に

より形式が僅かな項目に限定して証明できる場合に取扱う。なお，本要

領に定めた形式以外の形式又は項目を加える必要があるときは理由を付

して本省の許可をりん請する。

（2）有効期限の切れた運転免許証は取扱わない。

（3）代理申請の場合，代理人の旅券又は現地当局発行の写真付身分証明

書，運転免許証。



自動車運転免許証抜粋証明

上遡_説

（1）証明の内容

申請人がわが国自動車運転免許証を有していることを証明するもの。

すべて外国官憲あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

・申請入が在留国で自動車を運転するため，又は在留国の運転免許証を取得するため

使用される。

（3） 手数料

証明書1通毎に第30号の領事手数料を徴収。

（4）翻訳証明との違い

運転免許証は，本邦の公文書であるので， これを翻訳証明で取り扱うこともできる

が，翻訳証明は運転免許証の記載事項の遂語訳であるのに対し， この証明は現地関

係当局と協議の上，当該免許証の記載事項から当局が必要とする事項に限定した一

定形式により証明書を作成し，公館長が署名して発給する点が異なる。

（注）現地事情により本証明を恒常的に取り扱う場合は，公館で現地事情に見合う

一定書式を作成し,領事担当官が代理署名してもよい｡ただし，この場合は，

必ず現地事情,使用目的,提出先,所定の形式,取扱件数等を本省に報告の

うえ代理署名の特例許可をりん請しも本省の許可を得ること。 （定型書式）

○

2.-発給条件

（1）現に有効なわが国運転免許証を有していること。

（2）本人が公館に出頭して申請すること。

（注）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは，代理

人を通じて申請できる。ただし,代理申請依頼状又は委任状を提出させること。

a必要書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公館

にて写を作成してもよい） 。

（1）本人を確認できる公文書(例えば,旅券又は現地官憲当局発行の写真付身分証明書）

（2） わが国自動車運転免許証

（注）有効期限の切れた運転免許証は不可。

このような場合は，申請人に本邦から自動車安全運転センターの運転歴証明書

を提出させこれを翻訳証明で処理することにより用が足りることがあるので，当

局に確認すること。

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状又は委任状

○

4．－作成要値

1



（1）申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，発給条件を

満たしているか否かを審査する。

（2）必要書類を提出させる。

(3)牢請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する｡代理申請の場合は申請人

が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

（4）証明書の下段に根拠とした文書名，発給機関（発給者） ，発給年月日を記入する。

（5）証明書下段に必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確訓を記入の上，公館長

が署名し，その下に官職氏名を記入して，丸型官印を押す（青又は黒のスタンプイン

キ使用） 。

（注） その他記載上の参考

第一種免許 Classl (basic-class)

． 第二種免許 ClassH(highF-class)

大 型 Large-sizedmotorvehicle

中 ．型 Medium-sizedmotorvehicle

準中型 Semimedium-sizedmotorvehicle

普 通 Ordinarymotorvehicle

大 特 Large-sizedspeCialmotorvehicle

大自二 LargeL･sizedtwo-wheeledmotorcycle

普自二 Ordinarytwo-wheeledmotorcycle

小 特 Small-sizedspecialmotorvehicle

原 付 Moped

けん引 MotorvellicleWithtrailerattacment

大型二 Large-sizedmotorvehicleClassH(high-class)

普通二 0rdinarymotorvehicleClassn(highFclass)

大特二 Large--sizedspecialmotorvehicleClassH(high-class)

けん引二 MOtorvehiclewithtrailerattacmentClass ll(high-class)

（6）完成した証明書の写をとる。

（7）証明手数料は1通毎に第30号の領事手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚発給すればよい。

(8)証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

（9）申請書，証明書及び根拠文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○

2



(仏語） 自動車運転免許証明 (30号）形式1

ATTESTATION

(蹴競鰯證Jap.｡ ].｡仙叫M伽.Ⅲ｡‐=…-…
. ．……_. . ,n6(e) le……….,esttitulairedupermisdeconduirejaponaj

(cat6gorie...…)ValamejUsqU！Aladatedesonanniversaireenl9. . .

le…． ． ．….,esttitulairedupermisdeconduirejaponaisNo...． ． ． ． ． ．……

○
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Ｉ

(titre)

AmbassaaeduJapon

ConsulatG6n6ramuJapon

β●

●Q､｡■、七つ■●の◆●●一一＝

’’

○

Cecerti五catestetablisurlabasedupermisdeconduirejaponaisdutitulaire,d61ivr6parla

Co]mnissiondeS6curit6Pul>liquedeToIWo.

通

）(Frais:



'

(仏語） 自動車運転免許証明 (So号）形式2

ATTESTATION

Nom:

Pr6noms: ･

Datedenaissance:

Permisdeconduire:No

dateded61ivrance

dated'eXphPation

cat6gOrieaepermiS

conditionS

○

(践蓋壼蔑鯛鰯蓋)"｡'…叩…｡岫捌。
sontconfrmesAceuxmentionnessurlepermisdeconduirejaponaisdutitulaire,d61ivr6

、

parlaCommissiondeS6curit6PubliquedeToIEyo (Japon)

｡ ■●●■■ ●●ロ●●句●●●｡■

、

箒正司一…割典-(date)一…
a

（iI乱e）

(signatu"

(Nometpr6nom)○r、、ノ

●の

(titre)

AmbassadeduJapon

ConsulatG6n6ralduJapon

■わ●●●■a■｡●■●

’ ’

(FIais: ）



(西語） 自動車運転免許証明 (3o号）
恥

CERTIFICADODELPERMISODECONDUCCIONDEAUTOMOVw洞9
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色

形式1

Cert・No

CERIIFICATE

Thisistocertifj tllatMr. (MiS./Miss)…….,bomon……,1Q-holdsaJapaneseDriver's

LicenseNo. 12345678910(oIdinalymotorvehicle)whiChisvalidmtilhis(her)birthdayin

l9 ．

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 9 －．．一一一一一一一一一一一一一一‘.｡ー－－－－－－．．－－－‘．

(Place) (Date)
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／
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〃

。
、

、
〃

ｃ
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〃

ｊ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ThiscertificateisbasedontheJapaneseDriverIsLicenseissuedbytheTokyoMeiropoli-

tanPublicSafetyCommissionon……19_. (発行年月日）

○

(Fee: ）

'



形式2

Cert.No.

CETrlCATE

(JapaneseDriver'sLicense)

Holder'SSumame: KITAKAZE

Holder'S'Givenname: Kantaro

bornonJunel5,1965

LicenSeNumber: 12345678910

LicensemDrive: Ordinalymotorvehicle

DateofExpiration: Jme15, 1993(

ConditiOns: TowearSpectacles

CertiHedasabove.

○
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ThiScertificateisbasedontheJapaneseDriver'sLicenseissuedbytheTblWoMetropoli-

tanPublicSafetyCommissiononFebruaryll,1990． （免許年月日）

(Fee: ）
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旅券所持証明（30号）

○

○

し

内 容 申請人が現に有効な旅券を有していることを証明する。

すべて外国文で発給する。

使用目的 旅券に代わり身分を証明するため

条 件 （1）本人名義の有効な日本国旅券を所持していること。

（2）関係当局あて便宜供与依頼の書簡で解決できないときであること。

（3）次のいずれかに該当すること。

イ．旅券が英文のため現地官憲の理解を得られず，旅券所持人が不利益

を被るおそれが十分あるとき。

ロ． 現地の治安が極めて悪く強盗・盗難等のおそれが十分あるとき。

ハ．何らかの理由で現地当局により旅券を一時的に留置され，その間滞

在に支障を生ずると認められるとき。

二．引越荷物通関，外貨交換等の手続のため現地官憲当局に対し旅券に

代る文書を提出する必要があるとき。

ホ.その他現地官憲当局から公館の証明書の提出を強く求められたとき。

（4）本人が公館に出頭して申請すること。

必要書類 （1）旅券

（2）この証明書を必要とするやむを得ない事情を述べた理由書（形式を

問わない） ｡

（3）旅券を現地当局に留置されている場合，当局発行の留置証明書。

形 式 外国文による証明で，一定形式による。

注意事項 （1）第一義的には関係当局あて便宜供与依頼の書簡で処理するよう関係

当局と交渉するが，事情が真にやむを得ないと認められるときに限り取

扱うこと 。

（2）旅券に代わり提出又は提示して使用するが，渡航文書と誤解又は流

用のおそれあるときは渡航文書でない旨付記すること。

（3）有効期限（一年）を明記すること。

（4）場合により使用目的を限定すること。



‘

旅券所持証明

1．:概説

（1） 証明の内容

申請人が有効な旅券を所持していることを証明するもの。

すべて外国の官憲あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

現地官憲等に対し，旅券に代わって身分を証明するため使用される。

（注） 。このような場合，第1義的には関係当局あての便宜供与依頼の書簡（領事レ

ター）処理するが，下記の真にやむを得ないと認められるときに限り， この

証明書を発給する。○
2.発_燈条=件

（1）本人に対して発給された有効な日本国旅券を所持していること。

（2） この証明書を必要とするやむを得ない事情として，次のいずれかに該当すること。

イ．旅券が英文であるため，現地官憲の理解を容易に得られず，旅券所持人が不利益

を被るおそれが十分あると認められるとき。

ロ．現地の治安状況が極めて悪く，強盗等のおそれが十分ある地域を旅行又は滞在し

なければならないとき。

ハ．現地当局により何らかの理由で旅券を一時的に留置され，その間の滞在等に支障

を生ずると認められるとき。

二．引越荷物通関，外貨交換等の手続のため，現地官憲当局に対し旅券に代わる文書

を提出する必要があるとき｡・

ホ．その他，現地官憲当局から公館の証明書の提出を強く求められるとき。

（3）本人が公館に出頭して申請すること。

（注）代理申請は認めない。

3，－－必要書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館にて写を作成してもよい） 。

（1）旅券

なお，旅券を現地官憲当局に留置されている場合，旅券の写及び本人であることを

確認できる公文書

（2） この証明書を必要とするやむを得ない事情についての申請理由書（本人名義，形式

は問わない）

（3）旅券を現地官憲当局に留置されている場合，さらに当局発行の留置証明書

○

L_fm_"

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させる。

1



（2）申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

（3）証明書に必要事項を記入する。旅券番号，発行年月日，本人氏名，生年月日，性別，

本籍地は旅券から転記する。

（注）記載上の注意

・証明書は現地官憲が容易に理解し得る言語により作成する。場合により2カ国語

併記でもよい。

・本籍地は都道府県まで記載する。その後にJap肌と記載してもよい。国籍欄は設

けない。

（4）有効期限を明記する。

有効期限は， この証明書を携行しようとする場合，使用目的完了の日までとし，最

大期限は発給の日より1年以内とする。ただし，旅券の有効期限を超えることができ

ない。

（5）渡航文書でない旨等の付記。

イ．現地官憲当局に旅券を留置されている者の場合,必ず渡航文書でない旨を付記し，

同当局の留置証明書をこの証明書の後に綴じ合わせ，丸型館印で契印する。

口．これ以外の場合でも，この証明書が旅券に代わる渡航文書と誤解され又は流用さ

れるおそれのあるときは，渡航文書でない旨を付記し，場合により，更に使用目的

を限定し，それ以外には無効である旨の付記する。

（注1）渡航文書でない旨の英文例 、

ThiscertificateisnotatrayeldocumentandmaynotbeusedassUCh.

（注2）使用目的を限定する場合の英文例

Thiscertificateisissuedforthepurposeof ､､…､…肌dhasnovalidity

foranyotherpurpose.

（6）証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公

館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し,.その下に官

職氏名を記入して，丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

<8）証明手数料は1通毎に第30号の領事手数料を徴収する。

（9）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10）申請書，証明書及び提出文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○

2
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(仏語）旅券所持証明(30号）

CERTIFICAT

Nom:

Pr6noms: 、

Datedenaissance:
●

Domicilel6gal:

(基駕篭鰯器Jap.｡ )"仙艸p伽.…伽"…棚…，
titulairedupasseportjaponais (Nq…______…______.______.. )d61ivrea○

。｡O■,●q■● ●‐◆‐●●●●｡◆
。●

皇て正鋤______,_le__…---..-……-----(date)

(signature)

(Nometpr6nom) :

(titre) :

AmbassadeduJapon

ConSulatG6n6ralauJapon

ゆ
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｡●ロ｡●■●●●｡

○
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Remarque:Lavalidit6dececertiEcatnes'etendpasau-delade…． .…・dcompterdeladatede
，

O

d61ivrance. (periode)

(Frais: ）



(西語）旅券所持証明(so号）
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p●▲●●、屯■ー ◆守＝Q■今｡●･●
I

○

●●●●●
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Cert・No.

CETIFICATE

Sumameg

Givenname:

DateofBirth

SeX:

Domicile:

Ⅷhim剛…卿…⑮伽…伽墹卿卿MN.ー
｝"-…'LTh…伽,w州miL…‘，

himissuedhr

her
○

9 －－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一.．ーー■■一一一ーーーｰ－－－‐ｰ－■■－‐ー
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(Fee: ）
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在留（転出）届出済証明（30号）

○

○

内 容 申請人がわが国旅券法第16条，同法施行規則第12条に基づく在留届

又は転出届を提出したことを証明する。

すべて外国文で発給する。

使用目的 現地における就労，滞在許可申請又は転出のための引越荷物簡易通関手

続のため。

条 件 （1）旅券法第16条，同法施行規則第12条に定められた在留届又は転

出届を提出していること。

（2）本人が公館へ出頭して申請する。ただし，やむを得ない事情がある

ときは代理人より申請できる。

（3）現地官憲当局から公館の証明を強く求められていること。

必要書類 （1）本人であることを確認できる公文書（例えば旅券，現地官憲当局発

行の写真付身分証明書又は自動車運転免許証等）

（2）代理人による申請の場合，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任

状

形 式 外国文による証明で，一定形式による。

注意事項 （1）本来在留届は，不測の事態発生に際し，届出義務者及びその家族の

保護を目的としているので,同届について一般的証明の取扱いはないが，

現地の特殊事情で本人の利益保護の観点から特例としてこの証明を取扱

うこと ｡

（2）本人が未成年の場合，使用目的が本人の利益のためであるときは両

親である保護者が代理申請できる。この場合委任状等は不要。



在留（転出）届出済証明

1：_概説

（1）証明の内容 ，

申請人がわが国旅券法第16条，同法施行規則第12条に基づく在留届を提出して

いることを証明（住所届出済証明） ，又は管轄区域を去る旨の届（以下「転出届」と

いう。 ）を提出していることを証明（転出届出済証明）するもの。すべて外国の官憲

当局等あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

現地迄おける就労,滞在の許可申請,離任,‘帰国等の転出手続等のため,現地官憲
当局等に提出して使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第30号の領事手数料を徴収

○

-22笠_給灸性

（1）旅券法第16条，同法施行規則第12条に定められた在留届又は転出届をすべき者

又は同居の家族であって，これらの届出をしていること。

（注）在留届等の申請と同時でもよい。

（2）本人が公館に出頭して申請すること。

（注1）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは，代

理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任

状を提出させる。

（注2）本人が未成年の場合で；使用目的が本人の利益のためであるときは，親又は

法定代理人が申請できる。本人の委任状等は不要。

（3）現地官憲当局から公館の証明を強く求められている等の理由があること。
○

_a_当墜鼈_鐘

（1）本人であることを確認できる公文書（例えば，旅券，現地官憲当局発行の写真付身

分証明書）代理人による申請の場合は代理申請依頼状又は委任状

（2）住所証明の場合,更に,住所を立証できる現地官憲当局発行の公文書(居住証明書，

外国人身分証明書外国人登録書，運転免許書，労働・就労許可証，納税証明書等で

本人の住所氏名が記載されているもの）

4作成要領

（1）申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，在留届出済

証明か転出届出証明かを決める。

（2） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は，申請

人が依頼状又は記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

（3）在留届，転出届が提出されており，その内容が申請内容と一致していることを確認

1



する。更に根拠文書により，住所を確認する。

（4）在留届，転出届をもとに証明書に必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）

を記入の上，公館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省の許可を受けた者）が署

名し,その下に官職氏名を記入して,丸型館印を押す(青又は黒スタンプインキ使用)。

（5）完成した証明書の写をとる。

（6）証明手数料は1通毎に第30号の領事手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を発給すればよい。

（7）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

（8）申請書，証明書及び提出文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

、

○

2



、

(仏語）在留（転出）届出済証明(SO号）形式1

CERTmlCAT

Nom:

Pr6nomS:

Dajjeaemaissance:

Passeport:No

Domicileactuel:

(蝋繊鰯器…” ）
certifequelesrenseignementsci-dessussontconfbrmes

○

aceuxmeniiionnesurla"clarahionaer6siaencearetrangerqUia6t6鵡江use

〉

AIIAmbassade,

auConsulatG6n6ral,

COn幼rm6mentarArticleNol6&esLoisr&gissantleServicedes

（ ］

Passeports.

a-(IHI)……上．．…碓碕---..-
●q■●● ‐●●■’ロー◆－

●
の

○ (signature)

(Nometpr6nom) :

(titre) :

AmbassadeduJapon

ConsulatGen6alduJapon ’’
｡●

ー●●●｡●●･●●｡

(Frais: ）



(仏語）在留（転出）届出済証明(so号）形式2

CERTIFICAIr

●
ロ》

ｅｌｃＱｅ如
雌

●
●ｅｃ

皿
Ｏ
ＳＤ

■

鯛
Ｎ
即

醒
〃
》
》
唾
蝿

Ⅲ
Ｈ
Ｄ
Ｐ
Ｓ

（ ）‘､伽…'….”剛………･加“
I/AmbassadeauJapon

LeConsulatG6n6ralduJapon
，

aceuxmentionn6ssurlad6clarationder6sidenceAI'6trangerremise

(:W:"")
confOrm6mentarArticelNol6desLoisr6gissantleServicedesPasseportsetAIjArticleNol2

○

desOrdonnancesconcern6es.
夕

具･髄訓--…上･…･紅碓ｿ…---
、旬●●●Pー 一一句●●●－

℃ゆ4■

(signa伽re)

(Nometprdnom) :

(titie) :

AmbasSadeduJaPon

ConsulatG6n6ralduJapon

○○

’’
■●

●＝■印●●●■●凸●●●｡●、‐● 、

(Frais: ）



(西語）在留（転出）届出済証明(so号）形式1
M

CERTIFICADO

Apemdos: ･

Nombre:

Fechadenacimiento:

Niimerodepasaporte:

Domicilioactlial:

○
LAEMBAJADADELJAPONENESPARA

mnnCa

QuelosdatosquearribasedetallanestanregistradosenestaCancilleria,envirmddel
articulol6delaLeydePasaportesdelJap6n.

Yparaqueconste,a丘ndequeasipuedaacreditarloelinteresado(lainteresada) ,
seeXpidelapresentecerti丘cacidnenMadrid,a.………de……､…dedosmil.……….…

●◆○・●■ ●｡｡■
●●

●？

､

○

●”

●｡◆◆●■●■●●●＝■●｡●●●

(Derechos: ）



(西語）在留（転出）届出済証明(so号）形式2

恥

CERTIFICADO

ｊ●句●●●●●●ｅｒ曲ｓＯｌ●●●●●●◆●のの
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ｍ
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●
今
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●
ａ
亜
Ｐ
●
●
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●
●

血
蠅
一
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叩
一
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轌
》
》
》
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●

●
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吋
》
雌
州○
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CERTIFICA
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(Derechos: ）



形式1

Cert.No.
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形式2

Cert･No.

CERrFICATE

Sumame:

Givenname

DateofBirth:

PasspOrtNUmber:

Departure: Gom... onorabout...tO...
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居住証明(30号）

○

○

政Ⅱ－26 〔政Ⅱ(追4)27〕

内 容 元日本人の申請人が外国で居住している事実を証明する。

すべて日本文で発給する。

使用目的 元日本人の本邦不動産登記年金受給等に使用。

恩給受給目的の場合は取り扱わない。

条 件 (1)申請人が元日本人で，次の条件のいずれかに該当するとき。

ｲ．外国籍取得前に有していた旅券及び戸籍(又は除籍)謄(抄)本等に

より本人であることが容易に確認できること。

ロ．本邦不動産手続又は年金受給裁定申請手続のためであること。

(2)本人が公館に出頭して申請すること。

必要書類 (1)本人を確認できる公文書(例えば本人所属国旅券，現地官憲当局発行

の写真付身分証明書又は自動車運転免許証等）

(2)氏名の漢字綴り及び旧本籍地を確認できる公文書(例えば戸籍(除籍）

謄(抄本)）

(3)住所を立証できる現地官憲当局発行の公文書(例えば運転免許証就

労許可証等)ただし，公館が申請人の住所を公務により熟知している

ときは住所立証公文書の提示を省略できる。

形 式 日本文による証明で，一定ｦ険弍による。

注意事項 (1)元日本人に対しては在留証明(20号)で取扱ってはならない。

(2)代理申請は認めない。

ー



居住証明

_L_&_抵一説

（1）証明の内容

元日本人で現在外国籍の申請人が外国で居住している事実を証明するもの。

すべて本邦官公署等あてで， 日本文で発給する。

（2）使用目的

元日本人による本邦不動産登記手続その他に使用される。

（注） 日本人については在留証明で処理するが，元日本人については在留証明を発給

できないため，真にやむを得ない事情があると認められる場合に限り本証明書

を発給するものである。

（3） 手数料

証明書1通毎に第30号の領事手数料を徴収。

○

2._発給_条件

（1） 申請人が元日本人で，次のイ．の条件を満たして， 口．の目的のとき｡

イ．外国籍を取得前に有していた旅券及び戸籍（除籍）謄（抄）本等の書類により本

人であることが容易に確認できること。

ロ．本邦の不動産手続等に必要であることが明らかであること。

（注） 日本国籍を失った元日本人からの恩給受給を目的とする「居住証明」の発給申

請については，恩給法第9条1項3号にある受給資格の喪失規定から， 「居住

証明」の発給を行わないので， 申請者本人から直接総務省人事・恩給局宛に連

絡ある様指導する。 （3頁参照）

（2）本人が公館に出頭して申請すること。

代理申請は認めない。

3皇_必要_書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公館

において写を作成してもよい） 。

（1）本人を確認できる公文書（例えば，現地官憲当局発行の写真付身分証明書）

（2） 氏名の漢字綴り及び本籍地を確認できる公文書（戸籍（除籍）謄（抄）本）

（3） 住所を立証できる現地官憲当局発行の公文書（例えば，居住証明書，身分証明書，

運転免許証，労働，就労許可証，納税証明書等で本人の住所氏名が記載されているも

の）

4皇作=成_要領

（1）申請人に証明書の使用目的及び提出先を尋ねる。

（2）必要書類を提出させる。

（3）申請人が本人であるか否かを公文書で確認する。

○

1



（4）証明書の中の申請書部分に必要項目を記入させる。

(注）記載上の注意

・理由：必ず記入させる。

・旧本籍地：外国籍取得直前の本籍地を記入させる。

・現住所：

イ．住所立証文書に郵便局の私書箱(P.O.Box)や米国軍事郵便の記号番号

が記載されていることがあるが， これは現住所ではない。

ロ． 日本語欄で国名が記載されておらず，本邦の法務局で受理されない例がよくあ

・ るので，必ず国名を記載させる。

（5）申請人が申請部分に記入した事項を根拠文書によりチェックする。

（6）証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入し，角型○
館長印を押す（朱肉使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

（8）証明書手数料は1通毎に第30号の領事手数料を徴収する。

（9）証明書発給台帳に記入する。

(10）証明書及び提出文書の各写は公館にて保存する｡保存期間3年。

で

○

ｰ

2



0

(参考）

｢失権届」を提出してください。

○受給者が亡くなられたときは、親族等の方が14日以内に「失権

届」に受給者が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本などを添え

て直接人事・恩給局に提出してください。

この届を提出されないまま引き続いて恩給を受けますと、後日過

払金を返していただくことになりますので、ご注意ください。

（注）受給者が次のことがらに該当したときにも、恩給を受ける

権利が消滅しますので、速やかに「失権届」を直接人事・恩給

局に提出してください。

①3年を越える懲役・禁銅の刑に処せられたとき

②日本国籍を失ったとき

また、扶助料を受けている妻又は子が次のことがらに該当した

ときも恩給を受ける権利が消滅します。

①婚姻（事実上の婚姻関係にある場合を含みます。 ） したとき

②遺族以外の方の養子となったとき

○

問い合わせ先

総務省人事・恩給局

〒162-SO22束京都新宿区若松町19－1

恩給についてのお問い合わせ電話番号

OS－52フS-1400

．お問い合わせには恩給証書の記号番号が必要です。

月曜日から金曜日（休日を除く。 ）の午前9時から

午後5時30分の間にお願いします。

◎インターネットの総務省ホームページで恩給についての情報がご

覧いただけ

ます。

（恩給に関するご相談もお受けしています。 ）
ホームページのアドレス

httP://www. sournuo go｡ jp

○
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居住証明願

年 月 日

在

氏名 殿

私は、外国籍を取得した元日本国籍者ですが、今般、下記理由のため必要となりましたので身

分及び住所を立証する書類を提出しますから、特例として下記居住事実を証明してくださるようお

願いします。

理由

本人氏名：

生年月日：

現国籍：

旧本籍地：

現住所：

○

(外国語）

(日本語） 国

証第 号

上記のとおり居住の事実を証明します。

年 月 日

○ 在

戸一一一一一■ーーーーー。■■ ・■■

I 1

1 ・ 3

1 0

1 0

1 0

公印 ’
’

一ーーーーーｰー一一‐ｰーーーーｰ･･＝・・ｰｰ－．0

0 1

1 1

1 1

【 1

1

1－－－－一一一一一一一一1

）(手数料



採捕(加工)証明(30号）

○

○

〔政Ⅱ(追4)28〕 政Ⅱ－27

内 容 本邦から出漁した本邦の船舶が外国で採捕し，又は加工した水産物で

あることを証明するもの。すべて本邦税関あて。

使用目的 これらの水産物を本邦に輸入するにあたり，本邦税関の免税又は減税

の扱いを得るため税関当局に提出するため。

件条

1

1

1

(1)本邦から出漁した本邦の船舶によって，外国で採捕された水産物

(2)本邦から出漁した本邦の船舶内において, (1)の水産物に加工した製

品又はこれを原料とし製造して得た製品

(3)本邦から出漁した本邦の船舶内において，外国の船舶により採捕さ

れた水産物を加工し，又はこれを原料として製造して得た製品

(4) (1)～(3)の水産物又は製品を外国にいったん水揚げした場合及び他船

舶(日本船であると外国船であるとを問わない)に積み替えて運送する

場合も含む。

必要書類 (1)採捕又は加工した職自が｢本邦の船舶｣で｢本邦から出漁した｣ことを

確認できる文書

(2)当該水産物の内容を確認できる文書

(3)当該水産物が外国で採捕又は加工された物であることを確認できる

文書。これら文書を具体的に列挙すれば次のとおり。

①航海日誌,②漁獲日誌又は操業日誌,③採捕，加工，積み替え等

を確認できる文書

(4)外国企業に用船きれた船舶の場合,我が国水産庁長官の証明書(又は

その写）

形 式 日本文による証明

注意事項

『

(1)本邦税関に提出するのは，この証明書のほか，現地の宮公署又は商

業会議所の発給する証明書でもよいので，場合によりこれら現地機関

から証明を取得するよう申請者を指導するとよい。

(2)万一 ， 現地で購入した水産物が混入きれている疑いがあるときは，

この証明を取扱うことはできない。

(3)本邦の出漁船舶により公海で採捕され，外国にある漁業基地にいつ

たん陸揚げきれた後，本邦に再輸入される場合の証明書は現地官公署

又は商業会議所発給の証明書による。



5

採捕（加工）証明

_L概説

（1）証明の内容

本邦から出漁した本邦の船舶が外国で採捕し，又は加工した水産物であることを証

明するもの。本邦税関当局あてで， 日本文で発給する。

（注l) 「本邦から出漁した」の意義

当該船舶が本邦に本拠を置き，本邦から出漁したことをいう（関税定率

法基本通達14の3－1 （1） ） 。

（注2） 「本邦の船舶」の意義

原則として， 日本国籍を有する船舶をいうが，外国国籍の船舶であって

も本邦人（又は本邦法人）によって用船さ蹴ている場合等，実質的に日本

国籍船と同様に使用されている場合を含む（同通達14の3－1 （2） ，

関税法基本通達2－6） 。

（注3） 「外国で採捕された水産物」の意義

外国の内水及び領海で捕獲された魚介類，海獣，海藻その他をいう（関

税定率法基本通達14の3－1 （3） ） 。

なお， 12海里を超える領海を主張する国の場合， 12海里を超えた水

域で採捕されたものは公海で採捕されたものとして取り扱われる。

（2）使用目的

これらの水産物を本邦に輸入するにあたり，本邦税関当局に対し，関税の免税又は

減税の扱いを得るため提出して使用する（関税定率法第14条の3） 。

（3）手数料

証明書1通毎に第30号の領事手数料を徴収。

（4） この証明書に代わる証明書

本邦税関当局に提出するのは， この証明書のほか，現地の官公署又は商業会議所

(ChamerofCoInmerce, BoardofTrade等）の発給する証明書でもよい（関税定率

法基本通達14の3－1）ので，できるだけ，現地の証明書を本邦税関に提出するよ

う指導する。

○

○

2.発給条件

証明の対象となる水産物は，次の水産物に限る。

①本邦から出漁した本邦の船舶によって，外国で採捕された水産物ざ

②本邦から出漁した本邦の船舶内において，①の水産物を加工した製品又はこれを原料

とし製造して得た製品。

③本邦から出漁した本邦の船舶内において，外国の船舶により採捕された水産物を加工

し，又はこれを原料とし製造して得た製品。

1



（注1）①～③の水産物又は製品を外国に一旦水揚げした場合及び他船舶（日本船舶で

あると外国船舶であるとを問わない）に積み替えて運送する場合を含む。

（注2）万一，現地で購入した水産物が混入されている疑いがあるときは， この証明は

しない。

（注3）本邦の出漁船舶により公海で採捕され，外国にある漁業基地にいったん陸揚げ

された後，本邦に再輸入される場合の証明書は現地官公署又は商業会議所発給

の証明書による。

_些一姓蔓謹

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公館

にて写を作成してもよい） 。

（1）採捕又は加工（製造）した船舶が「本邦の船舶」であり， 「本邦から出漁した」こ

とを確認できる文書

（2） 当該水産物の内容を確認できる文書

（3） 当該水産物が，本邦の船舶により外国で採捕され又は加工（製造）された物である

ことを確認できる文書，具体的には，

①航海日誌

②漁獲日誌又は操業日誌

③その他，採捕，加工，積み替え等を確認できる文書

④外国企業に用船された船舶の場合,更に我が国水産庁長官の証明書(又はその写）

（昭54． 12． 24蔵関第1401号）

（注） 日本国籍の船舶であって，実質的に邦人により操業を行っている場合でも，

外国の漁業専管水域内の安全操業を確保する等のために，外国企業に用船され

る場合があるが， このような場合に我が国水産庁長官の証明書をもって本邦の

船舶と認める。

○

○

_垂一企_魑鐘

（1）申請人に採捕（加工）証明願及び必要書類を提出させる。

（注）形式の定めはない。

採捕証明の場合は関税定率法基本通達14の3－1 （5）イ（イ）に列記さ

れた事項，加工証明の場合は同口に列記された事項を申請人において記入の上，

これについて証明を求める旨及び申請年月日並びに申請人住所氏名を記載さ

せる。

． 採捕又は加工（製造）水域については，領海・公海の別が明らかになるよう

に， ．｢甲地沖合……海里（又は……哩）の漁場」等と記入させる。

船主又は船舶運行者が申請人であるとき，該当項目を削除するか， 「申請

人に同じ」と記載させてもよい。

（2）提示させた航海日誌等により申請者に記載された各項目を確認する。

2



I

、

（注1）船舶の確認は不要。

（注2）外国にいづたん陸揚げしたものでも，輸出手続等の確認は不要。

（3）申請書下段に「上記のとおり証明します」旨の証明文，証明番号（証明書発給台帳

にて確認)，証明年月日，公館名,公館長名を記入し,角型館長印を押す(朱肉使用）。

（4）完成した証明書の写をとる。

（5）証明手数料は1通毎に第30号の領事手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を発給すればよい。

（6）証明書発給台帳に記入する。

（7）証明書及び根拠文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○

_三

3



（参考）関税法

（定義）

第2条この法律又はこの法律に基く命令において，左の各号に揚げる用語は，当該各号

に揚げる定義に従うものとする。

一「輸入」とは，外国から本邦に到着した貨物（外国の船舶により公海で採捕された

水産物を含む。 ）又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に（保税地域を経由するもの

については，保税地域を経て本邦に）引き取ることをいう。

二「輸出」とは，内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。

三「外国貨物」とは，輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物（外

国の船舶により公海で採捕された水産物を含む｡ ）で輸入が許可される前のものを

いう。

四「内国貨物」とは，本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公

海で採捕された水産物をいう。 （五号以下省略）

（参考）関税定率法

（外国で採捕された水産物等の減税又は免税)

第､14条の3 本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦

から出漁した本邦の船舶において当該水産物に加工し，又はこれを原料とし製造して得

た製品で，輸入されるものについては，政令で定めるところにより，その関税を免除す

る。

2本邦から出漁した本邦の船舶内において，外国の船舶によって採捕された水産物に加工

し，又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるもの

については，政令で定めるところにより，その関税の額と当該水産物が加工又は製造前

の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内におい

て，その関税を軽減することができる。

（参考） 関税定率法施行令

（外国で採捕された水産物等の免除の手続）

第16条の5 法第14条の3第1項（外国で採捕された水産物等の免税）の規定により

関税の免除を受けようとする者は，その免除を受けようとする物品の輸入申告の際に，

当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物又は本邦から

出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書

類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

（参考）関税法基本通達

（外国の船舶の意義）

第2条の3 法第2条第1項第1号《輸入の定義》及び第3号（外国貨物の定義）にいう

「外国の船舶」とは，原則として外国の国籍を有する船舶をいうが，外国の国籍を有し

ない船舶であっても，外国人又は外国の法人によって裸用船されている場合等実質的に

○

○
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外国の国籍を有する船舶と同様に使用されていると認められるものは， これに含む。

（本邦の船舶の意義）

第2条の6 法第2条第1項第4号《内国貨物の定義》にいう「本邦の船舶」とは，原則

‘ として本邦の国籍を有する船舶をいうが，本邦の国籍を有しない船舶であっても，本邦

人又は本邦の法人によって裸用船されている場合等，実質的に本邦の国籍を有する船舶

と同様に使用されていると認められるものは， これに含む。

（本邦の船舶により公海で採捕された水産物の範囲）

第2条の7 法第2条第1項第4号《内国貨物の定義》にいう「本邦の船舶により公海で

採捕された水産物」には，その水産物を原料として本邦の船舶内で加工又は製造した製

品を含むものとする。

なお， これらの水産物又は製品が，外国の港において他の船舶に転載され， （単に荷

役の都合上一時陸揚げされた後転載される場合を含む。 ）本邦に運搬される場合は，そ

の転載の事実を農林水産大臣の転載許可指令書及び当該許可に基づく転載の届出書写

（水産庁担当官の確認印のあるもの）又は漁業許可書写によって確認のうえ，内国貨物

として取り扱う。

〈参考） 関税定率法基本通達

（再輸入貨物の無条件免税）

第14条の16 法第14条第10号網輸入貨物の無条件免税》の規定に関する用語の

意義及び取扱いについては，次による。

（3）本邦の出漁船舶により公海で採捕された水産物で，外国にある漁業基地に一旦陸揚

げされた後再輸入されるもの（陸揚後中継基地に運送され，その基地から輸入される

ものを含む。 ）については，次により本号を適用する。

イ本邦の出漁船舶による採捕の事実については，農林水産大臣の陸揚許可指令書写

及び当該許可に基づく陸揚げの届出書写（水産庁担当官の確認印のあるもの）又は

漁業許可書並びに現地官公署又は商業会議所の発給する採捕証明書により確認す

る。

ロ基地に陸揚げ後，運搬又は保存のための冷凍，冷凍のためのみの単純な裁割，天

日による自然乾燥等程度の加工は，上記（2）本文にいう「さ細な加工」として取

り扱う。

ただし，煮熱乾燥（＜ん製を含む。 ）の程度以上の加工を加えたものについて

は，上記の加工の範囲を超えるものとして，本号の適用はない。この場合において

は，法第11条（加工又は修繕のため輸出された貨物の減税）の適用を妨げない。

（外国で採捕された水産物等の免税）

第14条の3－1 法第14条の3第1項《外国で採捕された水産物等の免税》の規定に

関する用語の意義及び取扱いについては，次による。

（1） 「本邦から出漁した」とは，当該船舶が，本邦の関税法域内に本拠に置き，当該法域

○

○
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内から出漁したことをいう。

なお，漁船法第9条（漁船の登録）の規定により漁船登録された船舶が本邦の関税

法域内から出漁してもっぱら冷凍加工等に従事する場合には， 「本邦から出漁した」

ものとして取り扱う。

（2） 「本邦の船舶」の意義については，関税法基本通達2－6 （本邦の船舶の意義）に

規定するところによる。

（3） 「外国で採捕された水産物」とは，外国の内水及び領海において捕かくされた魚介

類，海獣海藻その他の水産物をいう。

（4）本項の規定の適用にあっては，当該水産物又は製品を本邦の船舶で運送するかどう

か，及び外国に－たん陸揚げするかどうかを問わない。

（5）令第16条の5 （外国で採捕された水産物の免税の手続）に規定する書類は，次の

ものとする。

イ輸入貨物が本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物である

場合には，次に揚げる書類。ただし，下記（ハ）の掲げる書類は，当該水産物が他

の船舶に積み替えられ又は外国に陸揚げされた後本邦に運送されてくる場合に限る。

（イ）採捕水域，採捕期間，採捕船舶の名称及び登録番号，採捕船舶の船主並びに

運航者の住所及び氏名又は名称，採捕水産物の品名及び数量等を記載した適

宜の様式による採捕証明書で，採捕船団の船団長又は採捕船舶の船長が署名

押印したもの

（ロ）本邦の在外公館又は現地の外国の官公署若しくは商業会議所が発給する採捕

についての証明書（上記（イ）に規定する採捕証明書に， さらにこれらの機

関が確認印を押なつしたものでさしつかえない。 ）

（ハ）農林水産大臣の発給する陸揚等の指令書

口輸入貨物が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造された製品

である場合には，上記イに掲げる書類（ （ハ）に掲げる書類は，上記イのただし書

に該当する場合に限る。）のほか，加工又は製造（以下「加工等」という。）水域，

加工等の期間,加工等船舶の名称及び登録番号,加工等船舶の船主及び運航者の住

所及び氏名又は名称，加工等前の水産物の品名及び数量，製品（副産物を含む。 ）

の品名及び数量等を記載した適宜の様式による加工等証明書で，加工等船団の船団

長又は加工等船舶の船長が署名押印したもの。

なお，水産物の採捕及び当該水産物に対する加工等が同一の船団又は船舶によっ

て行われた場合には，上記イの（イ）に掲げる採捕証明書の記載事項と当該加工等

証明書の記載事項とをあわせ記載した証明書を提出させてさしつかえない。

（外国で採捕された水産物の加工製品の減税）

第14条の3－2 法第14条の3第2項《水産物加工製品の減税》の規定に関する用語

の意義及び取扱いについては，次による。

○

○
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（1） 「本邦から出漁した」及び「本邦の船舶」の用語の意義については，それぞれ前記

14の3－1の（1）及び（2）に規定するところによる。

（2） 「外国の船舶」とは，本邦の船舶以外の船舶をいう。

（3）本項の規定の適用に当たっては，当該水産物の加工製品を本邦の船舶で運送するか

どうか，及び外国にいったん陸揚げしたかどうかを問わない。

（4）規則第4条《水産物加工製品の指定》の規定に関する用語の意義及び取扱いについ

ては，次による。

イ 「水産物を冷凍したもの」とは，採捕された水産物を特別な加工を施さずに冷凍

したものをいい， これについては税関長の承認を要しないので留意する。

ロ同条に規定する税関長の承認の申請は， 「水産物加工製品についての承認申請書」

(T-1190) 2通（原本，承諾書用）を，原則として加工又は製造前に，当該

承認申請に係る水産物加工製品の輸入地を所轄する税関官署に提出することにより

行わせ，承認したときは， うち1通（承認書用）に承認印を押なつして申請者に交

付する。

（5）令第16条の6第2項《水産物加工製品の減税額》の規定による関税の減税額の算

定は，次による。

イ従価税品に該当する製品の関税の額は，製品の加工又は製造前の加工又は製造に

要した費用を加えた価格を基礎として算出した価格に製品の関税率を乗じて得た額

とする。

ロ従価税品に該当する水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるも

のとした場合における関税の額は,当該加工又は製造前の水産物について法第4条

から第4条の8まで《課税価格の計算方法》の規定に基づき算出した価格に当該水

産物の関税率を乗じて得た額とする。

なお， この場合について，加工又は製造に水産物以外の従価税品に該当する外国

貨物が使用されているときにおける「水産物が加工又は製造前の性質及び数量によ

り輸入されるものとした場合における関税の額」は，使用前の当該外国貨物につい

て法第4条から第4条の8までの規定に基づき算出した価格に当該外国貨物の関税

率を乗じて得た使用前の当該外国貨物の関税の額を含めた額とする。

ハ従量税品に該当する水産物又は水産物以外の外国貨物が使用されている場合にお

ける「水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されたものとした場合に

おける関税の額」は，加工又は製造に使用された水産物又は水産物以外の外国貨物

の全数量を課税標準として算出した関税の額とする。

（6）輸入申告の際に減税扱いを受けようとするときは，次の書類を提出させるものとす

る。

イ上記（4）のロによる水産物加工製品についての承認書

口令第16条の6第3項《水産物加工製品の減税の手続》の規定による「水産物加

○

、聾

○
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工製品減税明細書」 (T-1200) 1通（会計検査院に送付する必要がある場合

には，会計検査院用として1通を加える。 ）

ハ上記の14の3－1の（5）ロの規定に準じて作成した加工（又は製造）証明書

二本邦の在外公館又は現地の外国の官公署若しくは商業会議所によって発給された

当該加工又は製造についての証明書（上記ハの証明書に， これらの機関が確認印を

押なつしたものでも差し支えない。 ）ただし，当該証明書を取得することが困難で

あると認められる場合には，当該水産物の輸入取引に関する契約書その他税関長が

適当と認める書類（東京農林規格検査所の検査官が交付する加工又は製造について

の証明書を含む。 ）であっても差し支えない。

○

○
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(参考）領海等の関税法上の取扱いについて（抄）

蔵関第611号

昭52． 7． 1

領海法及び漁業水域に関する暫定措置法の施行に伴い，領海等の関税法上の取扱いを下

記のとおり定めたので，了知されたい。

記

1．領海に関する取扱い

○ （1） 関税法に規定されている「本邦」の一部を成しているとされる領海の範囲は，領海

法（昭和52年法律第30号）にいう領海の範囲とする。

（2） 関税法に規定されている「外国」の一部を成しているとされている領海の範囲は，

当該国の基線から12海里までの水域（注）とする。

ただし， 12海里未満の領海幅員を設定している国については，当該国の領海幅員

のみの水域を「外国」として取り扱うこととする。

（注） 12海里超の領海幅員を主張している国であっても，当該の領海の範囲は，そ

の基線から12海里の水域とするが，実務上は，我が国の船舶が採捕した水産

物が関税定率法基本通達14の3－1（外国で採捕した水産物等の免税)の（5）

に規定する書類により12海里以内の水域で採捕されたものであることが明確

に確認できる場合にのみ，当該水産物を「外国」で採捕されたもの，つまり，

「外国貨物」として取り扱い，それ以外の場合には便宜｢公海で採されたもの」

つまり， 「内国貨物」として取り扱うこととする。

○ 2．漁業専管水域に関する取扱い

「漁業専管水域」については，関税法上， 「公海」として取り扱うこととする。

なお， この取扱は，仮に各国の漁業専管水域又はこれに相当する水域の設定，実施の方

法に相違がある場合であっても同様とする。

3皇群島水域に関する取扱い

「群島水域」については，関税法上，各島ごとに12海里の水域のみを「外国」として

取り扱うこととする。
「
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(参考） 外国の法人等に用船された本邦籍船舶及び当該

船舶により採捕された水産物の取扱いについて

蔵関第1401号

昭54． 10． 24

外国の漁業専管水域内における安全操業を確保するためやむを得ず外国人又は外国の法

人（以下「外国の法人等」という。 ）に用船された本邦籍船舶の内外区分の認定法及び当

該船舶により採捕された水産物の本邦への引取りの際の取扱いを下記のとおり定め，昭和

55年1月1日から実施することとしたので，了知されたい。

なお，本邦の法人に用船された外国籍船舶の内外区分の認定方法等についても下記に準

じて取扱うこととされたい。

記

○

､1．用船された船舶の:，扱い

（1）外国の漁業専管水域内における安全操業等を確保するためやむを得ず外国法人等に

用船された本邦籍船舶が,次の要件のすべてを満たすものである場合には，関税法基

本通達2－6 （本邦の船舶の意調に規定する「本邦の船舶」に含まれるものとして

取扱う。

(要件）

イ当該船舶による操業船舶の管理,運搬を含む｡）の実質的な責任者が本邦人(又

は法人）であること。

ロ当該操業に関する経済的リスクの実質的負担者が本邦人(又は法人)であること。

ハ上記イ及び口に該当するものであることについて，水産庁長官の証明がなされた

ものであること。

（2）船舶の確認

上記要件を満たす船舶であることの確認は，原則として，水産庁長官の発給する証明

（別紙様式）又はその写しにより行うものとする。

ｰ

○

前三已評'舶によむ採詫された水産翅の通関等の際の取扱い

前記船舶が採捕した水産物の輸入通関等の際の取扱いは，次による。

1）公海で採捕された水産物の場合

イ外国の漁業基地等に陸揚げされず直接本邦に引き平られるもの及び他の船舶に直接
積み替えられ本邦に引き取られるもの。

本邦に引き取られる際に，監視部門において前記1の（2）による確認のほか次に

よる確認（ただし，直接本邦に引き取られるものであるときは， （イ）及び（ロ）に

ついての確認）を行い，内国貨物として引き取りを認めるものとする。

10



0

（イ）関税定率法基本通達14の3－1（外国で採用された水産物等の免税)の（5）

のイの（イ）にいう船長等の採捕証明書による確認

（ロ）採捕水産物の漁労日誌又はその写しによる公海上で採捕されたものであること

の確認

（ハ）採捕船舶の船長等と運搬船の船長との間の受け渡しを証する書類確認

ロ外国の漁業基地等に陸揚げされた後再輸入されるもの

採捕された水産物等が外国の漁業基地等に陸揚げされる場合には，当該水産物を採

捕した船舶の船長等による採捕を証する電信文等を船主から提出され，輸出申告を行

わせることとし，当該水産物が再輸入される際には，前記1の（2）による確認のほ

か次による確認を行った後，関税定率法第14条第10号《再輸入貨物の無条件免税》

の規定を適用するものとする。

なお，当該水産物について陸揚げ後加工が行われた場合には，関税定率法基本通達

14－16 （再輸入貨物の無条件免税）の（3）のロにより免税の可否を決定する。

（イ）再輸入される水産物に係る輸出許可書の確認

（ロ）上記イの（イ）及び（ロ）による確認

（ハ） 関税定率法基本通達14の3－1の（5）のイの（ロ）にいう在外公館等の

採捕証明書の確認

○

2）外国の領海内で採捕された水産物の場合

イ前記船舶により外国の領海内で採捕された水産物については，関税定率法第14条

の3第1項《外国で採捕された水産物の免税》の規定を適用するものとする。この場

合において外国の領海であるか否かの認定については， 「領海等の関税法上の取扱い

について」 （昭和52年7月1日付蔵関第611号）に定めるところによる。

p上記イの適用に当たっては，前記1の（2）による確認のほか，関税定率法基本通

達14の3－1に定める取扱いによることとなるが， この場合においては，同通達1

4の3－1の（5）のイの（ハ）に定められた陸揚げ等の司令書の提出は要しないも

のとする。

ハ上記水産物が外国の漁業基地等に陸揚げ後加工された場合には，関税定率法基本通

達14－16の3の（ロ）の規定に準じて免税の可否を決定する。

○
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〔採捕証明〕

採捕証明願

在 総領事

殿氏名

年 月 日

下記のものは本邦出漁船舶により採捕された水産物であることを証明して下さい。

(1)記号および番号： （漁船上で加工のうえ包装した場合に記入。其他は「なし」と記入）

(2)品 名： （魚類の名称）

(3)包 装： （包装されてない場合は「ばら積」 と記入）

(4)数 量：

(5)価 格：

(6)採捕された水域： （公海か外国の領海かを明瞭に記入）

(7)採捕船名およびその国籍：

(8) 日本への運搬船名： （採捕漁船より他の船舶に積替えて日本へ運送する場合に記入）

(9)外国の港での陸揚げの有無：

(10)参考事項：

○

一
一
Ｆ
Ｌ

一

申請人 所属船舶名または現住所

④氏名

○

証第 号

上記のとおり証明します。

年 月 日

』
’
１
０
０
１
１
１
１
１
０
１
１
１
１
一

一

一
一
一
一
一
》

』
・
印
一

一
一
一
一
公
》

一

一
一
一
一
一
一

一
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
ｏ
０
１
１
１
１
０
１
一

一一一一一一《一一一一一一一』一一

在
｝

(手数料 ）



1

〕

加工証明願

年 月 日

総領事 ”在

氏名 殿

下記のものは本邦出漁船舶により加工された水産物であることを証明して下さい。

（1）加工前の水産物の品名：

（2）同水産物の数量：

（3）加工後の製品名：

（4）同製品の数量：

（5）加工の内容：

（6）加工又は製造水域：

（7）加工又は製造期間：

（8）加工又は製造船舶名及び登録番号：

（9）加工又は製造船舶の船主の住所氏名（名称） ：

(Io)加工又は製造船舶の運行者の住所氏名（名称) :

○

③申請人住所氏名

証第 号

上記のとおり証明します。

年 月 日

○
在

Fー‘ー－．口‐ーーーー一一ーーー
＄

I
1

0
1

8
1

1
1

1
1

－－．,．ー一一一一,－－－－－－一一一一一一,－－0
公印 11

1
I

IC

l
l

I
O

I
I

l

L，■■■ I■■■－，■■■－－，■■■－ｰ，■■■ ，■■■一－

(手数料 ）

a



その他の30号証明

○

○

政Ⅱ－28 〔政Ⅱ(追4)29〕

内 容 30号証明のうち，特定の証明形式力淀められていないもので，公館が
確認した事実について証明する。外国文， 日本文いずれでも取扱う 0

使用目的 在留邦人の利益保護のため公館長力辮に必要と判断したものに限る 0

条 件 (1)提出先及び使用目的が明らかであること。

(2)真にやむを得ない事情があること。

(3)公文書等で証明事項を立証できること(公証人法施行規則第13条①の

規定力§参考となる)(注6)。

(4)本人が公館に出頭して申請すること。

(5)申請人は日本人に限る。

必要書類 (1)本人を確認できる公文書(旅券，現地官憲発行の写真付身分証明書

自動車運転免許証等） 0

(2)証明事項を立証する公文書等

ナ

形 式 一定の形式はない。

注意事項 (1)事実さえ確認できれば何でもよいと言うものでなく， この証明を安
易に取扱ってはならない。

(2)外国文による証明の場合は必ず公館長力曙名して発給する。

(3)仏教徒である旨等個人の信仰，心情，意思等に関する証明を取扱っ

てはならない。

(4)現地事情により同一形式の30号証明を恒常的に取扱うようになった

場合は，公館で同事情に見合う一定書式を作成し，現地事情使用目
的，提出先，取扱件数等を本省に報告し，代理署名の特例許可を稟請

し本省の許可を得るとよい。

(5)公館の証明として取り扱わないもの(事例集参照)。

日本へ帰国義務のない旨の証明． ・報道関係者(記者)の証明

･プラント輸出又は役務の提供に関する証明

･海外派遣専門家等の共済給付に関する証明

;韻の乗船歴証明

･国民年金裁定請求書等の添付書類記載内容証明

(6)証書の作成・認証に疑いある場合の処置

第13条の①公証人は，法律行為につき証書を作成し，又は識証を与え

る場合に，その法律行為が有効であるかどうか，当事者力湘当の考慮
をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて

疑があるときは，関係人に注意をし，且つ，その者に必要な説明をさ
せなければならない。

②公証人が法律行為でない事実について証書を作成する場合に，その
事実により影響を受けるべき私権の関係について疑があるときも，前

項と同様とする。



RequestforCertificate㎡ReSiaency.

Date: ／ ／

NameofPensionRecipient:

PresentAddress:

DateofBirth:

Address:

(seal)

、

○○
AsrequiredfOrthereasonstatedbelow,Iherebyrequest

certificationofthefactthatlampresentlyresidingattheabove

statedaddress.

ReasonfOrrequest:Toobtainpensionpayments

Pensioncertificatenumber

Symbol: Number:

CertificateOfReSidency一

○
Iherebycertifythatthepersonstatedaboveisresidingattheabove

adaress.

Date: / /

CertifyingOfficial: (seal)

〔政Ⅱ(迫4)30〕 政Ⅱ－29



（参考）

To:PensionRecipients

SubmissionofPensionRecipient'sStatusRcport

Thepurpose㎡thePensionRecipient'sStatusReportistoconfrmwhetherornotpersons

currenUyreceivingpensionspaymentscancontinuetoreceivesuchpaymen鱈.Itmustbe
submittedeachyeartotheSocialInsuranceAgencybyillelastdayofthemonthinwhichthe

recipient'sbirthdayfans,andincludethecertiEcationoftllelnayorofthecity,townorvmage
inwhichyOureside. '

PensionrecipientsnotresidingmJapanarerequiredtommtheirnameandaddressonthe

enClosedpostcardfOrmentiiled"ReportofStatusofRecipientsofNationalPensions,Welfare
AnnuityhsuranceorSeamen'slnsurance,''af6xtheirseal(signaturemiilecasewhereseals

arenotusedintherecipient'scountryofoligin),and,afterobtainingcertmcationbyone㎡仇e
methodsdescribedbelcw,submitthereportbythelastdayofthemonthinwhichtheir
birthdayalls.

1. ObtainaCerlifcateofResidencyhomtheconsulategeneralorotheroverseasdiplomatic
estabnshmentiandsubmitittogetherwiththeproperlycompletedandsealedstams
report.

2. SubmittheproperlycompletedandsealedstatusreportafterithasbeencertiEedbythe

mayorofthecitybtOwnorvinageinwhichyOureside(anextractofyourfamilyregister
issuedafterthemontllinwhichyourbirtlldayfallsmaybeappendedinplaceofthe
mayor'scertincation).

○

IfyouarenotaJapanesecitiZen3． s曲mitoneofiilefOUowingdoCumentsmgetherwithtile

properlycompletedandsealedstamsreport(asignaturemaybeusedwhensealsarenot
usedmlllerecipient'scountryoforigin):

(1)Ifyouareacitizenofthecountrymwhichyouarecurrentlyresidingincludea
documentissueabyagovemmentofnceorsimilaragency㎡thecountryinWhiCllyou
areresidingcertiSringthatyouarenotdeceased.

(2)Ifyouarenotacitizenofthecountryinwhichyouareresidingmcludethe
cermcationoftheconsulorconsularagentofyourcounbyofcitizenshipwhohas

jurisdictionovertheareamwhichyouareresiding.

(Theenciosedmrmentitled"ReqUestmrCertification㎡Residency''maybeusedto
obtaintllecertifcatiOnsdescribedmm(1)and(2)above.)

○

rthestatusmpQrtiS_notprOperlysubmittedbytlledeadline,yourLpensionpaymentsmaybe
temporarilvsuspended

PersonsresidngincountriesinwhichKanjiisusedshouldEIl.intheirnameandaddress

bothinKanjiandintheRomanalphabetwhensUbmittingtheabovePensionRecipient's
StatusReport.

＊

SendrepOrtto:

TheSociallnsuranceAgency

PensionlnsuranceDepartment,
SecondPensionRecords

andAssessmentDMsion,

5-24bTakaidoNishi3-chome,

Suginami-ku,TokyMol68

政Ⅱ－30 〔政Ⅱ(追4)31]



その他のSO号証明

ユニ過一説

（1）証明の内容

30号証明のうち，一定の書式が定められていないもので，公館が確認した事実に

ついて証明するもの。外国文， 日本文のいずれでも発給する。

（注）外国文による証明の場合は必ず公館長が署名する。

（2）使用目的

使用目的は多種多様であるが，いずれの場合も，公館長が在留邦人の利益保護等の

ため必要があると判断したものに限る。

（3）手数料

証明書1通毎に第30号の領事手数料を徴収。

（4） 30号証明として取り扱わないもの

（イ）仏教徒である旨の信仰証明，個人が本邦へ持ち帰る物品である旨の証明，或は，

入国目的及び滞在日程についての証明等個人の心情・意思に関する問題は本来証明

になじまないものであるから取り扱わない。

このような場合，客観的に必要性があると判断される場合には， 申立事項につき

宣誓供述書を作成し，それを現地公証役場にもちこみ，私書証書を作成してもらう

よう指導する。これに面前署名させて同人の署名証明で処理する。

（ロ） 申請人に対する現地官憲の求めるものが必ずしも公館の証明書でなくてもよい場

合（例えば，報道関係者である旨の証明）は，領事担当官の便宜供与依頼の書簡に

より処理する。ただし， これらの文書中に「証明する」 ， 「推薦する」 ， 「保証す

る」等の文言を用いてはならない。

○

○
2発給_条性

（1）提出先及び使用目的が明らかで，かつ，真にやむを得ない事情があること。

（2）公文書等により証明する事項を立証できること。

（3）本人が公館に出頭して申請すること。代理申請は認めない。

（4） 申請人は日本人に限る。

_a=_必要_書頚

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館において写を作成してもよい） 。

（1）本人であることを確認できる公文書（例えば，旅券，現地官憲当局発行の身分証明

書）

（2）証明事項を立証する公文書等

4呈推_成_要領

（1）申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，発給条件を

1



満たしているか否かを審査すると共に，提出先により日本文による証明か外国文によ

‘る証明かを決める。

（2）必要書類等を提出させる。

（3）申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

（4）イ． 日本文による証明書の場合

根拠文書等から証明書に必要事項(証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記

入し，角型館長印を押す（朱肉使用） 。

ロ．外国文による証明書の場合

根拠文書等から証明書に必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記

入し，公館長が署名の上，その下に官職氏名を記入して，丸型館印を押す（青又

は黒のスタンプインキ使用） 。

（注） 現地事情により本証明を恒常的に取り扱う場合は，公館で現地事情に見

合う一定書式を作成し，本省の許可を得た上で領事担当官が代理署名して

もよい。

ただし，必ず現地事情，使用目的，提出先，所定の書式，取扱件数等を

本省に報告し，本省の許可を得てから実施すること。この場合，担当官の

官職氏名を担当官の署名の下に記入の上,丸型館印を押す（青又は黒のス

タンプインキ使用） 。

（5）根拠文書（公文書）があるときは，証明書の下段に根拠とした文書名，発給機関（発

給者） ，発給年月日を記入する。

（6）完成した証明書の写をとる。

（7）証明手数料は1通毎に第30号の領事手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を発給すればよい。

（8）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

（9）申請書，証明書及び根拠文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○

q

2



I

R叫IIestfOrCertificate㎡Resimency

Dam: / /

(seal)NameofPensionRecipient

PresentAddreSs :

DateofBirth:

Address:

○ AsrequiredfOrthereasonstatedbelow, Iherebyrequest

CertifiCationofthefactthatIampresentlyresidingattheabove

statedaadress.

Reasonforrequest :Toobtainpensionpayments

Pensioncertificatenumber

Symbol : Number:

CertificateofResidency

○○
Iherebycertifythatthepersonstatedaboveisresidingattheabove

address.
■

／ ／Date

(seal)CertifyingOfficial



参考例

、

別添1

証明発給申請書

No.

発行年月日

交付年月日

大使殿在

申請者署名

申請年月日

下記1．の理由のため，下記2．の証明を発給申請しますもなお，証明の必要部数は下記3．
勺

に記載のとおりですb
○

記

1．発給申請理由（2通以上の場合はその理由も）

2．希望証明書

3．証明必要部数 通

4．氏名（漢字及びローマ字）

5．生年 月 日 （明治，大正，昭和，平成，令和）

6．本 籍 地､○

7．旅券番号及び発行日

8．滞在国での現住所原文及び日本文

9．電・ 話（ ）自宅 （ ）会社

（注：昼間連絡が可能な電話番号にし印を記入して下さい｡）

IO．在 留 ・届 年 月頃提出済

-I-



公印確認申請書
APPmCATIONFORMFORAUTHENTICATION

OFOFFICIALEE虹』⑧

平成 年 月 日
』ⅡⅡしⅡ

attaCllbnclosethepowerofal加rney

1

○

0

｛
』

け
０
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ｑ
、
ロ

〃

(注1)公印確認は、日本にある外国の大使館(領事館)が領事認証を付与するために必要とされるものですので､求めがある場合のみ申請

できますbYoucanapplymrauthenticationofomcialseal(JonlymrlegalizationbythehteignconsulinJapan.

(注2)公印確認済の文書は3年間の保存期間が経過した後､廃棄されますのでご承知おき下さい｡発行から長い期間が経過した文書は、
提出先によっては効力が失われてしまう可能性もありますので､できるだけ早くお受け取り下さい。PIeasenotetheauthenticated

document(Jwillbedisposedifitwillnotbereceivedwithinthreeyears.PIeasepickitupassoonaspossible.

言ｲ吏用欄O儲面洵1TIRRc

込一一一一

ー

日本国外慾省MI面iRtr,rhf.Wn7、｡§ﾛγ､Af猫;､．｡ハFT…'w，

あなたの氏名抑plicantisXlame

(祖洛Company)

er側｡bile):

瀞証明書を必要としている方(当事者)との関係Relati｡pshipwiinthepers｡nicompanyc｡ncerned
●

口本人Self 口代理人(業務･個人)Representative$nsinessﾉPersonal)(X)
● c c

当事者
NameofpersonWompany
concerned

上記と同じ場合は記入不要ですb lfthesameasappHcant,Voudonothavetohllout.

提出国
CountWof
destination

p一

催本邦

大使館･領事館EmbassVﾉConsulate

P

使用目的
urposeofuse

書
類
己
ｏ
２
日
の
具
、

★申請書類の番号に○をつけて下さい｡Pleasecirclethecorrespondmgnumbertothedocumem(s).

1婚姻要件具備証明書 7戸籍膳(抄)本嘩頭者： ）
Certifcate(S)ofeligibiliwmrmarriage FamiIyregistere(Headofmmily: ）

2公証人認証書 8学校関係(卒業･修了･成績･その他： ）

NotarialdocumentO Educationdocumeni(J(GraduationﾉComple伽､ノ

3医療医薬機器製造 Transcript③/Others: )
Me&calandpharmaceuticaldocument(J 9受理･記載事項証明(出生･婚姻･離婚･死亡･住民票。

4警察証明 その他： ）

C血ninalrecord(J Civilstatusdocument(J(BMhﾉMarriageﾉDivorceノ
5健康診断書 DeathﾉResidenceﾉOthers: )

Medicalcertincate(J 10その他( )

6登記事項証明 Others( )

ExtractshOmcommercialregisterS

公印名
Nameofomcialseal

発行年月日及び番号
Dateofissueandthenumber

(ifany)

年 月 日 号
Year Mmth Day NO.

Tbtal

通

証明日付 受理番号



｢蔀天荷1
公印確認申請書

APPIICATIONFORMFORAUTwFNNTICATION

OFOFFICIALSEAL(S)

平成26 年
Date： YEar

2 月 1 日
Month Dal

嘔賭番号(携併）
TClUphonCnumber(M"": <

O3-3580-3311

日中連絡のつく電龍番号を

ご記入ください。 ：－．
あなたの氏名Applicant'sname

（社名Compan" 外務太郎

鉦明番を必要としている方(当事者)との関係Relationshipwiththepexson/companyconcerned
回本人Self 口代理人(業務･個人)RepresentatiVe$usinesS/Pe]sonaD(X)

C ご本人の書類の場合は本人

にチェック,代理人の場合は

代理人にチェックしてください。

ご本人の書類の場合は本人

にチェック,代理人の場合は

代理人にチェックしてください。

(※)代理人による申舗の場合は委任状が必要です。Ifyouapplyonbehalfoftheperson/companyconcerned,please
attach/e,'closetheI]owerofattorney.

当事者

Nameofpersonjcompany
COnCernRd

1-記と同じ場合は記入不要です。 Ifthesamensapplicant,youdonothavetomloutut

在本邦
探出園

Countryof
destination

使用目的
PurposeOfusC

何のために書類を利用されるか

‐ ご記入ください。

例:査証取得.出生届手続き等

何のために書類を利用されるか

‐ ご記入ください。

例:査証取得.出生届手続き等

中国 就業許可
使館身 事館EmbassyﾉCon3ulate

★申請書類の番号に○をつけて下さい｡PleasecirclethecorresPondingnumbertothedocument(s)_

1婚姻要件具備証明書 7戸籍膳(鋤本(笠頭者： ）

CertiEcate(s)ofeligibilityibrmamiage . Famnyregister(3)(HeadOffhmilJ: )
2公証人認証書 8学校関係(卒業･修了，成頼･その他： ）

Notarialdocument(S) Educationdocumentt)(GraduationﾉCompletiolﾕノ

3医療医薬機器製造 Transcript(s)/Othexs: )

MedicalandpharmaceupCaldocuxnentb) 9受理･記載事項証明(出生･婚姻･離婚･死亡･住民票。

④警察証明 その他： ）
CrimindrecOrdb) CivilStatusdocument(S)(BirthﾉMarriageﾉDivorceノ
5他康診断書 Death/ResidenceﾉOtherg: )

Medicalcer続偏国teb) 10その他( )

6罫配事項証明 Othcrs( . )

Extractshomcommercialregisters

番
類
ロ
月
毎
目
の
暮
（
等

○
書類の発行者の肩書き

(公印を押した方の肩書き）

例:○○市長,○○区長等

書類の発行者の肩書き

(公印を押した方の肩書き）

例:○○市長,○○区長等

公印名
NameofD臨眼画I8eal 警視総監

Total
発行年月日及び番号
Da錘cfissueandthenumh砲r

(ifany)
26 :, 1 &,it"31 :,71○○億 1

申講する

書類の数

がある場合のみ申(挫1)公印確認は、日本

できます。Youcanapp:

§領班認証を付与するために必要とされるものですので､求め 諭
γ書類の発行日付．

腱～ 発行番号
seaI(S)omymrlegalizationbythemreignconisulmJapan

た後､廃嚢されますのでご承知おき下さい｡発行から憂い期間が経過した文菩は、(注2)公印確

提出先によっ

認済の文書

ては効力が失われ 百舌〕りますので､できるだけ早くお受け取り下さい。Pl“SenotetheauthentiCated

document(s)willbeLposedifitwinnotbereceivedwithinthreeyears.Pleasepickitupassoonaspossible

※外務省使用欄O伍cialuseonlV

証明日付 受理番号



アポスティーユ申請書
APPUCATIONFORMFORAPOSTIIJR

｢外国公文書の認証を不要とする条約（ハーグ条約) J

平成 年
Date Year

電話番号(携帯）
Telephonenumbermfobile):あなたの氏名Appmcant'sname

（社名Compaxiy) ’
L

＜

証明書を必要としている方(当事者)との関係RehtionshipwiththepersonAcompanyconcerned
．□本人Self 口代理人(業務･個人)R急prespnfativeeusiness/Personal)(X)

(※)代理人による申請の場合は委任状が必要です。Ifyouapplyonbehalfofthepersonicompanyconcerned,please

attach/enclosethepowerofattorney.

当事者

NameOfpe]sonicOmpany
concernQfl

上記と園じ場合は記入T要で垂 Ifthesameas且pplicant,youdonothaVetoiillout.

ぐ！ 1 I
提出国

COuntryof
destination
ー~~ー二言－

使用目的

Purposeofuse

1
＝ 言一一一‐三一=一一＝＝

★申請書類の番号に○をつけて下さい｡PleasecirClethecolTespondingnumbertothedocUment(S). L

’

1婚姻要件具備証明書 7戸籍謄妙)本(筆頭者：

CertiaCate(s)ofengibili呼允rmamiage FamnyregisterO(Headofmmny:

2公証人認証書 8学校関係(卒業･修了･成績･その他：

Notarialdocument(J Educationdocumexlt(J(GraduationﾉCompletionノ

3医療医薬擬器製造 唖axisCript(S)/Others:

Medicalanapharmaceuticaldocument(J 9受理･記載事項証明(出生･婚姻･離婚･死亡･住民票、
4警察証明 その他：

Cr血ninalrecord(B) Civnstatusdocumentt)(Birth/Manriage/DivOrceノ

5健康診断書 Death/ReSidence/OtherS:

Me(1i"lcertincate｡ 10その他（

6登記事項証明 Others(

ExtractshDmcommercialregiste]s

ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ書

類
ロ
ｇ
目
届
目
（
ぬ
）

ｊ
ｊ
ｊ

1

一
一

／
０
１
、

発行者肩書
CapaciWoftheperSonsigning
thedocument(S)

発行者氏名
Nameofthepersonsigning

thedocument(S)

’
発行年月日及び番号
Dateofissueandthenumber

(ifaKw)

Total

年
坤 ｈｔ

月
伽

号
No．

日
恥

通I I

(注1)アポステイーユは､外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の締約国(地域)が提出を求めている場合のみ申請できます。

YOucanapp1ymrapOstilleonlywhenitisreqUijedaCmmembercountryoftheHagueApostilleCorwenticn.

(注2)アポステイーユ済の文書は3年間の保存期間が錘邑した後､廃棄されますのでご承知おき下さい｡発行から長い期間が経過した文書
は､提出先によっては効力が失われてしまう可能性もありますので､できるだけ早くお受け取り下さい。Pleasenotethedocument(s)

a伍xedapOstmewillbedisposedifitwmnotbereceivedwithinthreeyea滝.Pleasepickitupassoonaspossible.

※外務省使用欄O伍cialuseonly

証明日付

受理番号

証明番号
子一一土ア●や

R本圃々L謹套X順冗も回+詞γ八F面…,､;～、八F掴､邑一へ坂丁へ＝六一



匡Z団
アポスティーユ申請書
APPLICATIONFORMFORAPOSTII,1.F

｢外国公文書の認証を不要とする条約（ハーグ条約） 」

. 平成26 年
Dateg Year

2 月 1 日
Month Dal

砥話番号(携帯）

T名】cphoncnumbcr(M"ile); <

03-3580-33111

日中連絡のつく電話番号を

ご記入ください。
あなたの氏名Applicant0sname

（社名COmPany) 外務花子

証明書を必要としている方(当率者)との関係Relanonship･withthepersonﾉcompanyconcerned
回本人Self 口代理人(業務･個人)Rep'fesentative(BusineSs/PersonaD(X)

(※)代理人による申諦の場合は委任状が必要です。Ifyouapplyonl)ehalfofthepersonﾉccmpanyconcerned,pleasE
attaChﾉenclosethepowerofattomey. '

ご本人の書類の場合は本人

にチェック,代理人の場合は

代理人にチェックしてください。○
当事者

NameofperSon/company
COncgrn便。

卜扉ﾙ同じ 不要です。 Ifthesameasapplicant,youdonothaveto剛out

提出国

Countlyof
dR貝愉､罰tinn

使用目的
Purposeofuse 国籍取得イタリア 何のために書類を利用されるか

ご記入ください。

例:査証取得,出生届手続き等

★申請書類の番号に○をつけて下さい｡Pleasecirclethecorrespondingnumbertothedocumentment

1婚姻要件具備証明書 7戸籍謄(抄)本(筆頭者：

Certihcate(s)ofengibUtymrmarriagge Familyregister(s)(HeadOffamily:

2公証人鱈証書 8学校関係(卒業･修了･成績･その他：

Notarialdocument(S) Educatmndocument(s)(Graduation/Completionノ

3医療医薬椴器製造 Transcriptb)ﾉOthers：

Mcdicalandpharmaceuticaldocument(s) 9受理･記載亭項証明(出生･婚姻･離婚･死亡･住民票｡

、警察狂明 その他：
Crimmalrecord(8) Civilstatusdocument(s)(BirthﾉMamage/Divprce/
5健康診断書 DeathﾉH“刑便､Ce/Others：

Me師函lcPrti6"te(S) 10その他（

6登記事項証明 Others（

Extractshomcommercialregisters

１
１
１

ｊ
ｊ書

類
ご
ｏ
２
目
⑦
昌
（
等

ｊ
ｊ
ｊ

書類の発行者の肩書き

(公印を押した方の肩書き）

例:○○市長○○区長等
C 発行者肩書

Capacityofthel)ersonsigning
thedDc弧YY,ent(9)

警視総監

発行者氏名

Nameofthepersonsigming
thed歴nimPnt駒）

書類の発行者の名前

例:○○市長,○○区長の

． 〃 - ・名前等。 ‐．

領事太郎

Total発行年月日及び番号
pateofj輿買､meandthepm1mber

6fany)
H26:1 &#"31&12○○罵 1

通

申請する

書類の数

擬ル
(注1）

Youc

(注2）

は､提

a田xe

※外務省使用欄O燈cialuseonlV

証明日付

受理番号

証明番号


